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貿易の円滑化と税関手続等に関する研究会 報告書



税　関　の　管　轄　区　域　（平成 23 年 7 月 1 日現在）

長 崎 税 関

福岡県のうち大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、筑後市、大川
市、小郡市、うきは市、みやま市、三井郡、三潴郡及び八女郡　佐賀
県（門司税関の管轄に属する地域を除く。）　長崎県（門司税関の管
轄に属する地域を除く。）　熊本県　鹿児島県

沖 縄 地 区 税 関 沖縄県

神 戸 税 関
兵庫県　鳥取県　島根県　岡山県　広島県　徳島県　香川県　愛媛
県　高知県

門 司 税 関
山口県　福岡県（長崎税関の管轄に属する地域を除く。）　佐賀県の
うち唐津市、伊万里市、東松浦郡及び西松浦郡　長崎県のうち対馬
市及び壱岐市　大分県　宮崎県

名 古 屋 税 関 長野県　岐阜県　静岡県　愛知県　三重県

大 阪 税 関
富山県　石川県　福井県　滋賀県　京都府　大阪府　奈良県　和歌
山県

東 京 税 関
山形県　群馬県　埼玉県　千葉県のうち市川市原木及び原木一丁
目から原木四丁目まで、成田市、香取郡多古町及び山武郡芝山町
東京都　新潟県　山梨県

横 浜 税 関
宮城県　福島県　茨城県　栃木県　千葉県（東京税関の管轄に属す
る地域を除く。）　神奈川県

税 関 名 管　　　轄　　　区　　　域

函 館 税 関 北海道　青森県　岩手県　秋田県

北海道

青森

岩手
秋田

宮城山形

福島
新潟

群馬
栃木

茨城

千葉

埼玉

東京

神奈川

山梨

長野

岐阜

富山石川

福井

静岡
愛知

滋賀

三重

和歌山

奈良

京都
兵庫

大阪

鳥取

岡山

広島

島根

山口

高知

香川

徳島愛媛福岡

大分

宮崎

鹿児島

熊本

佐賀

長崎

沖縄

◎印は、各税関の本関所在地

函
館
税
関

横
浜
税
関

名
古
屋
税
関

東
京
税
関

大
阪
税
関

神
戸
税
関

門
司
税
関

長
崎
税
関

沖縄地区税関
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税関HP「関税レポート」より　http://www.customs.go.jp/zeikan/pamphlet/report/index.htm



関
税
法
の
構
成
（
主
要
規
定
）

（
外
国
貿
易
機
）

（
保
税
地
域
）

各
税

関

（
外
国
貿
易
船
）

各
税

関

[監
視
取
締
] 
（
第
3章

）

入
港
届
、
積
荷
目
録
等
の
提
出
（
第
15
条
）

○
船
舶
等
の
入
出
港

[通
関
] 
（
第
6章

）

○
輸
出
入
申
告
⇒
検
査
⇒
許
可
（
第
67
条
）

[税
の
確
定
、
納
付
等
] 
（
第
2章

）

○
納
税
申
告
（
第
7条

）
○

船
舶
等
の
入
出
港

出
港
届
（
第
17
条
）

税
関
長
の
許
可

積
荷
目
録
の
提
出
後
（
第
16
条
）

○
貨
物
の
積
卸
し

執
務
時
間
外
の
貨
物
の
積
卸
し
（
第
19
条
）

届
出

[保
税
制
度
等
] 
（
第
4章

及
び
第
5章

）

○
輸
出
入
申
告
の
時
期
（
第
67
条
の
2）

原
則
と
し
て
貨
物
の
保
税
地
域
へ
の
搬
入
後

○
他
法
令
の
証
明
又
は
確
認
（
第
70
条
）

[注
]

○
関
税
等
の
納
付
と
輸
入
の
許
可
（
第
72
条
）

関
税
等
の
納
付
が
許
可
の
要
件
（
納
期
限
延
長
に
係
る
も
の
等
は
納
付
前
に
許
可
）

○
課
税
物
件
（
第
3条

）
輸
入
貨
物

○
課
税
物
件
の
確
定
の
時
期
（
第
4条

）
原
則
と
し
て
輸
入
申
告
の
時
に
お
け
る
現
況

○
関
税
を
課
す
る
場
合
の
適
用
法
令
（
第
5条

）
原
則
と
し
て
輸
入
申
告
の
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
令

○
外
国
貨
物
を
置
く
場
所
の
制
限
（
第
30
条
）

原
則
と
し
て
保
税
地
域
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
保
税
地
域
の
種
類

・
指
定
保
税
地
域
（
第
37
条
）

○
輸
入
の
許
可
前
に
お
け
る
貨
物
の
引
取
り
（
第
73
条
）

税
関
長
の
承
認

[注
]

原
則
と
し
て
輸
入
申
告
の
日
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
令

○
納
税
義
務
者
（
第
6条

）
貨
物
を
輸
入
す
る
者

○
税
額
の
確
定
の
方
式
（
第
6条

の
2）

申
告
納
税
方
式
と
賦
課
課
税
方
式

（
原
則
は
申
告
納
税
方
式
）

○
修
正
申
告

更
正
の
請
求

更
正
及
び
決
定

法
令

所
轄
官
庁

○
食
品
衛
生
法

厚
生
労
働
省

・
保
税
蔵
置
場
（
第
42
条
）

・
保
税
工
場
（
第
56
条
）

・
保
税
展
示
場
（
第
62
条
の
2）

総
合
保
税
地
域
（
第
62
条
の
8）

[不
服
申
立
て
] 
（
第
8章

）

○
修
正
申
告
、
更
正
の
請
求
、
更
正
及
び
決
定

（
第
7条

の
14
,第

7条
の
15
,第

7条
の
16
）

輸
入
者

税
額
に
不
足
・
・
・
修
正
申
告

税
額
が
過
大
・
・
・
更
正
の
請
求

税
関
長

調
査
と
異
な
る
と
き
・
・
・
更
正

輸
入
時
ま
で
申
告
な
し
・
・
・
決
定

○
関
税
の
納
期
限
（
第
9条

）
原
則
と
し
て
輸
入
す
る
日
ま
で

○
食
品
衛
生
法

○
植
物
防
疫
法

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法

○
外
為
法

○
薬
事
法

et
c

厚
生
労
働
省

農
林
水
産
省

農
林
水
産
省

経
済
産
業
省

厚
生
労
働
省

et
c

・
総
合
保
税
地
域
（
第
62
条
の
8）

○
保
税
運
送
（
第
63
条
）

税
関
長
の
承
認

《
関
税
法
全
体
を
通
じ
て
、
処
分
の
権
限
主
体
は
各
税
関
長
と
さ
れ
て
い
る
。
》

○
税
関
長
へ
の
異
議
申
立
て
（
第
89
条
）

処
分
を
知
っ
て
か
ら
2月

以
内

○
大
臣
へ
の
審
査
請
求
（
第
90
条
）

異
議
申
立
て
の
決
定
を
知
っ
て
か
ら
1月

以
内

○
関
税
の
納
期
限
（
第
9条

）
原
則
と
し
て
輸
入
す
る
日
ま
で

○
納
期
限
の
延
長
（
第
9条

の
2）

個
別
（
3月

以
内
）

包
括
（
1月

分
を
ま
と
め
て
3月

以
内
）

○
納
付
の
手
続
（
第
9条

の
4）
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輸
入

通
関

の
流

れ
（
N
AC

CS
）

外
国

貿
易

船
法

2①
(5
)

外
国

貿
易

機
法

2①
(6
) 指
定

保
税

地
域

保
税
蔵
置
場

内
国

貨
物

法
2①

(4
)

国
内

引
取

外
国

貿
易

船
法

2①
(5
)

外
国

貨
物

法
2①

(3
)

法
42

（ 通 常 の 輸 入

船 卸 ・ 取 卸 手

関 税 等 の 納 付

搬 入 手 続

他 法 令 手 続 の

輸 入 （ 納 税 ） 申

区
分
１

関 税 等 の 納 付

輸 入 許 可

搬 出 手 続

貨 物 の 引 取 り

区
分
２

区
分
３

書
類
審
査

書
類
審
査

現
物
検
査

入
港
手

続
法

15

指
定

保
税

地
域

法
37

法
42

入 申 告 流 れ ）

手 続
付 （ 延 納 ）

の 終 了

申 告
付

り
区
分
３

書
類
審
査

現
物
検
査

法
令

名
【
所

轄
官

庁
】

N
A
CC

Sに
よ
る
処
理

審
査

・
検
査

他
法
令
手

続
法

70

法
7

法
67

法
30

法
67

の
2

法
9の

4
法

72
法

67
法

9の
2

税
関

の
行

為

輸
入

者
の

行
為

そ
の

他
の

者
の

行
為

法
令

名
【
所

轄
官

庁
】

関
税
法

第
70

条
第

１
項

・
外

為
法

（
輸

入
令

）
・
薬

事
法

【
経

済
産

業
省
】

【
厚

生
労

働
省
】

等

関
税
法

第
70

条
第

２
項

・
食

品
衛

生
法

・
植

物
防

疫
法

・
家

畜
伝

染
病

予
防

法

【
厚

生
労

働
省
】

【
農

林
水

産
省
】

【
農

林
水

産
省
】

N
A
CC

S端
末

に
よ
る
申

請
他
省
庁
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
他
法
令
手
続
の
終
了

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
シ
ス
テ
ム

そ
の

他
の

者
の

行
為

区
分

１
：
即

時
許

可
扱

い
区

分
２
：
書

類
審

査
扱

い
区

分
３
：
現

物
検

査
扱

い

（
注

）

第
２
項

・
家

畜
伝

染
病

予
防

法
【
農

林
水

産
省
】

・
狂

犬
病

予
防

法
【
農

林
水

産
省
】

（
注
）
N
A
CC

S：
N
ip
po

n 
A
ut
om

at
ed

 C
ar
go

 a
nd

 P
or
t C

on
so
lid

at
ed

 S
ys
te
m
（
輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
）

他
法
令
手
続
の
終
了

（
財
務
省

作
成

資
料

を
一

部
変

更
し
て
転

載
）
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フ
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H
P
　

「
1
1
0
8
 予

備
審

査
制

の
利

用
に

よ
る

迅
速

通
関

の
す

す
め

 通
常

の
輸

入
申

告
と

予
備

審
査

制
を

利
用

し
た

輸
入

申
告

と
の

比
較

の
図

（
カ

ス
タ

ム
ス

ア
ン

サ
ー

）
」
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h
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（
検

査
省

略
）

（
検

査
扱

い
）

法
1
5

法
3
0

法
6
7

法
6
7
の

2
①

（
検

査
扱

い
）

（
検

査
省

略
）

[
承

　
認

　
]

法
6
7
の

2
①

た
だ
し
書

令
5
9
の

3
①

(3
) 

, 
②

不
一

致

到
着

即
時

輸
入

許
可

制
度

（
法

6
7
の

2①
た
だ
し
書

 ,
 令

5
9
の

3
①

(3
)

  
  

  
 到

 着
 即

 時
 輸

 入
 許

 可
 制

 度
 の

 概
 要

  
 輸

入
申
告
を
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
（
通

関
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
）
を
使

用
し
て
行
う
場
合
で
、
当
該
輸

入
申
告
に
係
る
貨
物
が
本
邦
に

迅
速
に
引
き
取
ら
れ
る
必
要
が

あ
り
、
か
つ
、
当
該
輸
入
貨
物

の
性
質
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案

し
て
取
締
り
上
支
障
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
利
用
で
き

る
も
の
。

到
着
即
時
輸
入
許
可
制
度

（ 許 可 保 留 ）

保
税

地
域

・
Ｃ
Ｙ
等

輸
入
申
告

搬 　 　 　 入

貨
物

の
詳

細
情

報
と
の

突
合

（
個

数
、
数

量
等

）

出
港

輸
入
許
可

予 備 申 告

入 　 　 港

外
国

の
空

港
・
海

港

（
航

空
貨

物
）

A
W

B
情

報
入

力
（
積

荷
目

録
の

提
出

）
と

A
W

B
N

o
.（
貨

物
の

到
着

確
認

）
と
の

突
合

（
海

上
貨

物
）

積
荷

目
録

情
報

入
力

（
積

荷
目

録
の

提
出

）
と

B
/
L
Ｎ
ｏ
．
等

（
貨

物
情

報
）
と
の

突
合

[搬
入

前
申

告
扱

い
承

認
申

請
]

輸
入
許
可

輸
入
許
可

検
　
査

検
　
査

輸
入
許
可

審
　
査

本
邦

の
空

港
・
海

港

輸
入
許
可

申
告

内
容

の
訂

正

審
　
査

税
　
関

輸 　 入 　 申 　 告
輸
入
許
可

-
7
2
-

- 6 -

（
財

務
省

関
税

法
研

究
会

と
り

ま
と

め
（
H

1
8
.6

.2
3
）

：
h
tt

p
:/

/
w
w
w
.m

o
f.
go

.j
p
/
ab

o
u
t/

_m
o
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co
u
n
ci

l/
cu

st
o
m

s_
ac

t/
re

p
o
rt

/
to

ri
m

at
o
m

e1
8
0
6
2
3
a.

p
d
f）



簡
易

申
告

制
度

の
概

要
（
法
第

7
条
の

2〜
法
第

7
条
の

13
）

通
常

の
申

告

引
取

り
時

の
手

続
き

入
 
港

  
  

  
  

 輸
入
（
納
税
）
申
告

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
納
 
税

  
  

  
 輸

入
許
可

貨
物
船
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

簡
易

申
告

 

引
取

り
時

の
手

続
き

入
 
港

  
  

  
輸
入
申
告

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

輸
入
許
可

貨
物
船
Ａ

入
 
港

  
  

  
輸
入
申
告

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

輸
入
許
可

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
納
税
申
告

  
  

  
  

 納
税

貨
物
船
Ｂ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(法
67

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(法
7
の

2）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
 
 

・
申
告
項
目
の
削
減

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 ・

翌
月
末
日
ま
で
に
納
税
申
告

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
 

・
基
本
的
に
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 ・

基
本
的
に
イ
ン
ボ
イ
ス
等
提
出
不
要

・
継
続
的
な
輸
入
（
年

6
回
以
上
）

 
 

 
（
イ
ン
ボ
イ
ス
提
出
不
要
）

・
関
税
等
の
法
令
違
反
が
な
い
こ
と

 

・
輸
入
に
関
す
る
帳
簿
書
類
の

  
  

  
  

 
適
正
な
記
載
、
保
存

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

輸
入
者
の
承
認

貨
物

の
指

定

承 認 要 件 等 の

確 認 を 含 め た

      事 後 の 調 査

必 要 に 応 じ
事 後 の 調 査

イ
ン

ボ
イ

ス

等
の

提
出

が

必
要

引
取
り

引
取
り

引
取
り

社
会
悪
物
品
等

の
審
査
・
検
査

社
会

悪
物

品
検
査
等

社
会

悪
物

品
検
査
等

納
税
の
た
め
の

審
査
・
検
査

-
7
3
-

- 7 -
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（
財

務
省

関
税

法
研

究
会

と
り

ま
と

め
（
H

1
8
.6

.2
3
）

：
h
tt

p
:/

/
w
w
w
.m

o
f.
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.j
p
/
ab

o
u
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o
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co
u
n
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l/
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o
m
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t/
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p
o
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/
to
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m

at
o
m

e1
8
0
6
2
3
a.

p
d
f）

【
平

成
1
9

年
度

か
ら

A
E
O

制
度

と
し

て
改

善
措

置
を

講
じ

ら
れ

て
き

た
こ

と
に

伴
い

平
成

2
1

年
度

か
ら

「
特

例
輸

入
申

告
制

度
」
と

呼

称
。
更

に
、
継

続
的

な
輸

入
等

貨
物

に
対

す
る

制
限

等
が

な
く

な
り

、
ま

た
、
累

次
の

改
正

に
よ

り
貨

物
到

着
前

に
輸

入
申

告
を

し
、
許

可

を
得

る
こ

と
が

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
】
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必 要 な 検 査

コ
ン
テ
ナ
ー
ヤ
ー
ド
等
保
税
地
域

船
積
み

審 査

輸 出 許 可

一
般
的
な
輸
出
申
告
に
よ
る
輸
出
通
関

輸
出
の

許
可

を
受

け
る
た
め
そ
の
申

告
に
係

る
貨

物
を
入

れ
る
保

税
地

域
等

を
所

轄
す
る
税

関

輸
出
通
関
に
お
け
る
保
税
搬
入
原
則
の
見
直
し
（
案
）

搬 入

輸
出
者
の
工

場
・
倉

庫
等

輸
出

申
告

を
保

税
地

域
等

へ
の

貨
物

搬
入

前
に
行

え
る
よ
う
に
す
る

当
該

貨
物

が
置

か
れ

て
い
る

保
税
地
域
等
を
所
轄
す
る
税
関

輸
出
者
の
工

場
・
倉

庫
等

必 要 な 検 査

コ
ン
テ
ナ
ー
ヤ
ー
ド
等
保
税
地
域

輸 出 許 可

搬 入
船

積
み

輸
出
通
関
に
お
け
る
保
税
搬
入
原
則
の
見
直
し

輸 出 申 告

輸 出 申 告

リ
ー
ド
タ
イ
ム
短

縮
に

よ
る
物

流
円

滑
化

輸
出
申
告
は
保
税

地
域

等
へ

の
貨

物
搬

入
後

に
行

う

・
・
・
「
輸
出
通

関
に
お
け
る
保

税
搬

入
原

則
」

審 査

- 8 -

（
平

成
2
3

年
度

改
正

　
平

成
2
3

年
1
0

月
1

日
施

行
）

（
関

税
・

外
国

為
替

等
審

議
会

総
会

配
付

資
料

3
関

税
政

策
及

び
関

税
行

政
を

巡
る

動
き

に
つ

い
て

（
H

2
3
.2

.1
）

よ
り

。

h
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p
:/

/
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3
0
2
0
1
/
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3
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コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

の
優

れ
た

者
の

イ
メ

ー
ジ

○
内

　
容

○
 
倉

庫
（

工
場

）
か

ら
港

ま
で

の
一

貫
し

た
貨

物
管

理

・
不
正

貨
物
の
混
入
阻
止

・
貨
物

の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
の
確
保

・
貨
物

に
関
わ
る
関
係
者
全
体
に
わ
た
る
貨
物
保
全

　
体
制

の
構
築

　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

［
輸

出
の

適
法

性
の

確
保

］

・
業
務
の
二
重
チ
ェ
ッ
ク
体
制

・
従
業
員
の
専
門
的
知
識
の
確
保
と
実
践

・
輸
出
貨
物
事
前
審
査
リ
ス
ト
の
作
成

・
帳
簿
書
類
の
保
存

○
体

制
の

確
立

・
ト
ッ
プ
の
関
与
と
責
任

・
業
務
フ
ロ
ー
に
お
け
る
明
確
な
責
任

・
有
効
な
内
部
チ
ェ
ッ
ク
体
制

・
危
機
管
理
体
制

・
業

務
プ

ロ
グ

ラ
ム

・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践

・
事
後

監
査

・
業
務
の
改
善
方
策　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　

［
一

貫
し

た
貨

物
管

理
］

倉
庫

（
工

場
）

【
 
体

制
 
】

　
【
 
運
　
用
 
】

【
 
検

証
 】

　
○

 
関

税
法

等
輸

出
関

係
法

令
の

遵
守

貨
物

管
理

輸
出

手
続

輸
出
貨
物

事
前
審
査

リ
ス
ト

　
　
・
商
品
名

　
　
・
統
計
分
類
番
号

　
　
・
輸
出
規
制
の
有
無

  
等

営
業
部
門

審
査
部
門

　
　
・
仕
入
書

　
　
・
船
積
依
頼
書
　
等

出
荷
関
係
書
類

　
　
・
輸
出
申
告
書

申
　
告

○
税

関
に
よ
る
適

正
通

関
の

確
保

　
◎

　
承

認
時

の
事

前
審

査
　
◎

　
事

後
監

査
　
◎

　
必

要
に
応

じ
た
改

善
措

置
　
◎

　
承

認
の

取
消

し
　
◎

　
必

要
な
場

合
の

通
関

時
検

査
　
　
の

維
持

-
1
4
-

- 9 -
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船
積

み申
告

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法

令
遵

守
）
の

優
れ

た
者

に
対

す
る
輸

出
通

関
制

度
（
特

定
輸

出
申

告
制

度
）
の

概
要

〜
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
強

化
と
国

際
物

流
の

高
度

化
に
対

応
し
た
物

流
促

進
の

両
立

〜

許
可

船
積

み

輸
出

者
の

工
場

、
倉

庫
等

コ
ン
テ
ナ
ヤ
ー
ド
（
保

税
地

域
）

許
可

・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
反

映
し
た
審

査
、
検

査

申
告

検
査

許
可

許
可

ｺ
ﾝ
ﾌ
ﾟﾗ
ｲ
ｱ
ﾝ
ｽ
の

優
れ

た
輸

出
者

の
工

場
、
倉

庫
等

検
査

　
コ
ン
テ
ナ
ヤ
ー
ド
（
保

税
地
域

）

通
　
　
常

特
定

輸
出

申
告

　 ○
　
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
強

化

○
　
国

際
物

流
の

高
度

化
に
対

応
し
た

　
　

 物
流

促
進

　
　

 
　
リ
ー
ド
タ
イ
ム
の

短
縮

　
　

 
　
Ｃ
Ｐ
を
よ
り
一

層
審

査
・
検

査
に
反

映
　
　

 
  
予

見
可

能
性

の
向

上
　
　

 
　
コ
ン
テ
ナ
ヤ
ー
ド
の

混
雑

回
避

税
関

手
続

税
関

手
続

　
搬
入

　
搬
入

　
効

　
　
　
　
　
果

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の

優
れ

た
者

に
つ
い
て
、
貨

物
を
保

税
地

域
に
入
れ

る
こ
と
な
く
輸

出
申

告
を
行

い
、

輸
出

の
許

可
を
受

け
る
こ
と
が

で
き
る
制

度
。

-
7
5
-
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1
9
6
0

～
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1
9
7
0

～
 

 
 

 
 

 
 

 
 
1
9
8
0

～
 

 
 

 
 

 
 
  

 1
9
9
0

～
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2
0
0
0

～

・Air-NACCS （ 輸 入 ） 稼 働

（7
8/

8）
 

・Sea-NACCS 稼 働

・Sea-NACCS 更 改

（
99

/
10

）

・Air-NACCS 更 改

（
93

/2
）

・Air-NACCS 更 改

・Sea-NACCS 更 改

・ シ ン グ ル ウ ィ ン ド ウ （ 府 省

共 通 ポ ー タ ル ） 稼 働

（
08

/1
0）

 

・ 輸 入 ・ 港 湾 関 連 手 続 シ ン グ

ル ウ ィ ン ド ウ 業 務 の 開 始

・netNACCS 稼 働 開 始

（0
3/

7）
 

・ Ｓ Ｐ 貨 物 の 通 関 体 制 の 整 備

（
87

/7
） 

・ 少 額 輸 入 貨 物 （ １ 万 円 以 下 ）

の 免 税 制 度 の 導 入

（8
9/

4）
 

・ 少 額 輸 入 貨 物( 万 円 以 下) に

対 す る 簡 易 税 率 制 度 の 導 入

（9
3
/4

） 

・ 少 額 輸 入 貨 物 （ １ 万 円 以 下 ）

に 対 す る マ ニ フ ェ ス ト 通 関 の 導 入

・ 予 備 審 査 制 （ 輸 出 ） の 導 入

（0
1/

4）
 

・ 特 例 輸 入 申 告 制 度 の 導 入

（0
1/

3）
 

・ 認 定 通 関 業 者 制 度 の 導 入

・ 特 定 委 託 輸 出 申 告 制 度 の 導 入

・ 臨 時 開 庁 手 数 料 の 廃 止 （0
8/

4）
 

（9
8/

6）
 

（7
9/

8）
 

・ 特 定 輸 出 申 告 制 度 の 導 入

（0
6/

3）
 

・Air-NACCS （ 輸 出 入 ） 稼 働

（
85

/
1
）

・ 到 着 即 時 輸 入 許 可 制 度

（ 航 空 ） の 導 入 （
96

/4
） 

・ 少 額 輸 出 貨 物 （

 

万 円 以 下 ）

に 対 す る マ ニ フ ェ ス ト 通 関 の

導 入

・Air-NACCS 更 改 【 予 定 】

（1
0/

2）
 

・ 特 定 保 税 承 認 制 度 の 導 入

（0
7/

10
）

・ 特 定 保 税 運 送 制 度 の 導 入

（
08

/4
） 

・ 総 合 保 税 地 域 制 度 の 導 入

・ 包 括 保 税 運 送 制 度 の 導 入 （9
2
/4

） 

・ 成 田 ・ 原 木 に お け る 貨 物

の 仕 分 基 準 の 解 消 （
96

/3
）

・ 自 主 管 理 制 度 へ 全 面 移 行

（9
7/

4）
 

・ 国 際 郵 便 物 （
 

万 円 超 ） に 対

す る 申 告 制 の 導 入 （0
9/

2）
 

・ 成 田 空 港 地 区 に お け る 申 告

官 署 選 択 制 の 導 入

（0
8/

7）
 

輸 出 入 通 関

・ 保 税 蔵 置 場 の 新 設 （ 保 税

上 屋 と 保 税 倉 庫 の 統 合 ）

（
9
4/

4
）

・ 執 務 時 間 外 の 貨 物 の 搬 出 入

等 に 係 る 届 出 制 の 廃 止 （
01

/4
） 

10
 

（0
1/

10
） 

・ 積 荷 情 報 等 の 事 前 報 告 要 請

制 度 の 導 入

・ 積 荷 情 報 等 の 事 前 報 告 の 義 務 化

（0
4/

4）
 （

07
/2

） 

・ 積 荷 の 詳 細 情 報 の 事 前 報

告 要 請 制 度 の 導 入

 （0
7/

6）
 

（
03

/4
） 

・ 申 告 納 税 制 度 の 導 入

・ 事 前 教 示 制 度 の 導 入

・ 事 後 調 査 制 度 （ 輸 入 ） の 導 入

（6
6
/1

0）
 （6

6
/4

） 
（
68

/1
） 

・ 自 主 管 理 制 度 の 一 部 導 入

（7
2/

4）
 

（9
1/

10
） 

・ 事 後 審 査 制 度( 輸 入) の 導 入

・ 包 括 審 査 制 度( 輸 入) の 導 入

・ 輸 入 申 告 書 添 付 書 類 の 簡 素

化 ・ 合 理 化

（8
2
/4

） 

・ 包 括 事 前 審 査 制 度 （ 輸 出 ） 導

入
・ 搬 入 即 時 輸 入 許 可 制 度( 輸 入)

の 導 入

（9
9
/1

0）
 

・ 予 備 審 査 制( 輸 入) の 導 入

（8
8/

4）
 

こ
れ

ま
で

税
関

が
実

施
し

て
き

た
貿

易
円

滑
化

の
主

な
取

組
み

・ 執 務 時 間 外 貨 物 の 積 卸 許 可 制 度

を 届 出 制 度 へ 変 更 す る と と も に

手 数 料 を 廃 止

（
01

/4
） 

（0
9
/7

） 

・ 認 定 製 造 者 制 度 の 導 入

・ 到 着 即 時 輸 入 許 可 制 度

（ 海 上 ） の 導 入 （0
3/

9）
 

保

 

税 電 子 化入 出 港３
. 

貿
易

円
滑

化
 

1
5
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（
貿

易
円
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化
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政
に

関
す

る
懇
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会
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Ⅰ
．
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
発

展
の

足
取

り

Ａ
ｉｒ
－
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ

Ｓ
ｅ
ａ
－
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ

１
９
７
８
年

（
昭

和
５
３
年

）
A
ir-
N
A
C
CS
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航
空

貨
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テ
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物
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を
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流
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報
シ
ス
テ
ム
化

）
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用
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空
会
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通

関
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空
貨
物
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理
店
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品
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蔵
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銀
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１
９
８
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０
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空
貨
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始

１
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３
年
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成
５
年

）
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ir-
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ー
ド

２
０
０
１
年
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成
１
３
年

）
A
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N
A
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(V
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.4
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シ
ス
テ
ム
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ア
ッ
プ
グ
レ

ー
ド

２
０
１
０
年

（
平

成
２
２
年
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A
ir-
N
A
C
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(V
er
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)

シ
ス
テ
ム
の

ア
ッ
プ
グ
レ
ー
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経
済

産
業

省
の
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を
N
A
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サ
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シ
ス
テ
ム
化

（
利

用
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）
新

た
に
次

の
業

種
が

参
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・
輸

出
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・
汎

用
業

者

１
９
９
１
年

（
平

成
３
年

）
Se
a-
N
A
C
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(V
er
.1
)

海
上

貨
物

の
輸

出
入

通
関

シ
ス

テ
ム
の

稼
働

開
始

（
通

関
業

務
等

の
み

）
（
利

用
者

）
・
通

関
業

・
税

関
・
銀

行

１
９
９
９
年

（
平

成
１
１
年

）
Se
a-
N
A
C
CS
(V
er
.2
)

海
上
貨
物

の
輸
出
入

シ
ス
テ
ム

の
稼

働
開

始
（
貨

物
情

報
を
含

む
総
合
物
流

情
報

シ
ス
テ
ム
化
）

（
利

用
者

）
新

た
に
次

の
業

種
が

参
加

・
船

会
社

・
船

舶
代

理
店

・
コ
ン
テ
ナ
ヤ
ー
ド

・
保

税
蔵

置
場

２
０
０
８
年

（
平

成
２
０
年

）
１
０
月

Se
a-
N
A
C
CS
(V
er
.3
)

シ
ス
テ
ム
の

ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド

国
土

交
通

省
の

港
湾
ED
Iシ

ス
テ

ム
を
N
AC
CS

の
サ

ブ
シ
ス
テ
ム
化

（
利

用
者

）
新

た
に
次

の
業

種
が

参
加

・
海

貨
業

・
N
VO
C
C

・
輸

出
入

者
・
汎

用
申

請
者

（
船

用
品

業
等

）

・
総

合
的

物
流

情
報

ﾌ
ﾟﾗ
ｯ
ﾄﾌ

ｫ
ｰ
ﾑ
の

構
築

を
目

指
し
て
開
発

（
府

省
共

通
ﾎ
ﾟｰ
ﾀ
ﾙ
の

稼
働

・
関

連
省

庁
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
の

統
合

等
）

・
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r／
Se
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ﾊ
ｰ
ﾄﾞ
ｳ
ｪｱ

統
合

・
通

関
業

務
、
収

納
業

務
等

の
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r／
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a

共
通

化

新
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ

－
１
－
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申
請
者

府
省
共
通
ポ
ー
タ
ル

現
行

（
～
20
13
.9
）

N
AC
CS

（
入
国
管
理
手
続

法
務
省
）

（
税
関
手
続

財
務
省
）

（
検
疫
手
続
（
人
）

厚
生
労
働
省
）

（
貿
易
管
理
手
続

経
済
産
業
省
）

（
港
湾
手
続

国
土
交
通
省
）

AP
S

（
植
物
防
疫
手
続

農
林
水
産
省
）

（
動
物
検
疫
手
続

農
林
水
産
省
）

FA
IN
S

（
食
品
衛
生
手
続

厚
生
労
働
省
）

統
合

後
（
20
13
.1
0～

）

申
請
者

N
AC
CS

（
入
国
管
理
手
続

法
務
省
）

（
税
関
手
続

財
務
省
）

（
食
品
衛
生
手
続

厚
生
労
働
省
）

（
検
疫
手
続
（
人
）

厚
生
労
働
省
）

（
植
物
防
疫
手
続

農
林
水
産
省
）

（
動
物
検
疫
手
続

農
林
水
産
省
）

（
貿
易
管
理
手
続

経
済
産
業
省
）

（
港
湾
手
続

国
土
交
通
省
）

－
９
－

Ⅴ
．
N
A
C
C
S
と
関

係
省

庁
シ
ス
テ
ム
と
の
統

合
１
．
統

合
対

象
シ
ス
テ
ム

①
府
省
共
通
ポ
ー
タ
ル

②
動

物
検
疫
及
び
植
物
検
疫
関
連
業
務
シ
ス
テ
ム
（
AP
S）

（
農

林
水

産
省

）
③

輸
入
食
品
監
視
支
援
シ
ス
テ
ム
（
FA
IN
S）

（
厚

生
労

働
省

）

２
．
統

合
予

定
時

期

・
平
成
25

年
（2
01
3年

）
10

月
予
定

３
．
統

合
に
よ
る
主

な
効

果

①
業

務
・
機
能
の
統
廃
合
、
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
の
集
約
に
よ
り
、
シ
ス
テ
ム
を
ス
リ
ム
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の

統
廃

合
、
情

報
の

相
互

活
用

に
よ
り
、
効

率
的

な
運

用
・
情

報
管

理
を
行

う
こ
と
が

で
き
る
。

③
申

請
等
の
各
業
務
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
一
元
管
理
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
横
並
び
の
改
善
等
が
可
能
と
な
る
。

④
ハ

ー
ド
ウ
ェ
ア
の
設
置
場
所
の
集
約

、
運
用
・
保
守
の
一
元
化
に
よ
り
、
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
の
向
上
が

期
待
で
き
る
。

- 13 -

資料編

−53−



8
3
者

2
4
5者

9
8
者

5
2
者

４
者

関
税
・
外
国
為
替
等
審
議
会
総
会

配
付
資
料
３
関
税
政
策
及
び
関
税
行
政
を
巡
る
動
き
に
つ
い
て
（
H
.2
3.
2.
1）

よ
り
（
一

部
修

正
。
20
12

年
7月

2日
現

在
）
。

ht
tp
://
w
w
w
.m
of
.g
o.
jp
/a
bo
ut
_m

of
/c
ou
nc
ils
/c
us
to
m
s_
fo
re
ig
n_
ex
ch
an
ge
/s
ou
ka
i/p
ro
ce
ed
in
gs
/m
at
er
ia
l/a
23
02
01
/a
23
02
01
_0
3.
pd
f

- 14 -

−54−

貿易の円滑化と税関手続等に関する研究会 報告書



(別添１)

（単位：時間）

第10回輸入手続所要時間調査集計結果（海上貨物）

調査期間：平成24年３月12日（月）〜18日（日）

凡例：■入港〜搬入　■搬入〜申告　　■申告〜許可(通関所要時間)

１．　一般貨物の平均所要時間の推移

39.4

45.2

47.6

63.7

84.9

94.5

13.1

19.8

26.1

27.0

26.3

26.8

26.0

31.1

35.1

35.4

31.2

33.0

33.7

36.8

37.8

46.0

49.5

2.6

3.1

3.3

4.3

4.9

5.6

10.2

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

第10回
（平成24年）

第９回
（平成21年）

第８回
（平成18年）

第７回
（平成16年）

第６回
（平成13年）

第５回
（平成10年）

第４回
（平成8年）

第３回
（平成5年）

第２回
（平成4年）

第１回
（平成3年）

168.2時間(7.0日)

116.2時間(4.8日)

149.9時間(6.2日)

 95.1時間(4.0日)

 86.7時間(3.6日)

 73.8時間(3.1日)

 67.1時間(2.8日)

 63.8時間(2.7日)

 62.4時間(2.6日)

（注１）一般貨物は、Ⅱ．１．の注にある「ＡＥＯ貨物」以外の貨物である。

総所要時間

 60.7時間(2.5日)

（注２）端数処理（単位未満四捨五入）の関係で「入港〜搬入」、「搬入〜申告」、「申告〜許可」の合計時
　　　　間と総所要時間は必ずしも一致しない。(※以下、同様）

Ⅰ．一般貨物

-1-
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(別添１)

　　　

25.1

33.2

27.9

31.8

1.3

2.8

0 20 40 60 80

27.0

26.9

28.4

31.2

31.3

29.9

2.6

2.6

2.7

0 20 40 60 80

27.0

25.8

28.4

31.2

43.2

15.9

2.6

3.0

2.0

0 20 40 60 80

60.7時間(2.5日)

46.3時間(1.9日)

72.0時間(3.0日)

（注）予備審査制

　予備審査制とは、貨物が本邦に到着等する前に、予め税関に予備的な申告（予備申告）を行い、税関の審査（予
備審査）を受けておくことができる制度である。
　この制度を利用すれば、輸入に関する他法令手続が終了した後に税関への輸入申告及び審査が行われる貨物
について、このような他法令手続と同時並行的に税関の審査を受けられるほか、保税地域への搬入後に正式な輸
入申告を行った時点では、既に税関の審査が終了し、又は審査が行われていることから、輸入許可までの時間を短
縮できるという効果がある。

３．　予備審査制を利用した貨物の平均所要時間

総所要時間

２．　コンテナ貨物とコンテナ貨物以外の平均所要時間

一般貨物

　一般貨物 60.7時間(2.5日)

うち 予備審査制を
利用しなかった場合

うち 予備審査制を
利用した場合

61.0時間(2.5日)

総所要時間

うちコンテナ貨物

うちコンテナ貨物
以外の貨物

60.7時間(2.5日)

　阪神港

67.8時間(2.8日)

54.4時間(2.3日)

　【参考】     京浜港及び阪神港におけるコンテナ貨物の平均所要時間

　京浜港

-2-
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(別添１)

　

　　　　　　

　

27.0

39.9

19.7

31.2

58.4

16.0

2.6

4.2

1.7

0 20 40 60 80 100 120

27.0

32.4

25.6

31.2

45.9

27.6

2.6

3.7

2.3

0 20 40 60 80 100

55.5時間(2.3日)

（注）ＡＥＯ貨物

　貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された者として税関長の承認を受けた輸入者につい
て、貨物の引取り後に納税申告を行えること、コンプライアンスを反映した審査、検査が受けられる等の
特例措置を付与する特例輸入申告制度（輸入者のＡＥＯ制度）が導入されており、この制度を利用して輸
入申告される貨物（特例申告貨物）をいう。

４．　関税関係法令以外の法令に該当する場合と該当しない場合の平均所要時間
総所要時間

一般貨物

82.0時間(3.4日)

一般貨物

102.5時間(4.3日)

37.4時間(1.6日)

60.7時間(2.5日)

うち他法令
該当貨物

うち他法令

非該当貨物

60.7時間(2.5日)

うち週末を
含む場合

うち週末を
含まない場合

５．　入港から許可までの間に週末を含む場合と含まない場合の平均所要時間
総所要時間

Ⅱ．ＡＥＯ貨物

15.6

27.0

31.3

31.2

0.1

2.6

0 20 40 60 80

AEO貨物

一般貨物 60.7時間(2.5日)

47.0時間(2.0日)

１．　AEOを利用した貨物の平均所要時間

総所要時間

-3-
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(別添１)

 

 

 

 

 

 

14.0

21.5

15.6

14.4

92.7

31.3

0.0

0.1

0.1

0 20 40 60 80 100 120

47.0時間(2.0日)

114.3時間(4.8日)

28.5時間(1.2日)

ＡＥＯ貨物

うち週末を
含む場合

うち週末を
含まない場合

３．　入港から許可までの間に週末を含む場合と含まない場合の平均所要時間

29.8

15.2

15.6

25.4

31.5

31.3

0.0

0.1

0.1

0 20 40 60

AEO貨物

うちコンテナ貨物

うちコンテナ貨物
以外の貨物

47.0時間(2.0日)

46.7時間(1.9日)

55.2時間(2.3日)

18.7

16.2

23.5

17.4

0.0

0.0

0 20 40 60

　阪神港

　京浜港 42.2時間(1.8日)

33.7時間(1.4日)

　【参考】　　　京浜港及び阪神港におけるコンテナ貨物の平均所要時間

２．　コンテナ貨物とコンテナ貨物以外の平均所要時間

総所要時間

総所要時間
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(別添２)

調査期間：平成24年３月12日（月）〜18日（日）

凡例：■入港〜搬入　■搬入〜申告　　■申告〜許可(通関所要時間）

（単位：時間）

4122

第10回輸入手続所要時間調査集計結果（航空貨物）

１．　一般貨物の平均所要時間の推移

7.5

8.6

8.7

42.7

41.6

7.0

5.5

1.2

2.6

3.5

3.5

6.7

6.0

10.1

12.8

14.0

21.6

27.3

37.9

34.6

2.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.6

0.7

1.8

1.6

1.6

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

第10回
（平成24年）

第９回
（平成21年）

第８回
（平成18年）

第７回
（平成16年）

第６回
（平成13年）

第５回
（平成10年）

第４回
（平成8年）

第３回
（平成5年）

第２回
（平成4年）

第１回
（平成3年）

52.6時間(2.2日)

52.9時間(2.2日)

43.7時間(1.8日)

46.4時間(1.9日)

31.5時間(1.3日)

25.7時間(1.1日)

17.0時間(0.7日)

14.4時間(0.6日)

総所要時間

16.0時間(0.7日)

（注１）一般貨物は、２．の注にある「ＡＥＯ貨物」以外の貨物である。

13.4時間(0.6日)

（注２）端数処理（単位未満四捨五入）の関係で「入港〜搬入」、「搬入〜申告」、「申告〜許可」の合計時
　　　　間と総所要時間は必ずしも一致しない。(※以下、同様）
　

Ⅰ．一般貨物

【参考】一般航空貨物について、入港から搬入までに要する時間が、前回調査(第9回：平成21年)に比べ
        1.5時間長くなり7.0時間となっているが、これは、ＳＰ貨物に係る輸入申告が増加し、航空貨物に占
       める割合も高い（約85％）ことによるものと考えられる。
　　　 　ＳＰ貨物の輸入申告件数は年々増加傾向にあるが、平成19年より、成田地区で通関されていた
　　　 ものが東京都内に運送されて通関されるようになったことから、入港から搬入までの所要時間が一
       般的に長くなる傾向にある。
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(別添２)

２．　ＳＰ貨物とＳＰ貨物以外の貨物の平均所要時間

5.2

7.3

7.0

2.8

25.4

6.0

0.4

0.3

0.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

総所要時間

一般貨物

7.0

9.6

5.3

1.7

6.0

14.1

 

0.4

0.3

0.6

0.2

0.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

13.4時間(0.6日)

 5.9時間(0.2日)

24.2時間(1.0日)

　輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）を利用して予備申告を行った貨物のうち、取締り上支障のないものとして
検査が不要とされた貨物について、当該貨物の到着が確認されれば、保税地域へ搬入する前に輸入申告を行い、輸入
の許可を受けることができる制度。

 1.7時間(0.1日)

３．　予備審査制及び到着即時輸入許可制度を利用した貨物の平均所要時間

一般貨物

うち予備審査制
を利用しなかった
場合

うち予備審査制
を利用した場合

うち到着即時輸
入許可制度を利
用した場合

（凡例：■入港〜申告）

　予備審査制とは、貨物が本邦に到着等する前に、予め税関に予備的な申告（予備申告）を行い、税関の審査（予備審
査）を受けておくことができる制度である。
　この制度を利用すれば、輸入に関する他法令手続が終了した後に税関への輸入申告及び審査が行われる貨物につ
いて、このような他法令手続と同時並行的に税関の審査を受けられるほか、保税地域への搬入後に正式な輸入申告を
行った時点では、既に税関の審査が終了し、又は審査が行われていることから、輸入許可までの時間を短縮できるとい
う効果がある。

（注２）到着即時輸入許可制度

うちＳＰ貨物

（注１）予備審査制

うちＳＰ貨物
以外の貨物

総所要時間

（注）SP貨物
　　　　SP貨物とは、輸出者（荷送人）の戸口から輸入者（荷受人）の戸口までの一貫輸送を基本とする貨物で
　　　あり、国際エクスプレス貨物・国際宅配便といわれている小口急送貨物をいう。

10.5時間(0.4日)

31.1時間(1.3日)

13.4時間(0.6日)
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(別添２)

7.0

3.2

7.1

6.0

37.2

5.5

0.3

0.9

0.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

13.0時間(0.5日)

41.2時間(1.7日)

13.4時間(0.6日)

総所要時間

４．　関税関係法令以外の法令に該当する場合と該当しない場合の平均所要時間

一般貨物

うち他法令
該当貨物

うち他法令
非該当貨物

7.0

15.9

4.6

6.0

16.0

3.3

0.3

0.7

0.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

1

2

3

５．　入港から許可までの間に週末を含む場合と含まない場合の平均所要時間

総所要時間

32.6時間(1.4日)

13.4時間(0.6日)

 8.2時間(0.3日)
うち週末を
含まない場合

うち週末を
含む場合

一般貨物

-7-
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(別添２)

Ⅱ．ＡＥＯ貨物

7.0

2.9

6.0

20.4

0.3

0.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

13.4時間(0.6日)

23.4時間(0.9日)

　貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された者として税関長の承認を受けた輸入者について、
貨物の引取り後に納税申告を行えること、コンプライアンスを反映した審査、検査が受けられる等の特例措
置を付与する特例輸入申告制度（輸入者のＡＥＯ制度）が導入されており、この制度を利用して輸入申告され
る貨物（特例申告貨物）をいう。

（注）ＡＥＯ貨物

１．　AEOを利用した貨物の平均所要時間

一般貨物

ＡＥＯ貨物

総所要時間

○　ＳＰ貨物による比較

○　ＳＰ貨物以外の貨物による比較

10.5時間(0.4日)

31.1時間(1.3日)

　一般航空貨物については所要時間が短いSP貨物が約85％を占めている一方で、AEO貨物についてはSP
貨物の占める割合が約５％と非常に少ないため、一般航空貨物とAEOを利用した貨物の所要時間を比較す
るとAEO貨物が長くなっているものと考えられる。
　なお、SP貨物とSP貨物以外の貨物のそれぞれについてAEO貨物と一般航空貨物の所要時間を比較する
と、以下のグラフのとおりSP貨物ではAEO貨物の方が4.6時間、SP貨物以外の貨物ではAEO貨物の方が6.8
時間、それぞれ短くなっている。

【参考】ＡＥＯ貨物の所要時間が長い理由

7.3

4.7 1.2

2.8 0.3

0.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

2.8

5.2 25.4

21.4 0.0

0.4

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0

 5.9時間(0.2日)

24.3時間(1.0日)

ＡＥＯ貨物

ＡＥＯ貨物

一般貨物

一般貨物

-8-
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(別添２)

2.9

4.7

2.8

20.4

1.2

21.4

0.0

0.0

0.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

24.3時間(1.0日)

 5.9時間(0.2日)

23.4時間(0.9日)

2.9

1.4

3.6

20.4

39.3

11.0

0.0

0.0

0.0

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

1

2

3

うち週末を
含まない場合

うち週末を
含む場合

AEO貨物

14.7時間(0.6日)

40.7時間(1.7日)

23.4時間(1.0日)

２．　ＳＰ貨物とＳＰ貨物以外の貨物の平均所要時間

ＡＥＯ貨物

うちＳＰ貨物

うちＳＰ貨物
以外の貨物

３．　入港から許可までの間に週末を含む場合と含まない場合の平均所要時間

総所要時間

総所要時間

-9-
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通関関連手続の電子化等に向けた取組み

○ 通関関係書類のペーパーレス化の促進
⇒通関関係書類の提出の省略、電子化又はPDF等による提出

○ NACCSにおける貿易手続全般に係る国際物流情報プラットフォームとしての機能強化

⇒民民間の貿易取引の電子化の推進・NACCSとの連携

目標目標

○ 通関関係書類の簡素化

○ NACCSの「電子インボイス業務」の利用促進
⇒ 企業・関係業界等へのセールス
⇒ インボイス業務のプログラム変更の実施（桁数・欄数の増加等）

○ 通関関係書類のPDF等によるNACCSでの提出

平成25年度のNACCS等の更改時までの取組み平成25年度のNACCS等の更改時までの取組み

○ 他法令手続等の電子化の推進
○ 民民間の貿易取引の電子化の推進・NACCSとの連携(海上運送状、保険料明細書等)
○ 通関手続に係る電子手続の原則化

平成29年度の次期NACCS等の稼動時までの取組み平成29年度の次期NACCS等の稼動時までの取組み

（注）国際的な電子化の状況及び民民間の電子化の状況等を踏まえ、必要な場合には、前倒しも検討。

- 1 -

-
 2

4
 -

税 関

③輸出入の許可（NACCS）

②書面による提出

税 関

②輸出入の許可（NACCS）

輸出入者

輸出入者

通関関係書類の簡素化
更なる貿易の円滑化の観点から、通関関係書類についてのペーパーレス化を推進す

るため、まず、通関関係書類の簡素化を図る。このため、仕入書について原則として提

出を求めないこととし、併せて所要の措置を講ずる。

現行制度

書面による提出

原則不要
仕
入
書

保存

改正案

輸出入許可後に提示・提出を求めることが可能

①輸出入申告（NACCS）

①輸出入申告（NACCS（注））

（注）NACCS：輸出入・港湾関連情報処理システム
（Nippon Automated Cargo and port Consolidated System）

仕
入
書

- 7 -

-
 2

5
 -

（関税 ・ 外国為替等審議会関税分科会配付資料 5-2 （H23.11.9） より。
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_
customs/material/kana231109/kana231109k.pdf）

第 589 回貿易実務研究部会 （H24.2.15） 配付資料より
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○ 免税コンテナーの使用イメージ

○ 現状と改正案の比較

現 状 改 正 案

不 可

貨物を詰めて輸入されたコンテナーである必要がある。

制 限 あ り

貨物の取出地から詰込地までの通常の経路である必要がある。

制 限 な し国 内 運 送 の 使 用 回 数

空コンテナーの国内運送への使用

国 内 運 送 の 経 路

再 輸 出 期 間 原 則 ３ か 月 原 則 １ 年

免税コンテナーの国内運送条件等の緩和

制 限 な し

制 限 な し

国 内 運 送 使 用 の 事 前 申 請 必 要 不 要

１ 回 に 限 る

国内運送

輸入貨物の取出地（外国） （外国）輸出貨物の詰込地

免税輸入 再輸出

原則３か月

（輸入貨物） （国内運送貨物） （輸出貨物）

　再輸出されることを条件として関税及び消費税の免除を受けて輸入されたコンテナーについて、
国内運送への使用に係る条件を廃止し（現行１回限りの制限を撤廃する等）、再輸出までの期間を
延長する（現行3ヶ月を1年）。

- 8 -

-
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6
 -

-
 2

7
 -

第 589 回貿易実務研究部会 （H24.2.15） 配付資料より

（東京税関開催説明会資料　出港前報告制度について （H24.6）
http://www.kanzei.or.jp/tokyo/sites/www.kanzei.or.jp.tokyo/files/cus_info/pdf/zeikan240601.pdf）
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入港到着24時間前

諸外国における水際取締りの強化を目的とした事前報告の早期化及び拡充

船社等

船 社

輸入者

《船
積
24
時
間
前
ル
ー
ル
》

《10+

2
ル
ー
ル
》

積荷（注1）に関する情報
（積荷の詳細情報を含む）

（注1）海上コンテナ貨物

輸入者提出情報（10項目）
・売り主の名称及び住所
・買い主の名称及び住所

等

出港後（注2）

48時間以内

一部の項目については、米国到着24時間前までに報告・修正可

船積・出港船積24時間前

・船積計画書

（注2）最後の寄港地

コンテナの状況に関する情報（注3）

《船積24時間前ルール》 （本格実施：米国・カナダ、中国、本格実施に向けて準備中：ＥＵ）

自国向け海上コンテナ貨物について、船社等に対し、外国港での船積24時間前までに積荷に関する情報の

提出義務を課すもの。

《10+2ルール》 （本格実施：米国）

船積24時間前ルールで要求する情報に加えて、輸入者に対し、米国向け海上コンテナ貨物に関する10項目
の情報を船社に対し、更に2項目の情報を船積24時間前までなどに提出義務を課すもの。

外国港 米国本土
【米国の例】

（注3）予約確認時、施設到着時、荷卸時等の情報を都度報告
22

-
 2

8
 -

-
 2

9
 -

貿易円滑化と関税行政に関する懇談会　第 1 回会合 （H22.1.29）　配付資料 2
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/trade_facilitation/proceedings/material/ka220129s/ka220129s_2.pdf

（東京税関開催説明会資料　出港前報告制度について （H24.6）
http://www.kanzei.or.jp/tokyo/sites/www.kanzei.or.jp.tokyo/files/cus_info/pdf/zeikan240601.pdf）
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海上コンテナー貨物に係る積荷情報の事前報告制度
の早期化、詳細化及び電子化

我が国に入港しようとする船舶に積み込まれた海上コンテナー貨物に係る積荷情報について、
原則として当該コンテナー貨物の船積港を当該船舶が出港する24時間前に、詳細な情報を、電

子的に報告することを義務付ける。

税関長が必要と認める場合にの
み提出

利用運送事業者の把握し
ているより詳細な積荷情報

船会社の把握している積荷
情報

書面又は電子的報告

提出義務

原則、本邦に入港する２４時間前

現行

電子的報告を原則義務化

提出を義務化

提出義務

原則、外国を出港する２４時間前

改正案

報告方法

（電子化）

報告内容

（詳細化）

報告期限

（早期化）

日本外国

早期化 入港24時間前出港24時間前

現 行改正案

書面又は電子的報告原則電子的報告

利用運送事業者の

把握している積荷情報

提出義務
船会社の把握し
ている積荷情報

電子化

＞ ＞ ＞ ＞＞
詳細化

- 9 -

-
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0
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第 589 回貿易実務研究部会 （H24.2.15） 配付資料より
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1

我が国のＡＥＯ制度我が国のＡＥＯ制度

平成24年6月27日
日本関税協会－貿易の円滑化と税関手続に関する研究会－

我が国のＡＥＯ制度我が国のＡＥＯ制度
－サプライチェーンの安全と貿易円滑化－－サプライチェーンの安全と貿易円滑化－

東京税関業務部東京税関業務部

総括認定事業者管理官総括認定事業者管理官((ＡＥＯセンターＡＥＯセンター))

AEO（Authorized Economic Operator:
認定された経済事業者）制度

国際的な背景

ＡＥＯ制度とは

• 貨物管理（セキュリティ）とコンプライアンスの優良な貿易関連事業
者を税関が認定し、通関の円滑化措置を講じる制度

• 米国同時多発テロ事件以降、国際貿易における安全確保と貿易円滑化の両
立が世界的な課題として浮上

→ テロ対策の側面からのサプライチェーン全体の取締りの強化

国際的な背景

• 民間企業と税関の信頼関係（パートナーシップ）によって国際貿易
におけるセキュリティの確保と効率化の双方を実現する取組み

1

1

我が国のＡＥＯ制度我が国のＡＥＯ制度

平成24年6月27日
日本関税協会－貿易の円滑化と税関手続に関する研究会－

我が国のＡＥＯ制度我が国のＡＥＯ制度
－サプライチェーンの安全と貿易円滑化－－サプライチェーンの安全と貿易円滑化－

東京税関業務部東京税関業務部

総括認定事業者管理官総括認定事業者管理官((ＡＥＯセンターＡＥＯセンター))

AEO（Authorized Economic Operator:
認定された経済事業者）制度

国際的な背景

ＡＥＯ制度とは

• 貨物管理（セキュリティ）とコンプライアンスの優良な貿易関連事業
者を税関が認定し、通関の円滑化措置を講じる制度

• 米国同時多発テロ事件以降、国際貿易における安全確保と貿易円滑化の両
立が世界的な課題として浮上

→ テロ対策の側面からのサプライチェーン全体の取締りの強化

国際的な背景

• 民間企業と税関の信頼関係（パートナーシップ）によって国際貿易
におけるセキュリティの確保と効率化の双方を実現する取組み

1
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2

ＡＥＯ制度の導入経緯・制度の目的

☑ 2001年にアメリカで発生した「9.11同時多発テロ」が契機

☑ 2006年に世界税関機構（World Customs Organization）において「ＡＥＯガイドライン」採択

☑ ＡＥＯ制度は、「サプライチェーンの安全を確保」しながら、貿易の円滑化を実現することが大きな目標

☑ ＡＥＯガイドラインに準拠して各国がＡＥＯ制度を導入、我が国もＡＥＯ制度を導入・推進中

我が国ＡＥＯ制度との相互承認の現状

２

ＡＥＯ事業者となるための要件

法令要件

☑ 一定期間法令違反がないこと ○ 社内体制の整備

具体的に取り組むべき事項

☑ 暴力団員等が関与していないこと

☑ 業務を適正に遂行する能力を有していること

○ 業務委託先の的確な選定・指導・管理

○ 教育研修体制の整備

○ 監査体制の整備

○ セキュリティ確保のための貨物管理体制の整備

○ 適正な税関手続きを実施するための各種手順の整備

○ 報告連絡体制（社内・税関）の整備
☑ 法令遵守規則を定めていること

☑ ＮＡＣＣＳを利用して業務を行う能力を有していること

○ 帳簿書類の適正な作成・保管

○ 報告連絡体制（社内・税関）の整備

✔ これらの体制・手順の確実な運用、
必要に応じた見直し

✔ 各分野（輸出入、倉庫、通関業等）
に応じたアプローチが必要 ３

2

ＡＥＯ制度の導入経緯・制度の目的

☑ 2001年にアメリカで発生した「9.11同時多発テロ」が契機
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ＡＥＯ事業者としての取組み

目指すところ： 自己完結型の社内体制・社内環境を整備することで、安全なサプライチェーンを確保する
⇒ そのために…

① 事故を未然に防ぐこと ②事故の存在を感知し、適切なリカバリー ③ 実効性・持続性のある改善措置
④ ①～③が機能しているか自己点検

などの機能を充実・強化・創設
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など
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など
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４
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⇒審査・検査率の低減、手続きの簡素化、手数料の免除が発生

⇒制度の目的を実現するための取組みが行われた結果、

メリ ト（と呼ばれるもの）が生じるに過ぎないメリット（と呼ばれるもの）が生じるに過ぎない

＝メリットありきの制度ではない

５
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流
実

態
へ
配

慮
す

る
 

積
込
禁
止

 

D
o
 N

o
t 

L
o
ad

 

デ
ー
タ

送
信
後

2
4
時
間

経
過
す
れ

ば
船
積
み
が
で
き
る

 

・
デ
ー

タ
送

信
後

2
4
時

間
経

過
す

れ
ば
船
積
み
が
で
き
る

 

・
対
象

は
遠

海
航
路
コ

ン
テ

ナ
貨

物
に
の
み
適
用

 

マ
ニ
フ

ェ
ス

ト
に
輸
入

禁
止

品
目

が
発
見

さ
れ

た
場
合
キ

ャ
リ

ア
に

D
o
 N

o
t 

L
o
ad

 を
通
知

 

積
込
の

2
4
時

間
前
に
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
が
提

出
さ

れ
た
遠
海

航
路

の
コ

ン
テ
ナ
貨
物
に
の
み
適
用

 

船
卸
し
の
禁
止

 

報
告
の

受
領

後
2
4
時
間

以
内

に
報

告
義
務
者
及
び
船
会
社
に
通
知

 

実
施
日

 
2
0
0
4
年
３
月
以
降

 

（
海

上
コ

ン
テ

ナ
に

つ
い

て
は

2
0
0
2
年

1
2
月
以
降
）

 

2
0
1
1
年
１
月
以
降

 

（
罰
則
適
用
、
税
関
間
の
シ
ス
テ
ム

接
続
状
況
等
運
用
詳
細
不
明
）

 

未
実
施

 

（
実
態
詳
細
は
不
明
）

 

・
航

空
輸

入
は

20
1
2
年

６
月

１
日

か
ら

 

・
罰

則
適

用
は

20
1
2
年

1
1
月

3
0
日

か
ら

 

・
法
律

の
公

布
の
日
か

ら
２

年
程

度
を
置
い
て
施
行

 

・
制
度

の
運

用
に
つ
い

て
関

係
者

と
十
分
な
協
議
を
進
め
る

 

出
所
：
各
国
該
当

法
令
な
ど
よ
り
平
田
義
章
作
成
、

2
0
1
2
年
４
月

2
3
日
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表
３
．
日
本
、
ア
メ
リ
カ
と
Ｅ
Ｕ
の
輸
出
手
続

 

 
日
本

 
ア
メ
リ
カ

 
E
U

 

申
告
手
続

 
・

A
E
O
輸
出
者
は
自
社
施

設
な
ど
で
申
告
し
許
可
を
受
け

る
 

・
一

般
輸

出
者

は
何

処
で

で
も

輸
出

の
申

告
が

で
き

る

が
、
再
審
査
・
許
可
は
保
税
地
域
へ
貨
物
の
搬
入
後
と

な
る

 

・
「
コ
ン
テ
ナ
詰
め
」
の
規
制
は
廃
止
さ
れ
た

 

・
A

E
S
（

A
u
to

m
at

ed
 E

xp
o
rt

 S
ys

te
m
）

が
強
制
使
用
さ

れ
、
申
告
の
受
理
番
号
（

IT
N

: 
In

te
rn

al
 T

ra
n
sa

ct
io

n
 

N
u
m

b
er
）

を
各

キ
ャ

リ
ア

に
指

定
の

期
限

ま
で

に
通

知
す
る

 

・
規
制
貨
物
以
外
は
輸
出
者
の
施
設
を
含
め
何
処
で
で
も

何
時
で
も
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
る

 

・
輸
出
者
の
施
設
を
管
轄
す
る
税
関
に
申
告
し
許
可
を
受

け
船
積
港
に
配
送
す
る

 

・
イ
ギ
リ
ス
で
は
何
処
で
で
も
何
時
で
も
申
告
が
で
き
る

が
貨
物
が
税
関
管
轄
地
域
へ
搬
入
後
審
査
・
許
可
を
受

け
る

 

船
積

後
申

告
な

ど
の

簡
素

化
手
続

 

船
積
後
申
告
の
制
度
は
導
入
さ
れ
て
い
な
い

 
船

積
1
0
日

後
に

申
告

す
る

制
度

が
あ

る
が

目
下

新
規

の

申
請
は
受
け
付
け
て
い
な
い

 

・
認
定
輸
出
者
は
、
船
積
時
に
少
数
の
基
本
デ
ー
タ
の
み

を
申
告
、
船
積
後
詳
細
申
告
を
行
う

 

・
認
定
輸
出
者
は
自
社
施
設
で
通
関
が
で
き
る

 

コ
ン

テ
ナ

の
C

Y
カ

ッ
ト

オ

フ
（
搬
入
締
切
時
間
）

 

・
C

Y
カ
ッ
ト
オ
フ
は
通
常
本
船
入
港
の
１
日
前

 

・
ア

メ
リ

カ
向

け
、

E
U
向

け
は

書
類

、
コ

ン
テ

ナ
と

も

本
船
入
港
の
３
日
前
が
締
切
り
（
日
本
発
全
船
社
同
一

ル
ー
ル
を
適
用
）

 

・
C

Y
カ
ッ
ト
オ
フ
は
各
港
に
よ
り
異
な
る

 

・
E
U
向

け
に

つ
い

て
も

本
船

入
港

の
１

日
前

な
ど

が
標

準
 

・
書
類
の
提
出
期
限
は
各
船
社
ご
と
に
異
な
る

 

・
C

Y
カ

ッ
ト

オ
フ

は
各

港
に

よ
り

異
な

る
が

通
常

本
船

入
港
の

1
日
前

 

・
ア
メ
リ
カ
向
け
に
つ
い
て
も
本
船
入
港
の
１
日
前
な
ど

が
標
準
で
あ
り
、
書
類
の
提
出
期
限
は
各
船
社
ご
と
に

別
途
取
決
め
る

 

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

と
税

関
手

続
 

・
関
税
法
、
関
係
法
令
及
び
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
規
準
の
遵
守

が
A

E
O
の
承
認
要
件

 

・
荷
主
を
除
き
免
許
基
準
ご
と
に

A
E
O
を
認
定

 

C
-
T

P
A

T
な
ど
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

と
税
関

手
続
は
直
接
関
係
し
な
い

 

（
目
下

C
-
T

P
A

T
は
輸
入
に
の
み
関
連
）

 

E
U
関
税
法
に
よ
り

A
E
O
は

 

①
税
関
手
続
簡
素
化
、
②
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
③
税
関
手
続

簡
素
化
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
分
類

 

今
後
の
方
向

 
・

A
E
O
輸
出
貨
物
及
び
一

般
輸
出
貨
物
の
リ
ー
ド
タ
イ
ム

短
縮
と
コ
ス
ト
の
削
減

 

・
A

E
O
輸
出
者
へ
の
さ
ら
な
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト

 

・
フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
な
ど

A
E
O
事
業
者
の
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス

拡
大

 

・
内
陸
輸
送
の
効
率
化
と
港
頭
集
中
の
排
除

 

・
N

A
C

C
S
と

C
o
lin

sの
連

結
に

よ
り

輸
出

貨
物

は
C

Y
搬

入
即
許
可
と
な
る

 

・
規
制
品
目
は
別
途
厳
し
く
管
理
さ
れ
て
い
る
が
一
般
貨

物
に
つ
い
て
は
貨
物
の
蔵
置
場
所
、
コ

ン
テ
ナ
詰
め
、

申
告
時
期
な
ど
一
切
規
制
さ
れ
て
い
な

い
 

・
輸
出
者
又
は
代
理
人
は

A
E
S
が
受
理
さ
れ
た
証
拠
で
あ

る
IT

N
を
定

め
ら

れ
た
期

限
ま
で

に
キ

ャ
リ
ア
に

通
知

す
る

 

 

今
後

の
関

税
法

の
改

正
に

関
し

M
C

C
（

M
o
d
er

n
is

ed
 

C
u
st

o
m

s 
C

o
d
e）

か
U

C
C
（

U
n
io

n
 C

u
st

o
m

s 
C

o
de
）
か

の
問

題
は

あ
る

が
双

方
と

も
現

物
単

位
か

ら
シ

ス
テ

ム

ベ
ー
ス
の
管
理
へ
と
移
行
す
る

 

・
集
中
通
関
、
・
自
己
査
定
、
・
申
告
者
の
記
録
に
よ
る

申
告
が
共
通
す
る
方
向
で
あ
る

 

・
A

E
O

C
、

A
E
O

F
が
上
記
特
典
を
受
け
る

 

出
所
：
各
国
関
係
法
令
及
び
現
地
調
査
よ
り
平
田
義
章
作
成
、

2
0
1
2
年
４
月

2
3
日
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表
４
．
日
本
、
ア
メ
リ
カ
と

E
U
の
輸
入
手
続

 

 
日
本

 
ア
メ
リ
カ

 
E
U

 

輸
入
通
関
の
場
所

 

（
貨

物
到

着
前

の
通

関
が

可
能
か
）

 

・
貨
物
到
着
前
の
通
関
は
可
能
（
特
例
輸
入
申
告
及
び
特

例
委
託
輸
入
申
告
の
場
合
の
み
）

 

・
納
税
申
告
の
前
に
貨
物
を
引
き
取
る

 

・
貨
物
到
着
前
の
通
関
は
通
常
の
申
告
で
可
能

 

・
貨
物
の
引
取
り
後
納
税
申
告
を
行
う
が

、
こ
の
時
点
で

支
払
う
関
税
は
確
定
関
税
で
は
な
い

 

・
貨
物
到
着
前
の
通
関
は
通
常
の
申
告
で
可
能

 

・
少
数
の
基
本
デ
ー
タ
で
申
告
し
貨
物
の
引
取
後
詳
細
申

告
す
る
簡
素
化
手
続
は
認
定
が
必
要

 

内
陸
地
点
で
の
通
関

 
・

ほ
と

ん
ど

が
港

頭
地

域
の

保
税

蔵
置

場
又

は
C

Y
で

通

関
を
行
う
（
貨
物
の
港
頭
集
中
化
）

 

・
港

頭
地

域
で

通
関

後
内

陸
地

点
へ

内
貨

輸
送

さ
れ

る

（
4
5
ft
 コ

ン
テ
ナ

は
一
部
地
域
を

除
き
内
陸
輸
送

が
で

き
な
い
）

 

・
基
本
的
に
は
輸
入
者
が
所
在
す
る
内
陸
地
点
で
通
関
す

る
（
港
頭
集
中
で
は
な
い
）

 

・
内
陸
地
点
ま
で
は
保
税
運
送
と
な
り
、
内
陸
地
点
で
の

通
関

は
鉄

道
タ

ー
ミ

ナ
ル

や
C

F
S
な

ど
の

保
税

地
域

で
行
な
う

 

・
荷
主
の
非
保
税
施
設
で
通
関
は
で
き
な
い

 

・
各
加
盟
国
の
輸
入
者
が
所
在
す
る
内
陸
地
点
ま
で
保
税

運
送
し
内
陸
地
点
の
税
関
で
通
関
す
る

 

・
認
定
を
受
け
た
輸
入
者
は
自
社
施
設
で
通
関
が
で
き
る

 

・
鉄
道
タ
ー
ミ
ナ
ル
な
ど
は
必
ず
し
も
保
税
地
域
で
は
な

い
が
、
加
盟
国
で
保
税
管
理
は
異
な
る

 

保
税
地
域
の
許
可
手
数
料

保
税
蔵
置
場
、
保
税
工
場
な
ど
の
許
可
手
数
料
を
税
関
に

支
払
う

 

税
関
へ
の
手
数
料
の
支
払
い
は
な
い

 
税
関
へ
の
手
数
料
の
支
払
い
は
な
い

 

通
関

手
続

料
、

そ
の

他
料

金
の
支
払
い

 

N
A

C
C

S
へ
使
用
料
を
支

払
う

 
M

er
ch

an
d
is

e 
P
ro

ce
ss

in
g 

F
ee

 
及

び
H

ar
b
o
r 

M
ai

n
te

n
an

ce
 
F
ee
の

支
払

い
 
(輸

入
の

み
に

適
用

)、
た

だ
し
、
通
関
シ
ス
テ
ム
の
使
用
料
は
な
い

 

通
関
シ
ス
テ
ム
の
使
用
料
は
な
い

 

税
関
ボ
ン
ド

 
ボ
ン
ド
制
度
は
導
入
さ
れ
て
い
な
い

 
・
関
税
収
入
を
確
保
し
該
当
す
る
法
規
の

遵
守
を
保
証
す

る
制

度
で

す
べ

て
の

輸
入

者
に

は
保

険
会

社
と

の
ボ

ン
ド
の
設
定
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る

 

・
こ
れ
に
よ
り
関
税
の
清
算
が
可
能
と
な

り
、
非
居
住
者

通
関
（

V
M

I）
の
手
続
も
容
易
に
な
る

 

ボ
ン
ド
制
度
は
導
入
さ
れ
て
い
な
い

 

今
後
の
方
向

 
・
内
陸
輸
送
の
効
率
化
と
港
頭
集
中
の
排
除

 

・
ボ
ン
ド
制
度
導
入
の
検
討

 

・
V

M
I（

非
居
住
者
通
関
）
拡
大
の
可
能
性

 

・
輸
入
通
関
の
全
国
一
元
化

 

・
遠
隔
地
申
告
（

R
em

o
te

 L
o
ca

ti
o
n
 F

ili
n
g）

 

・
簡
易
申
告
（

A
C

E
 S

im
p
lif

ie
d
 E

n
tr

y）
 
 

・
輸

入
者

自
己

査
定

プ
ロ

グ
ラ

ム
（

Im
p
o
rt

er
 

S
el

f-
A

ss
es

sm
en

t 
P
ro

gr
am

）
な
ど

 

い
ず

れ
も

法
令

遵
守

を
条

件
と

し
て

手
続

簡
素

化
の

方

向
へ
向
か
う

 

今
後

の
関

税
法

の
改

正
に

関
し

M
C

C
か

U
C

C
か

の
問

題

は
あ

る
が

双
方

と
も

現
物

単
位

か
ら

シ
ス

テ
ム

ベ
ー

ス

の
管
理
へ
と
移
行
す
る

 

・
集
中
通
関
、
・
自
己
査
定
、
・
申
告
者
の
記
録
に
よ
る

申
告
が
共
通
す
る
方
向
で
あ
る

 

・
A

E
O

C
、

A
E
O

F
は
上
記
特
典
を
受
け
る

 

出
所
：
各
国
関
係
法
令
及
び
現
地
調
査
よ
り
平
田
義
章
作
成
、

2
0
1
2
年
４
月

2
3
日
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表
５
．
日
本
、
ア
メ
リ
カ
と

E
U
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

 

 
日

本
 
A

E
O

 
ア
メ
リ
カ

 
C

-
T
P

A
T
 

E
U

 A
E
O

 

準
拠
法

 
関
税
法
、
実
施
細
則
お
よ
び
同
法
施
行
令
な
ど

 
S
A

F
E
 P

o
rt

 A
ct
な
ど

 
E
U
関
税
法
お
よ
び
施
行
規
則

 

対
象
者

 
輸
出
入
者
、
倉
庫
業
者
、
通
関
業
者
、
運
送
業
者
、
製
造

業
者

 

輸
入
者
、
キ
ャ
リ
ア
、
フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
、
通
関
業
者
、

3
P
L
、

外
国
メ
ー
カ
ー
な
ど

 

メ
ー
カ
ー
、
輸
出
入
者
、
キ
ャ
リ
ア
、
フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
、

通
関
代
理
人
な
ど

 

認
定
要
件

 
法
令
の
違
反
が
な
い

 

業
務
の
遂
行
能
力

 

法
令
遵
守
規
則
の
制
定

 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
準
の
査
定

 

実
地
調
査

 

法
令
遵
守
、
記
録
保
持
と
財
務
の
健
全
性
お
よ
び
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
基
準

 

ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト

 
税
関
検
査
・
審
査
の
減
少

 

輸
出
手
続
の
「
申
告
手
続
き
」
、
輸
入
手
続
き
の
「
輸
入

通
関
の
場
所
」
の
項
目
も
参
照
。
こ
れ
ら

A
E
O
輸
出
入
者

に
対
す
る
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
は
米
国
の
場
合
、
一
般
的
に
利

用
で
き
る
制
度
。

 

税
関
検
査
・
審
査
の
減
少
、
簡
易
申
告
の
資
格
条
件

 
税
関
検
査
・
審
査
の
減
少
、
税
関
検
査
・
審
査
の
事
前
通

知
、

税
関

簡
素
化

手
続

の
審

査
の

省
略

、
E
N

S
、

E
X

S
申

告
デ
ー
タ
の
削
減
な
ど

 

通
関
手
続
と
の
関
係

 
す
べ
て
通
関
手
続
と
関
係
す
る

 
輸
入
貨
物
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
対
象

 

通
関
手
続
と
は
直
接
関
係
し
な
い

 

輸
出
入
通
関
手
続
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
は
分
離

 

通
関
手
続
は
各
加
盟
国
税
関
の
管
理

 

認
定
者
数

 
特
例
輸
入
者
 
 
 
 

8
0
 

特
定
輸
出
者

 
 
 
 
 
 
 
2
4
1
 

特
定
保
税
承
認
者

 
 
 
 
9
7
 

認
定
通
関
業
者

 
 
 
 
 
 
4
8
 

特
定
保
税
運
送
者

 
 
 
 
 
4
 
（

2
0
1
2
年

4
月
現
在
）

 

輸
入
者
 
 

4
,3

6
7
 
 
 
 
 
キ
ャ
リ
ア

 
 
 
2
,8

7
8
 

通
関
業
者

 
 
8
6
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1

公益財団法人 日本関税協会様

「貿易円滑化と税関手続に関する研究会」（仮称）

資 料

日本機械輸出組合

部会・貿易業務グループ

-
 4

6
 -

2

 貿易円滑化：Trade Facilitation
 貿易に関係する手続(税関手続を含む)を簡素化することにより、物流

が迅速化され、貿易関連コストが下がる等、貿易全体にメリットをもた
らす。

 不必要な貿易上の負担の撤廃、輸出入手続の簡素化・効率化、国内
制度の透明性といった、関税以外の措置・手続で、貿易を妨げる要因
を取り除き、貿易の促進を図ること。貿易手続のワンストップ化、ITを
利用した手続きの電子化etc。

 WTO、WCO、APEC、OECDなどの多国間の枠組みで検討されてい
る。TPP交渉でも貿易円滑化の検討作業部会がある。

1.物品市場アクセス、2.原産地規制、3.貿易円滑化、4.SPS（衛生植物検疫措置）、
5.TBT（貿易の技術的障害）、6.貿易救済措置、7.政府調達、8.知的財産、9.競争政策
、10.越境サービス貿易、11.電気通信サービス、12.商用関係者の移動、13.金融サー
ビス、14.電子商取引、15.投資、16.環境、17.労働、18.制度的事項、19.紛争解決、20.
協力、21.分野横断的事項

-
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7
 -
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課題と管理原則

課題

 原材料から最終製品までの製造過程の背後に、膨大な回数の貿易手続きが隠されている。

 複雑化したサプライチェーンネットワークが長くなるにつれ、種々の脆弱性が付きまとうことにな
る。⇒ 密輸、大量破壊兵器・テロリストの輸送、盗難、その他違法行為、 etc.

 各国の税関は、それぞれ固有の問題とセキュリティ・リスクに直面している。

改正京都規約で示されている管理原則: 
 税関業務の透明性と予見可能性
 貨物申告及び付属書類の標準化と簡素化。
 認定された事業者に対する簡素化手続き
 貿易事業者とのパートナーシップ。
 ITの最大利用。
 規則遵守確保について必要最小限度の税関管理。
 リスク・マネージメントとオーディット・ベースの管理。
 他の国境管理当局との調和化された検査体制。

3

-
 4

8
 -

4

米国のサプライチェーン・セキュリティ

-
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9
 -
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5

コンテナ スキャニング
■ 輸出国港でコンテナ貨物をスキャナー

によりプレ・スクリーニング

■ 現時点で３つの異なる施策を実施
・ メガポートイニシャチブ （MI)
・ コンテナセキュリティイニシャチブ（CSI)
・ 100％ SCAN （未実施）

（リスクマネージメントではない）

③

C-TPAT
■ コンプライアンス認定された企業に

ベネフィット（迅速な通関等）を提供

■ 米国輸入者、キャリア、フォワーダー、
港湾管理者が主な対象

■ ボランタリープログラム

④

米国のセキュリティプログラム

24時間ルール
■外国港で船積み24時間前に

貨物マニフェスト情報を電子的手段で報告。

10+2ルール
■ 外国港で船積24時間前までに10データ
（米国輸入者）、2データ（船社）の貨物情報を

電子的に申告。

■法律による義務

①

自動ターゲティング

■申告情報等に基づいて、予めハイリスク
貨物を選別するためのシステム。詳細は明ら
かにされていないが、申告情報の諸項目に
ポイントを割り当て、そのポイントの合計点数
（スコアー）が一定の値を超える場合には、
ハイリスク貨物と判定される。

②

-
 5

0
 -

6

米国の動向（１） 通関申告

（１）輸出通関
① 商務省統計局（センサス）が自動輸出システム（AES)を所管。電子申告が義務化されている（申告

はどこからでもできる）。
ＣＢＰはＡＥＳのＤＢにアクセスし輸出申告データからターゲティングを行う。
海上貨物は船積み24時間前までに申告。輸出24時間ルールへの対応

② 船積み後申告（輸出後10暦日以内）=Post Departure Filing（Option 4)
 承認された輸出者のみが利用できる。新規の利用者の承認は停止している。
 利用承認は、国務省DDTC、国土安全保障省CBP、商務省BIS、商務省センサスの関係４当局から

事前に承認されなければならない。
 約2900社、総輸出額の約20％がOption4により輸出されている。
③ ２０１１年１２月７日開催の米国商務省の「規則及び手続に関する技術諮問委員会」で商務省BISか

ら、Option4維持のために、EAR該当品については船積み後申告は利用できないとCBPに譲歩す
る考えが提示され、民間側委員の強い反発を受けた。

（２）輸入通関
電子申告：ACEの遠隔地申告（Ｒｅｍｏｔｅ Location Filing)の実施
① 米国国土安全保障省は、輸入港以外の場所から輸入申告できる遠隔地申告（Remote Location 

Filing)を2010年1月29日から開始した。（19 CFR  Part 143, Subpart E)
② 対象者： 輸入者 または 通関業者
③ ＲＬＦが可能な手続き： 通関申告（Ｅｎｔｒｙ）および納税申告（Entry Summary)。今後、対象手続きを
拡張する予定
④ 条件
 ABI（Automated Broker Interface)、EIP（Electronic Invoice Program)、ACH(Automated Clearing 

House)が利用できていること
 通関業者はNational Permitを取得していること
 包括ボンド( Continuous Bond)

6

-
 5

1
 -
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7

米国の動向（2） 通関申告 と セーフティ

（３）輸入通関
簡易通関（Simplified Entry）のテスト参加者募集 2011年１１月９日発表
① 12データ（+3つのオプショナルデータ）の申告で輸入通関ができる。手続き簡素化のための試験
② 12データはほぼ10+2ルールの１０データと同じ
③ 申告のタイミング：貨物の米国到着前 いつでも
④ テスト参加者資格： 輸入者＝C-TPAT Tier 2認定者、 通関業者＝C-TPAT認定通関業者
⑤ 航空貨物輸送のみ
⑦ C-TPAT認定者に対する手続簡素化のベネフィット（C-TPATでは初めて）

（４）セーフティ
① CTAC（Import Safety Commercial Targeting Analysis Center)の設置

2009年12月9日、国土安全保障長官は、CTAC（輸入貨物安全ターゲティングセンター）の設置を発
表。輸入貨物の安全性検査を集中的に実施する。CTACはCBPの下に4つの関係当局を統合する。

− 国土安全保障省 Immigration and Customs Enforcement (ICS)
− 消費財安全委員会 Consumer Product Safety Commission (CPSC)
− 保健福祉省 Food and Drug Administration (FDA)
− 農務省 Food Safety Inspection Service (FSIS)

② Customs Facilitation and Enforcement Reauthorization Act of 2009 (S1631)
− 事前申告データをセキュリティ目的だけでなく、通関ターゲティング目的でも使用。
− 通常の通関業務に関する税関 - 民間パートナーシップ・プログラム (Customs Facilitation 

Partnership Program）
− C-TPAT認定事業者に対する追加的ベネフィット
− 知財保護の強化
− CBP内にCommercial Targeting Divisionを設置する。

7

-
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2
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8

米国の動向（3） 通関申告 と セーフティ

（5）輸入通関
①輸入通関データへのアクセスについてCBPとCPSCが合意書に署名
2010年4月26日、米国税関（CBP）と消費者製品安全委員会（CPSC）はMOUに署名し、CBPの輸入通関
データ・ベース・システムACS（Automated Commercial System）へ、CPSCがアクセスできることになった。

8
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必要条件

• 少なくとも過去に2年間の輸入記録があり米国に実際に居住している輸入者

• 現C-TPATメンバー

自己査定申請を準備し以下の項目に同意する：

• 全ての適用される税関法と規則を遵守

• 内部統制を作成、文書化し、実行

• 危険性評価を元にした自己テストを実施

• 必須情報を含む年次報告書を提出

• 内部統制に対し適切な調整を行う。

• 財務記録から輸入記録文書までの監査を実施する。

• 適切な情報公開を実施する。

• 継続した取り組みの年次報告をする。

• 自己テストと結果の保管を３年間継続する。

• 覚書に明記された規定を順守する。

Importer Self Assessment (1)

-
 5

4
 -

• 複雑な監査の免除

‒ 集中的な査定

‒ ドローバックとFTZの監査（輸入者自己査定申請に含まれている場合）

• 複数のビジネス単体に対する支援

• 更なるビジネスの確実性

‒ より正確なデータ

‒ プロセスに対する企業の管理

ISA のベネフィットと参加企業数

2011年9月現在で223社がISAに参加認定

Automotive
12%

Electronics
18%

Retail
18%

Other
19%

Textile
11%

Aviation
3%

Pharma
4%

Agriculture
4%

Petro/Chem
11%

-
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11
11

セキュリティ＆セーフティに対応した将来の管理モデル・コンセプト（案）— １

出典：Samuel Banks, Bice President,  Sandler & Travis Trade Advisory Service Inc. 

World Customs Forum 2009 配布資料
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12

セキュリティ＆セーフティに対応した将来の管理モデル・コンセプト（案）— ２

出典：Samuel Banks, Bice President,  Sandler & Travis Trade Advisory Service Inc. 

World Customs Forum 2009 配布資料
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13
13

セキュリティ＆セーフティに対応した将来の管理モデル・コンセプト（案）— ３

出典：Samuel Banks, Bice President,  Sandler & Travis Trade Advisory Service Inc. 

World Customs Forum 2009 配布資料
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EUのサプライチェーン・セキュリティ
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1992 EU関税法制定

2004.11  
1992年に発効した関税法（Customs Code, 欧州理事会規則No.2913/1992 )以来の諸環境の

変化に対応する税関近代化を目的として、関税法のオーバーホールと
いえる改正に取り組む。

2005.4 関税法の改正 （「AEO制度」＋「24時間ルール」）

改正取組みの一環として、サプライチェーン・セキュリティ確保の必要性から
「事前報告制度」と「AEO」について、2005年5月改正を実施した。

2008.1  AEO制度発足
2008.6 MCC（Modernised Customs Code) 発効

2009.7  24時間ルール導入予定だったが2011.1まで本格実施は延期

EUの新関税法

2012.2 UCC（Union Customs Code) MCCの見直し提案

-
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0
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16

AEOのタイプ別ベネフィット

1 2 3

低い検査率（現物検査／書類検査） ○ ○ ○

検査の際の優先取扱い ○ ○ ○

検査場所の選択を申し出ることができる ○ ○ ○

簡素化手続資格認定を容易にする ○ ○

貨物事前申告データ項目を少なくする ○ ○

要検査についての事前通知 ○ ○

（１） AEO通関手続き簡素化 AEO Customs Simplification (AEOC)
（２） AEO セキュリティ＆セーフティ AEO Security and Safety (AEOS)
（３） AEO通関手続き簡素化＋セキュリティ＆セーフティ

AEO  Customs Simplification / Security and Safety (AEOF)
-
 6

1
 -
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欧州新関税法の趣旨
共同体関税法を定める2008年4月23日の欧州議会及び理事会規則

（EC）No. 450/2008（新関税法）の前文より抽出

(5) 正当な貿易を促進し、不正行為に対抗するためには、簡素で、迅速で、且つ基準となる税関の手続や処理方法が必要となる。したがって
、税関手続や貿易手続についての簡素で、ペーパーレス環境に関して欧州委員会から出された通報の内容に沿って、関税関連法令を簡素
化し、新しいツールや技術の使用を認め、関税関係法令の統一的な適用及び税関の管理に関して最新のアプローチを一層進め、これによっ
て効率的で、簡素な通関手続のための基盤を確保することが適当である。税関手続は、ビジネス上の競争力を強化するため、統合し、整合
性をもたせ、また手続の数を削減し、経済的に正当化されるものに制限すべきである。

(6) 域内市場が完成し、国際的な貿易や投資に対する障壁が削減され、また共同体の域外との境界線でのセキュリティやセーフティを確保す
ることがこれまで以上に必要となったため、税関当局の任務は変貌し、サプライチェーンの面で主導的な任務を担うこととなり、また国際貿易
を監視し、管理する過程で、国家や企業の競争力を促進する役割を担うこととなった。したがって、関税関連法令には、新たな経済の実態、及
び税関当局の新たな任務や使命を反映させるべきである。

(7) 税関及び貿易を取り巻くペーパーレス環境についての欧州議会及び理事会の決定に定められているように、情報及び通信技術の活用は
、貿易の促進を確保し、同時に税関の管理の効率性を確保し、もって経済活動に要する費用や社会に対するリスクを削減する上で、重要な
要素である。したがって、関税法において、上記の決定を実施できるような法的な枠組みを設け、特にすべての税関業務や貿易取引が電子
的に処理され、経済事業者が、それぞれの加盟国において、税関の業務のための情報や通信の制度から同一の便宜を受けられるような法
的な原則を設ける必要がある。

(11) 法令を遵守し且つ信頼できる経済事業者は、「認定経済事業者」として、簡素化の措置を広い範囲で最大限利用できるようにすべきであ
り、またセキュリティ面やセーフティ面を勘案して、税関の管理レベルを緩和することによる便益を享受すべきである。これによって、「税関手
続の簡素化」の面での認定経済事業者の地位、又は「セキュリティ及びセーフティ」の面での認定経済事業者の地位を享受することができる。
認定経済事業者は、上記のいずれか一方の地位を受けることもでき、両地位を併せて受けることもできる。

(26) 経済事業者が、貨物の許可に係わる管理をリスクを基にして行うために必要な情報を事前に提供している場合には、貨物を迅速に引渡
すことを原則とすることが適当である。財政及び貿易政策面の管理は、経済事業者の所在地を管轄する税関官署が一義的にこれを行うべき
である。

(27) 税関申告のルールや貨物を税関手続の下におくためのルールは、最新の内容のもので、簡素なものとすべきである。特に、税関申告は
、原則として電子的に行われるようにし、また単一の簡素化された申告様式を定めるべきである。

(28) 改訂京都条約では、貨物が到着する前に税関申告書を提出し、登録し、また審査することが望ましいとしており、さらに、申告書を提出す
る場所が、貨物が実際に蔵置されている場所と離れていてもよいとしていることから、経済事業者のある場所において一元的に通関できるよ
う定めることが適当である。一元的な通関には、簡素化された申告書、完全な申告書とそれに必要な書類の提出期限の猶予、包括申告書及
び納付期限の延長を利用できる便宜的な措置を含むべきである。

出所：EU新関税法、日本関税協会、平成21年9月7日、6~25頁より抽出・作成。

-
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2
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18

ＥＵの動向 新関税法（ MCC：Modernized Customs Code ）

新関税法116条(Simplification of customs formalities and controls)
① 輸入／輸出関税の自己評価などを含め、原則として税関が行うべき業務を、企業が行うことが認

められる。
② この認可に他のEU加盟国が関わる場合、当該企業はAEO認定企業でなければならない。
③ 当該企業に対する管轄税関が法令遵守をモニターし、当該税関と企業は管理プランを策定する。

④ 企業は貨物が港に到着する毎に申告する必要はない。すなわち、この制度によって「申告」という
行為が無くなる（No Declaration）。Transactionベースの管理からAuditベースの管理へ

18

EUの新関税法（MCC）内容と運用の方向。
① EUの関税法のオーバーホールを目指すもの。既に2008年に採択され、2013年から実施予定。
② 現在は具体的な運用に係る実施規則（Implementing Provision（欧州委員会規則））を審議中。

新関税法第106条：通関申告の一元化(Centralization)。
① 欧州域内のどこで輸出入を行うとしても、一か所の税関に申告するだけでよい。（例）オランダで輸入陸揚

げを行う場合でも、ロンドンの事業所で申告できる。

新関税法第112条（Entry in the Declarant Record)
① 企業のシステムに収納されている申告データに税関がアクセスする。すなわち企業から税関へ電子申告

するのではなく、税関が企業のシステムにある申告データにアクセスする。企業が自社のシステムに申告
データを記録した時点で申告は受理されたものとみなす。

※ 第106条については、ＡＥＯC又はAEOFであれば利用できる。ＡＥＯ以外でも使える認定制度を検討中。
第112条については、ＡＥＯC又はAEOFであれば利用できる方向で検討中。AEOに限定されるべきか、さら

に適用対象者を拡げるかについても検討中。

18

-
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3
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19

MCCと欧州企業のプランｰ現在

19

ベルギー

２か所

・アクセサリ-

・ 部品

イギリス

３か所

・部品

・完成品

フランス

２か所

・部品

ポルトガル

１か所

スペイン

２か所

・部品・アクセサリー

フィンランド

1か所

・完成品

スエーデン

２か所

・部品

エストニア

1か所

ドイツ

1か所

・部品・アクセサリ-

ポーランド

2か所

・完成品

オーストリー

1か所

ハンガリー

２か所

・完成品

イタリア

４か所

・完成品

・部品

・部品

AGENT

AGENT

AGENT

AGENT

AGENT

AGENT

AGENT

AGENT

AGENT

AGENT

AGENT

AGENT

AGENT

AGENT

AGENT

訪問先企業へのインタビューに基づき事務局作成

-
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4
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20

MCCと欧州企業のプランｰ中央一元化2013年以降

訪問先企業へのインタビューに基づき事務局作成

ベルギー
　２か所
　・アクセサリ-
　・　部品

イギリス
　３か所
　・部品
　・完成品
　・部品

フランス
　２か所
　・部品
　・完成品

ポルトガル
　１か所
　・完成品

スペイン
　２か所
　・部品・アクセサリー
　・部品

フィンランド
　1か所
　・完成品

スエーデン
　２か所
　・部品
　・完成品

エストニア
　1か所
　・完成品

ドイツ
　1か所
　・部品・アクセサリ-

ポーランド
　2か所
　・完成品
　・完成品

オーストリー
　1か所
　・部品・アクセサリー

ハンガリー
　２か所
　・完成品
　・完成品

イタリア
　４か所
　・完成品
  ・部品
　・部品
　・アクセサリー

-
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5
 -
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TPPにおける「貿易円滑」についての議論の状況 

Ⅰ TPP（Trans Pacific Partnership）とは 

(1) シンガポール、ニュージーランド、ブルネイ、チリの４カ国（Pacific4）が合意して2006年に自由

貿易協定を発効（P4協定）させた。2008年に米国がこれに対して参加の意図を表明し、また同年、

オーストラリア、ペルー、ベトナムも加入を検討すると発表したことから俄然注目を浴びるよう

になった。 

(2) 2010年に、上記８カ国によりTPPの第１回交渉が開始され、また同年にマレーシアが加わり、現

在９カ国が協議に参加している。 

(3) 我が国は2011年APEC首脳会合で協議参加を表明し、これに触発されてカナダ、メキシコも参加を

表明した。 

(4) 加盟国間で取引される品目については原則関税を撤廃することを目標に掲げるなど、高水準で広

範囲の貿易・投資の自由化をカバーしている。24の作業部会を設置して以下の21項目について検

討されている。 

１．物品市場アクセス、２．原産地規制、３．貿易円滑化、４．SPS（衛生植物検疫措置）、５．

TBT（貿易の技術的障害）、６．貿易救済措置、７．政府調達、８．知的財産、９．競争政策、

10．越境サービス貿易、11．電気通信サービス、12．商用関係者の移動、13．金融サービス、

14．電子商取引、15．投資、16．環境、17．労働、18．制度的事項、19．紛争解決、20．協力、

21．分野横断的事項 

(5) TPP交渉は、当初目標としていた2011年APEC閣僚会合での合意が困難となり、2011年11月12日、

TPPの大筋合意（Outline）が発表され、今後の予定をTPPの12月会合で決めることとした。米国通

商代表部（USTR）から同日付けで、大筋合意（Outline）のファクト・シートが公表されている。 

http://www.ustr.gov/about-us/press-office/fact-sheets/2011/november/outlines-trans-pacific-partn

ership-agreement 

（別紙－1 USTR TPP outline Fact Sheet 抜粋参照） 

 

Ⅱ 貿易円滑化についての議論の状況 

１．交渉で扱われている内容 

貿易規則の透明性の向上や貿易手続きの簡素化等について定める。  

２．交渉の現状 

Ｐ４協定のテキストをベース（別紙－２ P4協定テキスト第５章「税関手続（Chapter5 Customs 

Procedures）」（仮訳）参照）に、貿易規則の透明性の向上，貿易手続の簡素化や国際標準への調

和化のための規定に、電子証明や窓口一本化（シングル・ウィンドウ）等の要素を加える形で議

論が行われており、大きな対立もなく、交渉が進展している模様。 （どの程度Ｐ４協定をベース

にしているか詳細は不明） 

３．既存の協定の内容 

（１）TPP協定交渉参加国間のFTA 

税関手続の国際標準への調和，関税関連法令等の透明性向上，税関当局間の協力及び情報交換

などが規定されている。 

（２）日本のEPA 

我が国のEPAの貿易円滑化章の規定内容は，上記（１）と大きな違いはない。但し，以下のよう

な先進的な規定を含むEPAもある。  

（ア）両締約国の税関当局が知的財産権の保護のために協力し，情報交換を行う規定（シンガポ

ール，マレーシア，チリ，ブルネイ，ベトナムとのEPA）。 

（イ）相手国から我が国経由で他国に向けた物品の通過に関する手続の円滑化に関する規定（シ

ンガポール，マレーシアとのEPA）。 

資料編
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na
l o
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at
io

ns
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 c

us
to

m
s 

la
w
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o 
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om
s 
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oc

ed
ur

es
 a

pp
lie

d 
to

 g
oo

ds
 tr

ad
ed

 a
m

on
g 

th
e 

P
ar

tie
s.

 

５
．

３
条

：
 

範
囲

 
 

 
本

章
は

、
各

加
盟

国
の

国
際

的
義

務
お

よ
び

関
税

法
に

準
拠

し
て

、
加

盟
国

間

で
貿

易
さ

れ
る

物
品

に
適
用
さ
れ
る
税
関
手
続
に
適
用
さ
れ
る
。

 
 

A
rt

ic
le

 5
.4

: C
us

to
m

s 
Pr

oc
ed

ur
es

 a
nd

 F
ac

ili
ta

tio
n 

５
．

４
条

：
 

税
関

手
続
と

円
滑

化
 

別
紙

－
２

 
P4

協
定

テ
キ

ス
ト

 
仮

訳
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1.
  

 C
us

to
m

s 
pr

oc
ed

ur
es

 o
f t

he
 P

ar
tie

s 
sh

al
l, 

w
he

re
 p

os
si

bl
e 

an
d 

to
 th

e 
ex

te
nt

 p
er

m
itt

ed
 b

y 
th

ei
r r

es
pe

ct
iv

e 
cu

st
om

s 
la

w
, c

on
fo

rm
 w

ith
 th

e 
st

an
da

rd
s 

an
d 

re
co

m
m

en
de

d 
pr

ac
tic

es
 o

f t
he

 W
or

ld
 C

us
to

m
s 

O
rg

an
is

at
io

n,
 in

cl
ud

in
g 

th
e 

pr
in

ci
pl

es
 o

f t
he

 In
te

rn
at

io
na

l C
on

ve
nt

io
n 

on
 th

e 
S

im
pl

ifi
ca

tio
n 

an
d 

H
ar

m
on

is
at

io
n 

of
 C

us
to

m
s 

P
ro

ce
du

re
s.

 
2.

  
 E

ac
h 

P
ar

ty
 s

ha
ll 

en
su

re
 th

at
 it

s 
cu

st
om

s 
pr

oc
ed

ur
es

 a
nd

 p
ra

ct
ic

es
 a

re
 

pr
ed

ic
ta

bl
e,

 c
on

si
st

en
t, 

tra
ns

pa
re

nt
 a

nd
 fa

ci
lit

at
e 

tra
de

. 
3.

  
 T

he
 c

us
to

m
s 

ad
m

in
is

tra
tio

ns
 o

f t
he

 P
ar

tie
s 

sh
al

l p
er

io
di

ca
lly

 re
vi

ew
 th

ei
r 

cu
st

om
s 

pr
oc

ed
ur

es
 w

ith
 a

 v
ie

w
 t

o 
th

ei
r 

fu
rth

er
 s

im
pl

ifi
ca

tio
n 

an
d 

th
e 

de
ve

lo
pm

en
t o

f f
ur

th
er

 m
ut

ua
lly

 b
en

ef
ic

ia
l a

rr
an

ge
m

en
ts

 to
 fa

ci
lit

at
e 

tra
de

. 

1.
 
 
加

盟
国

の
税

関
手
続
は
、
可
能
な
場
合
で
且
つ
加
盟
国
関
税
法
の
許
容
す
る
範

囲
で

、
税

関
手

続
の

簡
素

化
と

調
和

化
に

関
す

る
国

際
規

約
を

含
む

世
界

税
関

機
構

（
W

CO
）
の

標
準

お
よ

び
推
奨
さ
れ
て
い
る
運
用
（
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
）
に
適
合
す
る

べ
き

で
あ

る
。

 
2.
 
 
各

加
盟

国
は

、
そ
の
税
関
手
続
お
よ
び
運
用
に
つ
い
て
、
そ
の
予
見
可
能
性
、

一
貫

性
、

透
明

性
、

及
び
貿
易
円
滑
化
を
確
保
す
る
べ
き
で
あ
る
。

 
3.
 
 
加

盟
国

税
関

当
局
は
、
さ
ら
な
る
簡
素
化
と
貿
易
円
滑
に
向
け
て
相
互
に
さ
ら

な
る

利
益

を
も

た
ら

す
仕

組
み

の
開

発
と

い
う

視
点

を
持

っ
て

、
定

期
的

に
そ

の
税

関
手

続
を

見
直

す
べ

き
で
あ
る
。

 
 

A
rt

ic
le

 5
.5

: C
us

to
m

s 
C

oo
pe

ra
tio

n 
1.

  
 T

o 
th

e 
ex

te
nt

 p
er

m
itt

ed
 b

y 
th

ei
r d

om
es

tic
 la

w
, t

he
 c

us
to

m
s 

ad
m

in
is

tra
tio

ns
 o

f t
he

 P
ar

tie
s 

m
ay

, a
s 

th
ey

 d
ee

m
 fi

t, 
as

si
st

 e
ac

h 
ot

he
r, 

in
 

re
la

tio
n 

to
 o

rig
in

at
in

g 
go

od
s,

 b
y 

pr
ov

id
in

g 
in

fo
rm

at
io

n 
on

 th
e 

fo
llo

w
in

g:
 

 (a
) t

he
 im

pl
em

en
ta

tio
n 

an
d 

op
er

at
io

n 
of

 th
is

 C
ha

pt
er

; 
(b

) t
he

 m
ov

em
en

t o
f g

oo
ds

 a
m

on
g 

th
e 

P
ar

tie
s;

 
(c

) i
nv

es
tig

at
io

n 
an

d 
pr

ev
en

tio
n 

of
 p

rim
a 

fa
ci

e 
cu

st
om

s 
of

fe
nc

es
; 

(d
) d

ev
el

op
in

g 
an

d 
im

pl
em

en
tin

g 
cu

st
om

s 
be

st
 p

ra
ct

ic
e 

an
d 

ris
k 

m
an

ag
em

en
t t

ec
hn

iq
ue

s;
 

(e
) s

im
pl

ify
in

g 
an

d 
ex

pe
di

tin
g 

cu
st

om
s 

pr
oc

ed
ur

es
; 

(f)
 a

dv
an

ci
ng

 te
ch

ni
ca

l s
ki

lls
 a

nd
 th

e 
us

e 
of

 te
ch

no
lo

gy
; 

(g
) a

pp
lic

at
io

n 
of

 th
e 

C
us

to
m

s 
V

al
ua

tio
n 

A
gr

ee
m

en
t; 

an
d 

(h
) a

dd
iti

on
al

 a
ss

is
ta

nc
e 

in
 re

sp
ec

t t
o 

ot
he

r m
at

te
rs

. 
2.

 
 

 
 

W
he

re
 

a 
P

ar
ty

 
pr

ov
id

in
g 

in
fo

rm
at

io
n 

to
 

an
ot

he
r 

P
ar

ty
 

in
 

ac
co

rd
an

ce
 w

ith
 th

is
 C

ha
pt

er
 d

es
ig

na
te

s 
th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
as

 c
on

fid
en

tia
l, 

th
e 

ot
he

r P
ar

ty
 s

ha
ll 

m
ai

nt
ai

n 
th

e 
co

nf
id

en
tia

lit
y 

of
 th

e 
in

fo
rm

at
io

n.
 

５
．

５
条
：

 
税

関
協

力
 

1.
 
 
国

内
法

の
許

容
す
る
範
囲
に
お
い
て
、
加
盟
国
税
関
当
局
は
、
物
品
の
原
産
地

に
関

連
し

て
、

以
下

に
関

し
て

情
報

提
供

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
相

互
に

支
援

す
る

こ
と

が
で

き
る

：
 

(a
) 
本

章
の

実
施
と
運
用
；

 
(b

) 
加

盟
国

間
の
物
の
移
動
；

 
(c

) 
調

査
と
明
白
な
税
関
違
反
の
防
止
：

 
(d

) 
税

関
の

ベ
ス

ト
プ

ラ
ク

テ
ィ

ス
お

よ
び

リ
ス

ク
マ

ネ
ー

ジ
メ

ン
ト

技

術
の

開
発
と
実
施

 
(e

) 
税

関
手
続
の
簡
素
化
と
円
滑
化
；

 
(f)

 技
術

技
能
と
技
術
の
使
用
の
促
進
；

 
(g

) 
関

税
評
価
協
定
の
適
用
；
 

お
よ
び

 
(h

) 
そ

の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
追
加
的
支
援
。

 
2.

  
 

 本
章

に
し

た
が
っ
て
、
別
の
加
盟
国
に
情
報
を
提
供
す
る
あ
る
加
盟
国
が
当

該
情

報
の

秘
密

保
持

を
指

定
し

た
場

合
、

情
報

提
供

を
受

け
る

加
盟

国
は

、
当

該
情

報
の

秘
密

保
持

を
維

持
す
る
べ
き
で
あ
る
。

 
A

rt
ic

le
 5

.6
: C

us
to

m
s 

Va
lu

at
io

n 
Th

e 
P

ar
tie

s 
sh

al
l 

de
te

rm
in

e 
th

e 
cu

st
om

s 
va

lu
e 

of
 g

oo
ds

 t
ra

de
d 

am
on

g 
th

em
 i

n 
ac

co
rd

an
ce

 w
ith

 t
he

 p
ro

vi
si

on
s 

of
 A

rti
cl

e 
V

II 
of

 G
A

TT
 

19
94

 a
nd

 th
e 

C
us

to
m

s 
V

al
ua

tio
n 

A
gr

ee
m

en
t.

５
．

６
条

：
 

関
税

評
価

 
加

盟
国

は
、

加
盟

国
間

で
貿

易
さ

れ
る

物
品

の
関

税
評

価
を

、
G

AT
T1

99
4

第
７

条
お

よ
び

関
税

評
価
協
定
の
規
定
に
従
っ
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。

 

A
rt

ic
le

 5
.7

: A
dv

an
ce

 R
ul

in
gs

 
５

．
７

条
：

 
事

前
教

示
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1.
  

  
E

ac
h 

P
ar

ty
, t

hr
ou

gh
 it

s 
cu

st
om

s 
ad

m
in

is
tra

tio
n,

 s
ha

ll 
pr

ov
id

e 
in

 
w

rit
in

g 
ad

va
nc

e 
ru

lin
gs

 in
 re

sp
ec

t o
f t

he
 ta

rif
f c

la
ss

ifi
ca

tio
n 

an
d 

or
ig

in
 o

f 
go

od
s 

an
d 

w
he

th
er

 a
 g

oo
d 

qu
al

ifi
es

 fo
r e

nt
ry

 fr
ee

 o
f c

us
to

m
s 

du
ty

 in
 

ac
co

rd
an

ce
 w

ith
 A

rti
cl

e 
3.

5 
(G

oo
ds

 R
e-

en
te

re
d 

A
fte

r R
ep

ai
r o

r A
lte

ra
tio

n)
 

(h
er

ei
na

fte
r r

ef
er

re
d 

to
 a

s 
“a

dv
an

ce
 ru

lin
gs

”),
 to

 a
 p

er
so

n 
de

sc
rib

ed
 in

 
Su

bp
ar

ag
ra

ph
 2

(a
). 

2.
  

 E
ac

h 
P

ar
ty

 s
ha

ll 
ad

op
t o

r m
ai

nt
ai

n 
pr

oc
ed

ur
es

 fo
r a

dv
an

ce
 ru

lin
gs

, 
w

hi
ch

 s
ha

ll:
 

(a
) p

ro
vi

de
 th

at
 a

n 
im

po
rte

r i
n 

its
 te

rri
to

ry
 o

r a
n 

ex
po

rte
r o

r p
ro

du
ce

r 
in

 th
e 

te
rri

to
ry

 o
f a

no
th

er
 P

ar
ty

 m
ay

 a
pp

ly
 fo

r a
n 

ad
va

nc
e 

ru
lin

g 
be

fo
re

 th
e 

im
po

rta
tio

n 
of

 g
oo

ds
 in

 q
ue

st
io

n;
 

 (b
) r

eq
ui

re
 th

at
 a

n 
ap

pl
ic

an
t f

or
 a

n 
ad

va
nc

e 
ru

lin
g 

pr
ov

id
e 

a 
de

ta
ile

d 
de

sc
rip

tio
n 

of
 th

e 
go

od
s 

an
d 

al
l r

el
ev

an
t i

nf
or

m
at

io
n 

ne
ed

ed
 to

 
is

su
e 

an
 a

dv
an

ce
 ru

lin
g;

 
(c

) p
ro

vi
de

 th
at

 it
s 

cu
st

om
s 

ad
m

in
is

tra
tio

n 
m

ay
, a

t a
ny

 ti
m

e 
du

rin
g 

th
e 

co
ur

se
 o

f i
ss

ui
ng

 a
n 

ad
va

nc
e 

ru
lin

g,
 re

qu
es

t t
ha

t t
he

 
ap

pl
ic

an
t p

ro
vi

de
 a

dd
iti

on
al

 in
fo

rm
at

io
n 

w
ith

in
 a

 s
pe

ci
fie

d 
pe

rio
d;

 (d
) p

ro
vi

de
 th

at
 a

ny
 a

dv
an

ce
 ru

lin
g 

be
 b

as
ed

 o
n 

th
e 

fa
ct

s 
an

d 
ci

rc
um

st
an

ce
s 

pr
es

en
te

d 
by

 th
e 

ap
pl

ic
an

t, 
an

d 
an

y 
ot

he
r r

el
ev

an
t 

in
fo

rm
at

io
n 

in
 th

e 
po

ss
es

si
on

 o
f t

he
 d

ec
is

io
n-

m
ak

er
; a

nd
 

(e
) p

ro
vi

de
 th

at
 a

n 
ad

va
nc

e 
ru

lin
g 

be
 is

su
ed

 to
 th

e 
ap

pl
ic

an
t 

ex
pe

di
tio

us
ly

, o
r i

n 
an

y 
ca

se
 w

ith
in

 6
0 

da
ys

 o
f t

he
 re

ce
ip

t o
f a

ll 
ne

ce
ss

ar
y 

in
fo

rm
at

io
n.

 
 3.

 A
 P

ar
ty

 m
ay

 re
je

ct
 re

qu
es

ts
 fo

r a
n 

ad
va

nc
e 

ru
lin

g 
w

he
re

 th
e 

ad
di

tio
na

l
In

fo
rm

at
io

n 
re

qu
es

te
d 

by
 it

 in
 a

cc
or

da
nc

e 
w

ith
 S

ub
pa

ra
gr

ap
h 

2(
c)

 is
 n

ot
 

pr
ov

id
ed

 w
ith

in
 a

 s
pe

ci
fie

d 
tim

e.
 

 4.
 S

ub
je

ct
 to

 P
ar

ag
ra

ph
 5

, e
ac

h 
P

ar
ty

 s
ha

ll 
ap

pl
y 

an
 a

dv
an

ce
 ru

lin
g 

to
 a

ll
im

po
rta

tio
ns

 o
f g

oo
ds

 d
es

cr
ib

ed
 in

 th
at

 ru
lin

g 
im

po
rte

d 
in

to
 it

s 
te

rr
ito

ry
 

w
ith

in
 3

 y
ea

rs
 o

f t
he

 d
at

e 
of

 th
at

 ru
lin

g,
 o

r s
uc

h 
ot

he
r p

er
io

d 
as

 re
qu

ire
d 

1.
 
 
 
各

加
盟

国
は
、
税
関
当
局
を
通
じ
て
、
文
書
で
、
関
税
分
類
及
び
物
品
の
原

産
地

、
並

び
に

、
あ

る
物

品
が

、
３

．
５

条
（

修
理

後
あ

る
い

は
取

替
え

後
の

物
品

の
再

輸
入

）
1 の

規
定

に
し
た
が
っ
て
無
関
税
で
輸
入
通
関
で
き
る
適
格
性
が
あ

る
か

に
否

か
関

す
る

規
則

の
解
釈
と
運
用
（
以
下
「
事
前
教
示
」
と
い
う
）
を
、
次
項

2(
a)

で
規

定
さ

れ
て

い
る

人
に
、
文
書
で
行
う
べ
き
で
あ
る
。

 
2.
 
 
 
各

加
盟

国
は

事
前
教
示
に
関
す
る
手
続
を
取
り
入
れ
る
、
又
は
維
持
す
べ
き

で
あ

り
、

事
前

教
示

制
度
と
は
；

 
(a

) 
自

国
領

域
内
の
輸
入
者
、
あ
る
い
は
他
の
加
盟
国
領
域
内
の
輸
出
者
ま

た
は

製
造
者
が
、
当
該
物
品
の
輸
入
前
に
事
前
教
示
手
続
を
申
請
で
き

る
；

 
(b

) 
事

前
教

示
の
申
請
者
は
当
該
物
品
に
つ
い
て
の
詳
細
な
説
明
書
、
及
び

事
前

教
示

を
開

示
す

る
の

に
必

要
と

さ
れ

る
全

て
の

関
連

情
報

を
提

供
す

る
こ
と
を
要
件
と
す
る
；

 
(c

)事
前

教
示

プ
ロ

セ
ス

の
中

で
い

つ
で

も
、

申
請

者
が

定
め

ら
れ

た
期

限

内
に

追
加
的
な
情
報
を
提
出
す
る
こ
と
を
、
税
関
当
局
は
求
め
る
こ
と

が
で

き
る
；

 
(d

) 
い

か
な

る
事

前
教

示
も

、
申

請
者

に
よ

っ
て

提
示

さ
れ

た
事

実
と

証

拠
、
及

び
事
前
教
示
内
容
の
決
定
者
の
所
有
す
る
他
の
い
か
な
る
関
連

情
報

に
基
づ
く
；
お
よ
び

 
 (e

) 
事

前
教
示
内
容
は
申
請
者
に
迅
速
に
通
知
さ
れ
る
か
、
ま
た
は

、
い
か

な
る

場
合
に
お
い
て
も
、
必
要
と
さ
れ
る
全
て
の
情
報
を
受
理
し
た
後

60
日

以
内
に
申
請
者
に
通
知
さ
れ
る
。

 
3.
サ

ブ
パ

ラ
グ

ラ
フ

2(
c)
項

に
し

た
が

っ
て

請
求

し
た

追
加

情
報

が
期

限
内

に
提

出

さ
れ

な
か

っ
た

場
合

、
加
盟
国
は
事
前
教
示
を
拒
否
し
て
よ
い
。

 
 4.

 パ
ラ

グ
ラ

フ
5
項

の
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
各
加
盟
国
は
、
事
前
教
示
の
日
か
ら

3
年

以
内

、
あ

る
い

は
当

該
加

盟
国

法
に

よ
っ

て
義

務
化

さ
れ

て
い

る
他

の
期

間
内

に
、

事
前

教
示

で
記

述
さ

れ
て

い
る

全
て

の
物

品
の

自
国

領
域

内
へ

の
輸

入
に

事
前

教
示

の
内

容
を

適
用

す
べ
き
で
あ
る
。

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

1  
P4

協
定

第
３
章
「
物
品
貿
易
（

Tr
ad

e 
in

 G
oo

ds
）
」

の
中

の
条

項
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by
 th

at
 P

ar
ty

's
 la

w
s.

 
5.

 A
 P

ar
ty

 m
ay

 m
od

ify
 o

r r
ev

ok
e 

an
 a

dv
an

ce
 ru

lin
g 

up
on

 a
 d

et
er

m
in

at
io

n 
th

at
 th

e 
ru

lin
g 

w
as

 b
as

ed
 o

n 
an

 e
rro

r o
f f

ac
t o

r l
aw

, t
he

 in
fo

rm
at

io
n 

pr
ov

id
ed

 is
 fa

ls
e 

or
 in

ac
cu

ra
te

, i
f t

he
re

 is
 a

 c
ha

ng
e 

in
 d

om
es

tic
 la

w
 

co
ns

is
te

nt
 w

ith
 th

is
 A

gr
ee

m
en

t, 
or

 th
er

e 
is

 a
 c

ha
ng

e 
in

 a
 m

at
er

ia
l f

ac
t, 

or
 

ci
rc

um
st

an
ce

s 
on

 w
hi

ch
 th

e 
ru

lin
g 

is
 b

as
ed

. 
 6.

 S
ub

je
ct

 to
 th

e 
co

nf
id

en
tia

lit
y 

re
qu

ire
m

en
ts

 o
f a

 P
ar

ty
’s

 d
om

es
tic

 la
w

, 
ea

ch
 P

ar
ty

 s
ha

ll 
pu

bl
is

h 
its

 a
dv

an
ce

 ru
lin

gs
. 

 7.
 W

he
re

 a
n 

im
po

rte
r c

la
im

s 
th

at
 th

e 
tre

at
m

en
t a

cc
or

de
d 

to
 a

n 
im

po
rte

d 
go

od
 s

ho
ul

d 
be

 g
ov

er
ne

d 
by

 a
n 

ad
va

nc
ed

 ru
lin

g,
 th

e 
cu

st
om

s 
ad

m
in

is
tra

tio
n 

m
ay

 e
va

lu
at

e 
w

he
th

er
 th

e 
fa

ct
s 

an
d 

ci
rc

um
st

an
ce

s 
of

 th
e 

im
po

rta
tio

n 
ar

e 
co

ns
is

te
nt

 w
ith

 th
e 

fa
ct

s 
an

d 
ci

rc
um

st
an

ce
s 

up
on

 w
hi

ch
 

an
 a

dv
an

ce
d 

ru
lin

g 
w

as
 b

as
ed

. 
8 

Th
e 

im
po

rti
ng

 P
ar

ty
 m

ay
 a

pp
ly

 m
ea

su
re

s 
as

 p
ro

vi
de

d 
in

 A
rti

cl
e 

5.
12

.

5.
 当

該
事

前
教

示
が

事
実
誤

認
や
誤
っ
た

法
に
基
づ
い

て
い
た
、
提

出
さ
れ
た

情
報

が
虚

偽
や

不
正

確
で

あ
っ

た
、

本
協

定
に

沿
っ

た
国

内
法

の
変

更
が

あ
っ

た
、

あ
る

い
は

、
事

前
教

示
が

根
拠

と
し

て
踏

ま
え

て
い

た
事

実
や

状
況

に
変

化
が

あ
っ

た
と

い
う

判
断

に
基

づ
い

て
、

加
盟

国
は

事
前

教
示

を
修

正
あ

る
い

は
廃

止
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 
6.
加

盟
国

の
国

内
法

の
情
報
保
護
要
件
に
し
た
が
っ
て
、
各
加
盟
国
は
事
前
教
示
を
公

表
す

べ
き

；
 

7.
輸

入
物

品
に

相
応

し
い

取
扱

が
事

前
教

示
に

よ
っ

て
運

用
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
と

輸
入

者
が

要
求

し
た

場
合

、
当

該
輸

入
に

係
る

事
実

と
状

況
が

、
事

前
教

示
の

根
拠

と
な

っ
た

事
実

・
根

拠
と
矛
盾
し
て
い
る
か
否
か
、
税
関
当
局
は
評
価
し
て
よ
い
。

 
  8.
輸

入
国

は
、

５
．

１
２
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
措
置
を
適
用
し
て
よ
い
。

 

A
rt

ic
le

 5
.8

: R
ev

ie
w

 a
nd

 A
pp

ea
l 

1.
 
 

 E
ac

h 
P

ar
ty

 s
ha

ll 
en

su
re

 th
at

 th
e 

im
po

rte
rs

 in
 it

s 
te

rr
ito

ry
 h

av
e 

ac
ce

ss
 to

: 
(a

) a
dm

in
is

tra
tiv

e 
re

vi
ew

 in
de

pe
nd

en
t o

f t
he

 o
ffi

ci
al

 o
r o

ffi
ce

 th
at

 
is

su
ed

 th
e 

de
te

rm
in

at
io

n 
su

bj
ec

t t
o 

re
vi

ew
; a

nd
  

(b
) j

ud
ic

ia
l r

ev
ie

w
 o

f t
he

 d
et

er
m

in
at

io
n 

ta
ke

n 
at

 th
e 

fin
al

 le
ve

l o
f 

ad
m

in
is

tra
tiv

e 
re

vi
ew

, i
n 

ac
co

rd
an

ce
 w

ith
 th

e 
P

ar
ty

's
 d

om
es

tic
 

la
w

. 
2.

  
 N

ot
ic

e 
of

 th
e 

de
ci

si
on

 o
n 

ap
pe

al
 s

ha
ll 

be
 g

iv
en

 to
 th

e 
ap

pe
lla

nt
 a

nd
 

th
e 

re
as

on
s 

fo
r s

uc
h 

de
ci

si
on

 s
ha

ll 
be

 p
ro

vi
de

d 
in

 w
rit

in
g.

 
3.

 
 

 
Th

e 
le

ve
l 

of
 

ad
m

in
is

tra
tiv

e 
re

vi
ew

 
m

ay
 

in
cl

ud
e 

an
y 

au
th

or
ity

 
su

pe
rv

is
in

g 
th

e 
cu

st
om

s 
ad

m
in

is
tra

tio
n.

 

５
．

８
条

：
 

審
査

と
不

服
申

し
立

て
 

1.
 

 
 

各
加

盟
国

は
自

国
の

輸
入

者
が

以
下

に
ア

ク
セ

ス
で

き
る

こ
と

を
確

保
す

べ
き

で
あ

る
：

 
(a

) 
審

査
に

従
っ

て
決

定
し

た
官

吏
ま

た
は

行
政

事
務

所
か

ら
独

立
し

た

行
政

審
査

；
お
よ
び

 
(b

) 
加

盟
国
の
国
内
法
に
準
拠
し
て
、
行
政
審
査
の
最
終
レ
ベ
ル
で
下
さ
れ

た
決

定
に

つ
い
て
の
法
的
審
査
。

 
2.
 

 
 

不
服

申
し

立
て

に
つ

い
て

の
決

定
の

通
知

は
申

立
者

に
与

え
ら

れ
る

べ
き

で
あ

り
、

か
か

る
決

定
の
理
由
は
文
書
で
提
供
さ
れ
る
べ
き
；

 
3.
 

 
 

行
政

審
査

の
レ

ベ
ル

は
税

関
当

局
を

監
督

す
る

い
か

な
る

政
府

機
関

を
含

ん
で

も
よ

い
。

 
 

A
rt

ic
le

 5
.9

: C
on

su
lta

tio
n 

Th
e 

cu
st

om
s 

ad
m

in
is

tra
tio

ns
 

of
 

th
e 

P
ar

tie
s 

w
ill

 
en

co
ur

ag
e 

co
ns

ul
ta

tio
n 

w
ith

 e
ac

h 
ot

he
r 

re
ga

rd
in

g 
si

gn
ifi

ca
nt

 c
us

to
m

s 
is

su
es

 t
ha

t 
af

fe
ct

 g
oo

ds
 tr

ad
ed

 a
m

on
g 

th
e 

P
ar

tie
s.

 

５
．

９
条

：
 

協
議

 
加

盟
国

の
税

関
当

局
は

、
加

盟
国

間
で

貿
易

さ
れ

る
物

品
に

影
響

を
及

ぼ

す
重

要
な

税
関

問
題

に
つ
い
て
相
互
に
協
議
を
促
進
す
る
。
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A
rt

ic
le

 5
.1

0:
 P

ap
er

le
ss

 T
ra

di
ng

 
1.

  
  

Th
e 

cu
st

om
s 

ad
m

in
is

tra
tio

ns
 s

ha
ll 

ea
ch

 e
nd

ea
vo

ur
 to

 p
ro

vi
de

 a
n 

el
ec

tro
ni

c 
en

vi
ro

nm
en

t t
ha

t s
up

po
rts

 b
us

in
es

s 
tra

ns
ac

tio
ns

 b
et

w
ee

n 
it 

an
d 

its
 tr

ad
in

g 
co

m
m

un
iti

es
. 

2.
  

 I
n 

im
pl

em
en

tin
g 

in
iti

at
iv

es
 t

ha
t 

pr
ov

id
e 

fo
r 

pa
pe

rle
ss

 t
ra

di
ng

, 
th

e 
cu

st
om

s 
ad

m
in

is
tra

tio
ns

 
of

 
th

e 
P

ar
tie

s 
sh

al
l 

ta
ke

 
in

to
 

ac
co

un
t 

th
e 

m
et

ho
ds

 d
ev

el
op

ed
 in

 A
P

E
C

 a
nd

 th
e 

W
or

ld
 C

us
to

m
s 

O
rg

an
is

at
io

n.
 

５
．

１
０

条
：

 
ペ

ー
パ

ー
レ

ス
貿

易
 

1.
 
 
 
税

関
当

局
は

、
貿
易
業
界
の
商
業
通
信
を
支
援
す
る
電
子
環
境
を
提
供
す
る

よ
う

努
力

す
べ

き
で

あ
る
。

 
 2.
 
 
 
ペ

ー
パ

ー
レ
ス
貿
易
を
提
供
す
る
取
組
を
実
施
す
る
に
際
し
て
、
加
盟
国
税

関
当

局
は

、
AP

EC
お

よ
び
世

界
税
関

機
構

に
お
い

て
開

発
さ
れ

た
方

法
を
考

慮
に

入
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
 

A
rt

ic
le

 5
.1

1:
 E

xp
re

ss
 C

on
si

gn
m

en
ts

 
E

ac
h 

P
ar

ty
 s

ha
ll 

en
su

re
 e

ffi
ci

en
t c

le
ar

an
ce

 o
f a

ll 
sh

ip
m

en
ts

, 
w

hi
le

 m
ai

nt
ai

ni
ng

 a
pp

ro
pr

ia
te

 c
on

tro
l a

nd
 c

us
to

m
s 

se
le

ct
io

n.
 In

 th
e 

ev
en

t 
th

at
 a

 P
ar

ty
's

 e
xi

st
in

g 
sy

st
em

 d
oe

s 
no

t e
ns

ur
e 

ef
fic

ie
nt

 c
le

ar
an

ce
, i

t 
sh

ou
ld

 a
do

pt
 p

ro
ce

du
re

s 
to

 e
xp

ed
ite

 e
xp

re
ss

 c
on

si
gn

m
en

ts
 to

: 
(a

) p
ro

vi
de

 fo
r p

re
-a

rri
va

l p
ro

ce
ss

in
g 

of
 in

fo
rm

at
io

n 
re

la
te

d 
to

 
ex

pr
es

s 
co

ns
ig

nm
en

ts
; 

 
(b

) 
pe

rm
it 

th
e 

su
bm

is
si

on
 o

f 
a 

si
ng

le
 d

oc
um

en
t 

co
ve

rin
g 

al
l 

go
od

s 
co

nt
ai

ne
d 

in
 a

 s
hi

pm
en

t 
tra

ns
po

rte
d 

by
 t

he
 e

xp
re

ss
 

sh
ip

m
en

t 
co

m
pa

ny
 t

hr
ou

gh
 e

le
ct

ro
ni

c 
m

ea
ns

 i
f 

po
ss

ib
le

; 
an

d 
(c

) m
in

im
is

e,
 to

 th
e 

ex
te

nt
 p

os
si

bl
e,

 th
e 

do
cu

m
en

ta
tio

n 
re

qu
ire

d 
fo

r t
he

 re
le

as
e 

of
 e

xp
re

ss
 c

on
si

gn
m

en
ts

. 

５
．

１
１
条

：
 

急
送

貨
物

 
各

加
盟

国
は

全
て

の
貨

物
に

つ
い

て
、

適
切

な
管

理
と

税
関

選
別

を
維

持

し
つ

つ
、

効
率

的
な

通
関

（
ク

リ
ア

ラ
ン

ス
）

を
確

保
す

る
べ

き
で

あ
る

。
加

盟
国

の
現

行
体

制
に

お
い

て
効

率
的

な
通

関
を

確
保

し
て

い
な

い
場

合
に

は
、

急
送

貨
物

を
迅

速
化

す
る

た
め

、
以
下
の
手
続
を
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
：

 
(a

) 
急

送
貨

物
に
関
連
す
る
到
着
前
情
報
処
理
を
提
供
す
る
こ
と
；

 
(b

) 
急

送
貨

物
業

者
に

よ
っ

て
輸

送
さ

れ
る

出
荷

に
含

ま
れ

て
い

る
全

て
の

物
品

を
カ

バ
ー

す
る

単
一

文
書

で
、

可
能

で
あ

れ
ば

電
子

的
方

法
を

通

じ
た

申
告
を
許
容
す
る
こ
と
；

  
お

よ
び

 
(c

) 
可

能
な

範
囲

で
、

急
送

貨
物

の
リ

リ
ー

ス
に

求
め

ら
れ

る
書

類
を

最
小

化
す

る
こ
と
。

 
 

A
rt

ic
le

 5
.1

2:
 P

en
al

tie
s 

E
ac

h 
P

ar
ty

 
sh

al
l 

ad
op

t 
or

 
m

ai
nt

ai
n 

m
ea

su
re

s 
th

at
 

pr
ov

id
e 

fo
r 

th
e 

im
po

si
tio

n 
of

 c
iv

il,
 c

rim
in

al
 o

r a
dm

in
is

tra
tiv

e 
pe

na
lti

es
, w

he
th

er
 s

ol
el

y 
or

 in
 

co
m

bi
na

tio
n,

 
fo

r 
vi

ol
at

io
ns

 
of

 
its

 
cu

st
om

s 
la

w
s 

co
ns

is
te

nt
 

w
ith

 
th

e 
pr

ov
is

io
ns

 o
f t

hi
s 

C
ha

pt
er

. 

５
．

１
２

条
：

 
罰

則
 

各
加

盟
国

は
、

本
章

の
規

定
と

矛
盾

し
な

い
加

盟
国

の
関

税
法

の
違

反
に

対
し

て
、

単
独

ま
た

は
組

み
合

わ
せ

に
よ

っ
て

、
民

事
、

刑
事

あ
る

い
は

行
政

罰
を

科
す

措
置

を
取

り
入

れ
る

か
維

持
す
べ
き
で
あ
る
。

 
 

A
rt

ic
le

 5
.1

3:
 R

is
k 

M
an

ag
em

en
t 

1.
  

  
 T

he
 P

ar
tie

s 
sh

al
l a

dm
in

is
te

r c
us

to
m

s 
pr

oc
ed

ur
es

 s
o 

as
 to

 
fa

ci
lit

at
e 

th
e 

cl
ea

ra
nc

e 
of

 lo
w

-r
is

k 
go

od
s 

an
d 

fo
cu

s 
on

 h
ig

h-
ris

k 
go

od
s.

 T
o 

en
ha

nc
e 

th
e 

flo
w

 o
f g

oo
ds

 a
cr

os
s 

th
ei

r b
or

de
rs

 th
e 

cu
st

om
s 

ad
m

in
is

tra
tio

ns
 s

ha
ll 

re
gu

la
rly

 re
vi

ew
 th

es
e 

pr
oc

ed
ur

es
. 

2.
  

  
  

W
he

re
 a

 c
us

to
m

s 
ad

m
in

is
tra

tio
n 

de
em

s 
th

at
 t

he
 i

ns
pe

ct
io

n 
of

 

５
．

１
３

条
：

 
リ

ス
ク

マ
ネ

ー
ジ

メ
ン

ト
 

 
1.
 
 
 
 

加
盟

国
は
、
ロ
ー
リ
ス
ク
貨
物
の
通
関
を
円
滑
化
し
ハ
イ
リ
ス
ク
貨
物
に

焦
点

を
あ

て
る

よ
う

税
関

手
続

を
運

用
す

べ
き

で
あ

る
。

国
境

を
跨

る
物

品
の

流
れ

を
促

進
す

る
た

め
、

税
関
当
局
は
定
期
的
に
そ
の
手
続
を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。
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go
od

s 
is

 n
ot

 n
ec

es
sa

ry
 to

 a
ut

ho
ris

e 
cl

ea
ra

nc
e 

of
 th

e 
go

od
s 

fro
m

 c
us

to
m

s 
co

nt
ro

l, 
th

e 
P

ar
ty

 s
ha

ll 
en

de
av

ou
r 

to
 p

ro
vi

de
 a

 s
in

gl
e 

po
in

t 
fo

r 
th

e 
do

cu
m

en
ta

ry
 o

r e
le

ct
ro

ni
c 

pr
oc

es
si

ng
 o

f a
ll 

im
po

rts
 a

nd
 e

xp
or

ts
. 

2.
 

 
 

 
物

品
の

通
関
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し

て
税

関
管

理
か
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解

放
す

る
の

に
貨

物
検

査
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必
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で
な

い
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税
関

当
局

が
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做
す

場
合

は
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加
盟

国
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全

て
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輸
出

入
に

関
し
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文
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あ
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い
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子
的

処
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。
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 p
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各
加

盟
国

は
、

最
大

限
可

能
な

範
囲

で
、

以
下

の
よ

う
に

貨
物

が
リ
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ス
さ

れ
る

よ
う

な
手

続
を
取
り
入
れ
る
、
ま
た
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す
べ
き
で
あ
る
。
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到

着
の

48
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間
以
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；
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よ
び
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倉
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あ
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い
は
そ
の
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へ
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到
着
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点
で
。
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人
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問

合
せ

先
を

指
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関
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。
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 c

om
pe

tit
iv

e 
po

si
tio

n 
of

 t
he

 p
er

so
n 

pr
ov

id
in

g 
th

e 
in

fo
rm

at
io

n.
 

５
．

１
６
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：

 
情

報
保

護
 

本
章

の
規

定
に

し
た

が
っ

た
情

報
開

示
に

よ
っ

て
以

下
の

よ
う

な
も

の
に

な
る

と
考

え
ら

れ
る

場
合

に
は

、
い

か
な

る
加

盟
国

に
対

し
て

も
秘

密
情

報
の

提
供

や
ア

ク
セ

ス
を

求
め

る
も
の
と
本
章
が
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
：

 
(a

) 
法

律
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
公
共
の
利
益
に
反
す
る
；

 
 (b

) 
個

人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
あ
る
い
は
金
銭
に
係
る
事
柄
お
よ
び
金
融
機

関
の

個
別
の
顧
客
の
口
座
内
容
の
保
護
に
限
ら
ず
、
当
該
加
盟
国
の
い

ず
れ

の
法
律
に
も
反
す
る

 
(c

) 
法

律
執
行
を
阻
害
す
る
；
 

ま
た
は

 
(d

) 
情

報
提
供
す
る
個
人
に
競
争
上
の
特
権
を
与
え
る
。

 
 

 
以
上
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＜貿易円滑化と税関手続等に関する研究会参考資料＞            2012 年６月６日 
平田義章 

 
 

アメリカの輸入簡易申告のテスト 
ACE Simplified Entry 

 
 CBP は輸入申告に簡素化手続を導入するためのテストを開始 しましたのでその概略を以下に

解説します 1)。 
 
１．概要 

この計画は NCAP (National Customs Automation Program) の新自動申告システム ACE 
(Automated Commercial Environment) によるテストであり、通常の輸入申告（Formal 
Consumption Entry）及び略式輸入申告（Informal Consumption Entry）の申告手続を簡素化す

る試みである。貨物が米国へ到着する前に申告し引渡しの早期化をはかることを意図する。テス

トは航空輸送から始める。 
 
２．テストへの参加者及び条件 
◍ 参加者は輸入者及び通関業者であり、ACE に登録し ACE により簡易申告（Simplified Entry）
と納税申告（ACE Entry Summary）ができること。 

◍ 申告は貨物が米国の到着港へ荷揚げのため到着する前何時でもできる。 
◍ なお、輸入者は C-TPAT のティア２以上の資格を有し、通関業者は C-TPAT の認証を受けて

いることがテストへの参加の条件となる。 
◍ 基本的な有税消費申告（Consumption Entries, Entry Type = 01 or 02）であること。 
◍ 分割船積ではないこと。 
◍ 揚げ荷港、申告港、到着港が同一でなければならない。 
◍ マニフェストの数量は引渡数量と一致しなければならない。  
◍ 通常申告に際しては単一取引ボンド（Single Transaction Bond）ではなく継続ボンド

（Continuous Bond）を使用しなければならない。 
◍ 当初は他法令に関係しない申告のみ受理する。 
◍ テストは第一段階として航空輸送から始めトラックと鉄道、海運はテストの後半に追加される。

テストは 2011 年 12 月 31 日に開始し約 2 年間継続する。 
◍ テストは当初 9 社に限定する。 
 
 なお、今回のテストにかかわる通関業者、輸入者と申告港は以下の通りである。 
通関業者：FedEx Trade Networks, Expeditors International, UPS, A.N. Delinger, 
          Kuhne +Nagel, Livingstone International, Janel Group of New York, Page &  

Jones, Inc., FH Kaysing.  
輸入者：  Nike, New Balance, Ford Motor Co., Boeing Co., L.L. Bean, Chrysler, GE  
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Energy 
申告港： シカゴ、アトランタ、インディアナポリス（エクスプレス） 
 
３．申告データ 
 引取申告（Customs Form 3461）に代わり輸入者又は通関業者は次の 12 のデータを簡易申告

データ（Simplified Entry Data Set）として CBP に申告する。 
(1) Importer of Record Number. 
(2) Buyer name and address. 
(3) Buyer Employer Identification Number (consignee number). 
(4) Seller name and address. 
(5) Manufacturer/supplier name and address 
(6) HTS 10-digit number 
(7) Country of origin 
(8) Bill of lading/house air waybill number.  
(9) Bill of lading issuer code.  
(10) Entry number. 
(11) Entry type. 
(12) Estimated shipment value.  
 航空輸送で行なわれる最初のテスト段階では、任意で、次の 3 項目のデータを申告する。 
(13) Ship to party name and address (optional). 
(14) Consolidator name and address (optional) 
(15) Container stuffing location (optional). 
 
注 
・現在の引取申告（CBP Form 3461）のデータ数は 27 項目。上記の(1) と(6) から(12) は現在

の引取申告の申告データと共通。データ項目 (2) から (5) と (13) から (15) は ISF (Importer 
Security Filing (19 CFR 149.3))の申告データと共通。    
 
４．申告の期限 
 貨物が米国の港へ荷揚げのため到着する前までに何時でも申告することができる（The 
Simplified Entry Data Set may be filed at any time prior to the arrival of the cargo in the 
United States port of arrival with the intent to unlade.）。 
 
５．簡易申告のベネフィット 
◍ 貨物のセキュリティ強化 
 CBP と業界はプロセスの前段階で重大な危険を認知し対処することができる。 
◍ 輸送コストの削減 
 ・データの申告を一回にすることにより輸入者と CBP の手続コストを削減する。 
 ・予知性の拡大； 輸入者は貨物到着の前にロジスティクスの効率手配ができる。 
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 ・貨物到着後に特別手続を必要とする“例外規定”を削減する。 
◍ 貨物引渡の迅速化 
 ・データの提出を早め貨物引渡しの決定を迅速化する。 
 
６．現行手続との比較 
 現在の引取申告（CBP Form 3461）の手続では、航空貨物は航空機が発地離陸後、海運貨物は

本船の到着 5 日前から申告（27 データ項目）できることになっている。今回の簡易手続の導入に

より商品が輸送機材により米国に到着する前までに 12 項目と任意の 3 項目のデータを CBP に申

告し、引取りの許可を受けることができる。それにより、輸入者は商品の早期引取りのベネフィ

ットを享受する。 
 これまでアメリカの輸入通関は、ボンド制度の導入により貨物の到着前の通関など引取を迅速

化する手続が実施されていたが、それらの手続はセキュリティプログラムである C-TPAT と関連

することなく別個に運営されてきた。しかし、今回の“貨物の到着前の引渡し”に関する簡易手

続の運営については C-TPAT の認証が条件となっている。ベネフィットは申告データ数の削減と

貨物の到着前に何時でも申告し引渡許可を受けることにある。 
 なお、納税申告はこの貨物引取りの簡易申告とは切り離し ACE による月極め支払いが行われる

こととなるが、今後はさらに進めて会社の経理処理に合わせて支払うことが可能になるという 2)。 
 
７．特例輸入申告との比較 
 わが国の特例輸入申告制度も貨物の到着前に申告し許可を受け貨物の引き取り後に納税申告を

行うことを可能とするとされていることから、アメリカの簡易申告の条件と同じである。ただし、

アメリカの引取申告のデータ項目が従来の 27 項目から 12+3 項目に削減されたこと、継続ボンド

が必要とされているため延納担保は不要であること、さらに、輸入者にはセキュリティ施策

C-TPAT のティア 2 以上の資格を保有している（通関業者は C-TPAT の認証を受けている）こと

が簡易申告制度利用の要件とされていることから、アメリカの簡易申告制度は、税関手続円滑化

とセキュリティの強化を両立させる新たな試みといえよう。 
 わが国の特例輸入の引取申告に必要とされるデータ数は 40 項目であるが、日本版 24 時間ルー

ルの施行に関連し引取申告のデータ項目の削減が可能になれば特例輸入申告制度の利用拡大が期

待できる。そして、CY における保税搬入原則やデータの伝達方法などの見直しが行われ、通関手

続の迅速化が実現すれば、さらに大きなリードタイムの短縮化が期待される。 
 
注 
1) National Customs Automation Program Test Concerning Automated Commercial Environment (ACE) 

Simplified Entry, Federal Register Vol. 76, No. 217 / Wednesday, November 9, 2011 / Notices.  

Simplified Entry, U.S. Customs and Border Protection, May, 2012.    

2) CBP makes headway on simplified entry, American Shipper, 9/29/2011.  
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較
メ

モ
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税
関

ボ
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連
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リ
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・
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国
貿
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れ
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。
 

・
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国
貨
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つ
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一
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搬
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手
続

は
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し

よ
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る
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搬
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。
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収
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係
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ラ
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ア
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あ
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と
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条
件

と
し

て
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改
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き
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い
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。

 
・

貨
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を
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税
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域
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搬
入

す
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こ
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な
く

輸
出

申
告

を
行

い
輸

出
の

許
可

を
受

け
る

こ
と

を
可

能
と

す
る

特
定

輸
出

申
告

制
度

が
導

入
さ

れ
た

。
な

お
、

一
般

輸
出

者
も

平

成
23

年
度
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関

税
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改
正

に
よ

り
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税
地

域
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申

告
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き
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搬
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取
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入
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度
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特
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輸
入

申
告

制
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入
さ

れ
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。
 

（
「
関

税
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研
究

会
と

り
ま

と
め
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平

成
18

年
6
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よ
り

抜
粋

。
）
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国
に

お
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手
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物
到

着
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引
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引
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を
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引
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申

告
（

En
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れ
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か
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あ
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ば
複
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引
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申
告

を
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件
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納
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申
告
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と
め

る
こ

と
が

可
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と
な

っ
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い
る
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関
税

法
研

究
会

と
り

ま

と
め

」
）
。

 
・
米

国
で

は
、
輸

出
手

続
は

商
務

省
の

管
轄

下
に

あ
り

AE
S（

Au
to

m
at

ed
 E

xp
or

t 
Sy

st
em

）
の

強
制

適
用

に
よ

り
全

米
で

一
元

管
理

さ
れ

て
い

る
。

申
告

時
間

、
場

所

の
規

制
は

行
わ

れ
て

い
な

い
。

 
・
な

お
、

EU
に

お
け

る
輸

入
通

関
手

続
は

、
原

則
と

し
て

、
わ

が
国

と
同

様
、
貨

物

の
引

取
申

告
と

納
税

申
告

が
同

時
に

な
さ

れ
る

。
た

だ
し

、
コ

ン
プ

ラ
イ

ア
ン

ス
の

優

れ
た

者
に

は
簡

易
申

告
制

度
（

Si
m

pl
ifi

ed
 P

ro
ce

du
re
）
が

認
め

ら
れ

て
お

り
、
複

数
の

引
取

申
告

（
Si

m
pl

ifi
ed

 D
ec

la
ra

tio
n）

を
 1

回
の

納
税

申
告

（
Su

pp
le

m
en

ta
ry

 D
ec

la
ra

tio
n）

に
ま

と
め

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
（
「

関
税

法

研
究

会
と

り
ま

と
め

」
）
。

 

ボ
ン
ド
制
度

 
ボ

ン
ド

制
度

は
導

入
さ

れ
て

い
な

い
。

 
関

税
は

清
算

後
確

定
す

る
た

め
ボ

ン
ド

制
度

を
導

入
し

関
税

収
入

を
確

保
し

て
い

る
。

ボ
ン

ド
は

関
税

の
支

払
い

を
保

証
す

る
の

み
な

ら
ず

税
関

手
続

を
保

証
す

る
。
す

な
わ

ち
、
ボ

ン
ド
に

よ
る

保
証

を
条

件
と

し
て

貨
物

の
到

着
前

申
告

と
許

可
、
貨

物
の

輸
入

許
可

前
の

条
件

付
引

渡
し

な
ど

が
可

能
と

な
る

。
そ

の
他

、
保

税
運

送
、

IS
F

（
Im

po
rt

er
 S

ec
ur

ity
 F

ili
ng

：
輸

入
者

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

申
告

）
を

含
め

税
関

が
か

か
わ

る
す

べ
て

の
行

為
を

ボ
ン

ド
に

よ
り

保
証

さ
せ

て
い

る
。
ボ

ン
ド

は
税

関
を

保
護

す
る

た
め

の
制

度
で

あ
る

が
、
費

用
は

輸
入

者
が

負
担

す
る

。
輸

入
者

は
税

関
の

行
為

を
保

証
す

る
こ

と
に

よ
り

手
続

簡
素

化
の

ベ
ネ

フ
ィ

ッ
ト

を
享

受
で

き
る

。
 

ボ
ン
ド
の
コ
ス

ト
 

 
全

米
の

港
で

の
輸

入
申

告
を

カ
バ

ー
す

る
継

続
ボ

ン
ド

の
金

額
は

過
去

12
カ

月
間

に

支
払

っ
た

関
税

、
税

金
、

料
金

の
10

％
。

ボ
ン

ド
の

料
金

は
ボ

ン
ド

金
額

の
1,

00
0

ド
ル

当
た

り
5.

50
ド

ル
程

度
、

あ
る

い
は

そ
れ

以
下

で
あ

る
。

 

関
税
、
税
金
の

納
期

限
・

関
税

等
の

納
付

に
つ

い
て

は
、

税
額

に
相

当
す

る
担

保
の

提
供

を
条

件
と

し
て

関
税

・
関

税
は

引
取

申
告

の
許

可
後

10
日

以
内

に
支

払
う

。
支

払
い

は
チ

ェ
ッ

ク
か

AC
H
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延
長

 
等

の
納

付
を

猶
予

す
る

納
期

限
延

長
制

度
（

個
別

延
長

方
式

、
包

括
延

長
方

式
、

特
例

延
長

方
式

）
が

あ
る

。
個

別
延

長
、

包
括

延
長

の
期

限
は

そ
れ

ぞ
れ

3
カ

月
、

特
例

延

長
は

2
カ

月
。

 
・
特

例
輸

入
申

告
の

場
合

、「
保

全
担

保
」
の

提
供

は
不

要
で

あ
る

が
、
特

定
の

条
件

に

合
致

す
る

場
合

は
必

要
と

な
る

。
そ

の
際

、
担

保
の

額
は

特
例

申
告

に
よ

り
納

付
し

た

関
税

等
の

合
計

額
が

最
も

多
い

月
の

合
計

額
、

提
供

期
間

は
原

則
と

し
て

Ⅰ
年

間
。

 
・

特
例

委
託

輸
入

申
告

の
場

合
、

保
全

担
保

は
必

要
で

あ
る

。
 

・
当

該
納

税
額

に
相

当
す

る
額

の
担

保
は

通
例

銀
行

保
証

に
よ

る
。

銀
行

保
証

手
数

料

は
、

一
般

的
に

は
年

率
0.

45
％

か
ら

1.
05

％
の

程
度

の
範

囲
、

さ
ら

に
低

い
場

合
が

あ

る
。

 
・

輸
入

許
可

前
の

貨
物

引
取

り
制

度
の

場
合

の
担

保
は

通
常

は
銀

行
保

証
で

「
申

告
税

額
の

10
％

増
し

の
額

」
と

な
る

（
関

税
関

係
基

本
通

達
73

－
3－

3）
。

た
だ

し
、

担
保

免
除

の
可

能
性

は
あ

る
。

 

(A
ut

om
at

ed
 C

le
ar

in
gh

ou
se
：
銀

行
振

込
）

に
よ

る
。

 
・

継
続

ボ
ン

ド
の

条
件

で
AC

E
に

よ
る

引
取

許
可

の
翌

月
15

日
締

め
の

月
極

め
支

払
い

が
で

き
る

。
担

保
は

不
要

。
 

上
記

以
外

の
関

税
等

に
か

か
わ

る
延

納
制

度
は

な
い

。
 

申
告
手
続
の
簡

素
化

 
・
海

運
の

オ
ペ

レ
ー

シ
ョ

ン
を

み
る

と
、

AE
O

輸
入

者
は

貨
物

の
到

着
前

の
通

関
（

申

告
・

許
可

）
が

で
き

る
。

し
か

し
、

一
般

輸
入

者
は

貨
物

が
保

税
地

域
へ

搬
入

さ
れ

な

け
れ

ば
申

告
が

で
き

な
い

。
CY

に
お

け
る

作
業

は
AE

O
、
非

AE
O

に
か

か
わ

ら
ず

一

括
し

て
行

わ
れ

る
た

め
、

AE
O

輸
入

者
は

貨
物

到
着

前
に

許
可

を
受

け
た

と
し

て
も

必

ず
し

も
早

期
引

取
り

が
で

き
る

と
は

限
ら

な
い

。
保

税
搬

入
原

則
を

廃
止

し
す

べ
て

の

貨
物

を
到

着
前

に
申

告
し

許
可

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

と
す

れ
ば

リ
ー

ド
タ

イ
ム

の

短
縮

が
可

能
と

な
る

。
な

お
、
主

要
国

際
空

港
で

は
税

関
は

24
時

間
稼

働
し

て
い

る
が

、

主
要

港
湾

で
は

24
時

間
稼

働
で

は
な

い
。

24
時

間
稼

働
に

よ
り

港
湾

内
作

業
の

迅
速

化
が

期
待

で
き

る
。

 

・
特

別
配

達
許

可
（

Sp
ec

ia
l D

el
iv

er
y 

Pe
rm

it）
に

よ
り

す
べ

て
の

貨
物

は
到

着
す

る
前

に
申

告
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

ID
（

Im
m

ed
ia

te
 D

el
iv

er
y）

）
。

保
税

地
域

へ

搬
入

後
申

告
す

る
必

要
は

な
い

。
 

・
い

ま
CB

P（
米

国
税

関
）
は

民
間

の
協

力
を

得
Si

m
pl

ifi
ed

 E
nt

ry
（

簡
易

申
告

）

の
テ

ス
ト

を
実

施
し

て
い

る
。
申

告
デ

ー
タ

は
12

+任
意

の
3
項

目
。
デ

ー
タ

項
目

の

う
ち

8
項

目
が

引
取

申
告

と
共

通
、

7
項

目
が

IS
F 

と
共

通
。

条
件

と
し

て
、

輸
入

者
は

C-
TP

AT
の

資
格

テ
イ

ア
２

以
上

、
継

続
ボ

ン
ド

の
所

持
者

で
あ

る
こ

と
、
通

関

業
者

は
C-

TP
AT

の
認

証
者

で
あ

る
こ

と
で

あ
る

。
こ

こ
で

税
関

手
続

簡
素

化
と

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

の
要

件
が

連
結

す
る

こ
と

と
な

る
。

  

非
居
住
者
に
よ

る
通

関
国

際
ビ

ジ
ネ

ス
の

拡
大

に
よ

り
イ

ン
コ

タ
ー

ム
ズ

の
EX

W
や

D
D

P
な

ど
の

条
件
に

よ

る
取

引
が

海
外

で
は

増
加

し
て

い
る

。
わ

が
国

で
も

非
居

住
者

が
わ

が
国

で
輸

入
者

と

な
り

わ
が

国
で

在
庫

管
理

な
ど

を
直

接
行

う
VM

I（
Ve

nd
or

 M
an

ag
ed

 In
ve

nt
or

y）
な

ど
に

対
処

す
る

た
め

「
税

関
事

務
管

理
人

」
（

関
税

法
第

95
条

）
の

制
度

が
制

定
さ

れ
た

が
、

必
ず

し
も

利
用

さ
れ

て
い

な
い

。
国

税
通

則
法

基
本

通
達

第
11

7
条

第
2
項

に
は

納
税

管
理

人
の

業
務

範
囲

と
し

て
(3

)国
税

の
納

付
及

び
還

付
金

等
の

受
領

が
定

め

ら
れ

て
い

る
が

、
非

居
住

輸
入

者
に

代
わ

り
関

税
等

の
支

払
義

務
を

有
す

る
か

明
確

で

は
な

い
。

通
関

業
者

は
非

居
住

輸
入

者
か

ら
委

任
状

を
取

得
し

て
お

れ
ば

関
税

や
税

金

の
支

払
義

務
は

な
い

と
解

釈
さ

れ
る

。
し

か
し

、
非

居
住

輸
入

者
に

よ
る

関
税

等
の

支

払
い

が
不

能
に

な
っ

た
場

合
、

関
税

等
の

非
居

住
輸

入
者

に
よ

る
支

払
い

の
保

証
が

明

わ
が

国
の

メ
ー

カ
ー

な
ど

の
輸

出
者

が
ア

メ
リ

カ
で

現
地

事
務

所
を

設
立

す
る

こ
と

な
く

非
居

住
者

の
ま

ま
ア

メ
リ

カ
で

輸
入

者
と

な
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

（
19

 C
FR

 
14

1.
18

）
。
法

定
代

理
人

を
選

定
し

、
シ

ュ
ア

テ
ィ

（
ボ

ン
ド

会
社

）
と

継
続

ボ
ン

ド

を
契

約
し

、
通

関
業

者
に

委
任

状
を

渡
せ

ば
ビ

ジ
ネ

ス
が

開
始

で
き

る
。
ア

メ
リ

カ
で

は
EX

W
や

D
D

P
の

取
引

が
多

く
、

輸
出

入
と

も
フ

ォ
ワ

ー
ダ

ー
や

通
関

業
者

に
業

務
を

委
任

し
非

居
住

者
と

し
て

輸
出

入
手

続
を

行
う

こ
と

に
問

題
は

な
い

。
わ

が
国

に

比
較

し
VM

Iの
運

営
は

容
易

で
あ

る
。
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確
で

は
な

い
。

一
方

、
わ

が
国

で
は

未
だ

に
FO

B
や

CI
F
条

件
が

多
く

、
内

陸
地

点

を
起

点
と

す
る

取
引

が
一

般
化

さ
れ

て
い

な
い

。
 

許
可
前
引
取
の

条
件

 
事

例
と

し
て

、
分

割
船

積
の

最
初

の
船

積
分

は
許

可
前

引
取

し
、

最
終

的
に

貨
物

が
そ

ろ
っ

た
時

点
で

輸
入

（
納

税
）

申
告

を
す

る
、

又
は

「
原

産
地

証
明

証
の

提
出

猶
予

」

の
承

認
を

受
け

た
場

合
、

な
ど

。
し

か
し

、
当

BP
 (B

ef
or

e 
Pe

rm
it)

の
制

度
は

一
般

化
さ

れ
て

い
る

わ
け

で
は

な
い

。
  

す
べ

て
の

輸
入

貨
物

は
ボ

ン
ド

に
よ

り
保

証
さ

れ
て

い
る

の
で

、
ID

 (I
m

m
ed

ia
te

 
D

el
iv

er
) 
に
よ
り

貨
物

を
直

ち
に

引
き

取
り

、
10

日
後

に
関

税
を

支
払

う
。
こ

の
ID

の
制

度
は

特
例

貨
物

に
対

し
て

で
は

な
く

す
べ

て
の

貨
物

に
適

用
さ

れ
る

。
関

税
等

納

税
前

の
引

取
り

許
可

で
あ

る
。

 

関
税
の
貨
物
引

渡
し

後

の
追
徴

 
「

輸
入

事
後

調
査

」
に

よ
り

輸
入

を
許

可
し

た
貨

物
に

つ
い

て
調

査
を

し
、

調
査

の
結

果
、

関
税

等
の

追
徴

が
あ

る
と

き
、

し
か

し
、

輸
入

者
が

倒
産

し
た

場
合

、
追

徴
関

税

な
ど

は
回

収
で

き
な

い
。

 

貨
物

の
引

取
り

時
に

支
払

う
関

税
は

予
想

関
税

で
あ

り
、
納

税
申

告
後

1
年

以
内

に
清

算
（

Li
qu

id
at

io
n）

さ
れ

関
税

が
確

定
す

る
。

関
税

が
追

徴
さ

れ
る

が
輸

入
者

が
倒

産
の

場
合

は
シ

ュ
ア

テ
ィ

（
保

険
会

社
）

が
支

払
う

。
 

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ

施
策

と

の
関
連

 
わ

が
国

も
輸

入
貨

物
に

つ
い

て
24

時
間

ル
ー

ル
を

導
入

す
る

こ
と

と
な

る
。
輸

入
貨

物

の
情

報
が

事
前

に
入

手
さ

れ
る

な
か

で
「

貨
物
そ

の
も

の
を

関
税

の
担

保
と

し
て

捉
え

、

国
内

の
輸

入
貨

物
の

引
取

は
、

原
則

と
し

て
関

税
納

付
が

確
認

さ
れ

た
後

に
初

め
て

認

め
ら

れ
る

。
」

と
す

る
制

度
を

見
直

す
必

要
は

な
い

か
。

 

ア
メ

リ
カ

は
テ

ロ
対

策
と

し
て

官
民

共
同

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

C-
TP

AT
に

加
え

24
時

間

ル
ー

ル
や

10
+2

な
ど

、
特

に
外

国
か

ら
の

コ
ン

テ
ナ

に
よ

る
輸

入
に

焦
点

を
あ

て
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
の

強
化

を
は

か
っ

て
き

た
。
貨

物
の

到
着

後
の

管
理

で
は

な
く

、
タ

ー
ゲ

ッ
ト

は
貨

物
情

報
の

早
期

入
手

で
あ

る
。
ボ

ン
ド

制
度

は
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
情

報
の

入
手

に
関

連
す

る
。

 

ま
と
め

 
い

ま
、
国

際
市

場
で

は
2
国

間
の

FT
A、

EP
A、

さ
ら

に
地

域
内

の
貿

易
自

由
化

が
進

め
ら

れ
て

い
る

。
参

考
ま

で
に

、
以

下
の

各
項

目
が

そ
れ

ぞ
れ

1％
改

善
さ

れ
た

場
合

に
、

貿
易

量
に

与
え

る
影

響
を

相
対

的
に

示
す

と
、
関

税
削

減
に

よ
る

貿
易

創
出

効
果

が
40

％
と

最
も

大
き

い
が

、
港

湾
イ

ン
フ

ラ
の

効
率

化
（

29
％

）
、
通

関
手

続
の

透
明

化
（

10
％

）
、

通
関

手
続

の
簡

素
化

・
迅

速
化

（
17

％
）

と
い

っ
た

貿
易

円
滑

化
措

置
の

改
善

の
合

計
は

56
％

と
関

税
削

減
の

効
果

を
し

の
ぐ

（
通

商
白

書
20

06
、

17
7～

17
8
頁

）
。

 
・
そ
の

よ
う

な
背

景
の

も
と

で
、
わ

が
国

の
輸

出
入

通
関

手
続

に
お

い
て

は
AE

O
制

度
の

導
入

に
と

も
な

い
手

続
の

改
善

に
か

か
わ

る
法

改
正

が
行

わ
れ

て
き

た
。
し

か
し

、
こ

こ
で

さ
ら

な
る

効
率

化
を

実
現

す
る

た
め

ア
メ

リ
カ

の
輸

入
通

関
手

続
に

使
用

さ
れ

て
い

る
「

ボ
ン

ド
制
度

」
を

わ
が

国
の

輸
入

通
関

手
続

へ
導

入
す

る
こ

と
が

可
能

か
、

そ
し

て
、

そ
の

効
果

に
つ

い
て

検
討

し
た

い
。

 
・

ア
メ

リ
カ

の
ボ

ン
ド

は
関

税
収

入
を

確
保

し
、

税
関

が
定

め
た

手
続

の
実

施
を

保
証

す
る

も
の

で
あ

る
。

コ
ス

ト
は

輸
入

者
の

負
担

と
な

る
が

規
則

の
遵

守
を

担
保

す
る

こ
と

に
よ

り
貨

物
が

到
着

す
る

前
の

引
渡

許
可

、
条

件
付

の
引

渡
し

な
ど

が
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能
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な
る

。
目

下
テ

ス
ト

中
の
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E
簡

易
輸

入
申

告
は

、
C-
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の
資

格
と

継
続

ボ
ン

ド
の

取
決

め

を
条

件
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し
て

、
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F
に

定
め

ら
れ

た
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
デ

ー
タ

を
共

通
の

申
告

デ
ー

タ
と

し
少

数
の

デ
ー
タ

項
目
（

12
項

目
＋

任
意

3
項

目
）
の

申
告

に
よ

り
到

着
前

に
引

取
許

可
を

与
え

る
こ

と
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し
て

い
る

。
 

・
関
連

し
て

、
日
本

版
24

時
間

ル
ー

ル
の

導
入

に
あ

わ
せ

特
例

輸
入

申
告

な
ら

び
に

特
例

委
託

輸
入

申
告

の
さ

ら
な

る
改

善
が

望
ま

れ
る

。
ま

た
、
輸

出
申

告
に

つ
い

て
は

、
ア

メ
リ

カ
で

は
船

積
後

申
告

、
EU

で
は

船
積

時
に

少
数

項
目

の
申

告
、
船

積
後

に
詳

細
申

告
を

す
る

制
度
が

あ
り

利
用

さ
れ

て
い

る
が

、
わ

が
国

で
も

同
様

な
制

度
の

導
入

が
望

ま

れ
る

。
 

・
ち
な

み
に

、
EU

に
お

け
る

AE
O

資
格

の
20

12
年

4
月

現
在

の
取

得
状

況
を

み
る

と
、
税

関
手

続
簡

素
化

の
AE

O
 （
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O

C）
が

4,
41

9
者

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
の
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O（
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O

S）
が

26
7
者

、
税

関
手

続
簡

素
化

と
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
双

方
の
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O

F）
は

4,
81

9
者

と
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い
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。
や

は
り

大
勢

は
税

関
手

続
簡

素
化

の
方

向
に

向
か

っ
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い
る

。
わ

が

国
の

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

環
境

は
ア

メ
リ

カ
な

ど
と

は
異

な
る

。
他

国
の

制
度

も
参

考
の

う
え

わ
が

国
と

し
て
さ

ら
に

効
率

的
な

手
続

と
オ

ペ
レ

ー
シ

ョ
ン

の
改

革
が

望
ま
れ

る
。

 
出
所
：
関
連
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令
他

よ
り

平
田

義
章

作
成

。
 

−106−

貿易の円滑化と税関手続等に関する研究会 報告書



 

＜貿易円滑化と税関手続等に関する研究会参考資料＞           2012 年 5 月 18 日 
平田義章 

 
アメリカのボンド制度について 

（CFR Title 19: Customs Duties Part 113 Customs Bond） 
 
 アメリカのボンド制度につき以下に要旨を列記しますので研究会での参考資料としてご検討い

ただければ幸いです。なお、税関ボンドについての CFR（米国連邦規則）の一部を邦訳し添付し

ますのでご参照ください。 
 
§ 113.1  セキュリティ（保安措置）又はボンドの設定を必要とする権限（Authority to require 
security or execution of bond.） 
 関税局長官は税関長に関税を確保し又は該当する法律、規則または指令を遵守するためボンド

又はその他の保全処置を必要とする権限を与える。 
 
§ 113.11  ボンドの承認（Bond approval.） 
 税関の職務を保全するためボンドを設定する者は税関書式 301 によりボンドを提出しなければ

ならない。税関手続が特定の一港で行なわれる場合は、当該港の税関長へ申請し承認を受ける。

業務が複数の港にまたがる場合は、いずれかの港の税関長へ申請し承認を受けることができる。

特定の活動に対し一継続ボンドのみが各主体者（輸入者）に対して承認される。税関長はボンド

が書式上適正であり当該取引（手続）に対して充分なセキュリティを提供しているかを確認する。

ドローバック（関税払戻し）ボンドはドローバック事務所の承認を受ける。 
 
注： 
・主体者（Principal）は輸入者（非居住輸入者を含む）。 
・シュアティは税関が承認した保険会社。 
・税関は受益者となる。 
 
§ 113.12 ボンドの申請（Bond application.） 
(a) シングル・エントリィボンド（Single entry bond application） 
 関税の回収を確保するため税関長は商品の輸入手続にかかわる者に対して手紙形式でボンドの

申請を要求する。申請書には価額、商品の材質を記載しなければならない。充分な金額のボンド

が納税申告書（Entry Summary）や申告書とともに提出されるか又は申告の際納税申告書が提出

される場合はボンドの申請は必要ない。 
(b) 継続ボンド（Continuous bond application） 
 輸入又は保税倉庫の運営に関して複数の手続を行う場合は、手紙形式でボンドの申請書を税関

長に提出しなければならない。 
(1) 必要な情報 
(i) 輸入する商品の概要 
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(ii) 申請時の前歴年に輸入者により輸入されたすべての商品に課税された通常の関税（関税とみ

なされる税金を含む）の総額、及び税関により徴収される商品に対するその他の税金の予想額。 
申請の前年度に輸入がなかった場合は本年度の予想関税及び税額の見積書を提出しなければな

らない。 
        
§ 113.13 ボンドの額（Amount of bond） 
(a) ボンドの最低金額 
 税関ボンドは 100 ドルを下回ってはならない。 
(b) ボンド額決定のガイドライン 
ボンドの金額が十分であるかの決定に際して税関長又はドローバック事務所は以下を考慮しな

ければならない： 
(1) 輸入者が税関手続に関し関税、税金および諸掛を期限内に支払った記録； 
(2) 輸入者が税関の要求にしたがって貨物を回収した記録、未検査貨物をそのままインタクトで

保管する義務、その他税関及び関連法規の施行にかかわる要件遵守の記録； 
(3) 保全すべき手続に関与する商品の価格と性質； 
(4) 手続に関し税関が行使する監督の程度と種類； 
(5) 輸入者の損害賠償額の支払いを含むボンド条件の遵守の記録； 
(6) ボンドの申請書に含まれている追加情報。 
 
注： 
１．ボンドの設定額 
(a) シングル・エントリィボンド 
(1) 商品価格（FOB 又は課税価格）＋関税＋料金、1,000 ドル単位に切り上げ。 
(2) 他法令貨物など規制品目の場合は、商品価格 x 3。 
(b) 継続ボンド 
(1) 前歴年に支払った関税、税金、料金の 10％。又は今後 12 ヵ月間の関税、税金、料金の 10％。 
(2) 前年度に支払いがない場合は本歴年に支払うべきすべての関税、税金、料金の 10％。 
(3) ボンドの最低金額は 50,000 ドル。 
 
２．ボンドの料金 
(a) シングル・エントリィボンド 
(1) 最低料金は 27.00 ドル。 
(2) ボンド金額の 1,000.00 ドルあたり 3.00 ドル。 
(b) 継続ボンド 
(1) 最低料金は年間 350.00 ドル（50,000 ドルの最低ボンドに対して）。 
(2) ボンド金額の 1,000.00 ドルあたり 5.50 ドル。 
・シュアティには財務報告書の提出が必要。 
・シュアティは税関の認可が必要。 
・CBP によるボンドの承認は 10 日程度を要する。 
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・ボンドの料金はシュアティにより異なる。上記は一例。 
 
§ 113.62 基本的な輸入とエントリィボンドの条件（Basic importation and entry bond 
conditions） 
(a) 関税、税金と諸掛を支払う合意。 
(b) エントリィ作成についての合意。 
(c) 書類と証拠の提出についての合意。 
(d) 商品を回収する合意。 
(e) 入国の規定違反を改正する合意。 
(f) 商品検査の合意。 
(g) 合衆国の弁償と免責。 
(h) 免税申告又は蔵出申告についての合意。  
(i) 空港のセキュリティ地域に適用する税関規則を遵守する合意。 
(j) 輸入者は本章の 149 節に定めた規則に規定された方法と期限に基づきセキュリティの申告情

報を CBP に提供するすべての輸入者のセキュリティ申告（ISF）の要件を遵守することに合意

する。 
(k) 電子申告および事前貨物情報の申告遵守についての合意。 
(1) ソフトウッド木材の輸出許可証の発行と輸出料金の徴収にかかわる合意。 
(m) 不履行の結果。  
 

アメリカのボンド制度についての考え方 
 アメリカは輸入通関に対して厳格な保税管理を実行している。原則として貨物を保税地域に搬

入しない限り申告は受理されない。保税地域でない荷主やフォワーダーの施設で輸入通関を行う

ことはできない。しかしながら、ボンド制度の導入により貨物の到着前の通関が行われ、書類の

事後提出により手続が迅速化し、引取申告と納税申告が分離され関税の後納が可能となる。厳密

な担保を提供する必要はない。セキュリティ関連手続にもボンドが適用される。わが国の輸出者

がアメリカで現地会社を設立しなくても非居住輸入者としてアメリカで輸入通関ができる。ボン

ドは AEO など特定の輸入者にのみ適用される制度ではなくすべての輸入者に強制適用される制

度である。 
 わが国では、一般輸入者には保税搬入原則が適用され、非居住者による VMI も通関業者に過重

な責任を負わすことになり実現していない。AEO にもセキュリティの強化が厳しく要求されてい

る。 
 ただし、アメリカのボンドは輸入者を保護するのではなく米国政府を保護するための制度であ

る。輸入者の責務を軽減さすものではない。シュアティも輸入者と同様の義務と責任を負う。輸

入者がボンドの条件に従わなければシュアティが代行することとなる。 
 ここでアメリカのボンド制度を改めて認識しわが国へのボンド制度の導入を検討すべきと考え

る。 
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2012 年 5 月 21 日 
 

米国 Surety Bond と日本の税関担保 メモ 
 

日本機械輸出組合 橋本 
 
１．米国ボンド：税関手続を保全することが基本目的  

関税等納付に加え、法令遵守等カバレッジが広い。 
申告 関税納付 関税確定 清算 この期間が長い 

 
２．税関担保 ：関税等（関税、消費税、地方消費税等）の徴収を確保するためのもの 

申告 関税納付 納付確認 貨物引取 （修正手続き？） 
 
３．なぜ米国式の Surety Bond が魅力的に見えるか？ 

前年実績に基づいて預託額を算定するので、事務負担が少ない 
Bond 預託のためのキャッシュ負担が少ない 

  その他 
 
４．日本の AEO（特例輸入者）が担保免除を望む理由（Surety Bond とは別の議論） 

具体的な AEO ベネフィットとして担保免除が望まれている。 
AEO 認定を通じて企業情報を税関は把握している。 
社内近プライアンス管理、コンプライアンス履歴、財務状況について審査を受け認定され

ているのでリスクが低い。 
※ 欧州 MCC の実施規則案（MCCIP 案）では、AEOC（税関手続簡素化のための AEO

資格）認定事業者には一括担保（Comprehensive Guarantee）の 50％、70％、全額免

除が提案されている。 
 
５． 9.11 以降、米国はセキュリティ強化対策として CSI、24 時間ルールを実施してきた。

しかし、輸入通関手続きそのものについては一切変更されていない。24 時間ルール 10+2
ルールなどの船積前申告は、基本的に海外事業者の負担によってセキュリティ確保を図ろ

うとするものと言える。 
 
６．非居住者による輸入 

Surety Bond のメリットを検討する場合、具体的な業務に照らしてメリットを考えてみると

いう視点はどうか？ 
『グローバル化により国際分業が進んでいる。Just in Time オペレーションによりリードタ

イムの短縮が厳しく求められている中で、受発注をコンピュータネットワークを利用して行

う電子商取引は今後さらに盛んになっていくと思われ、DDPやDDUなどによる取引も増えてい

くことになると思われる。非居住者が輸入し易くなる環境作りとはどのようなものかという

視点からBond/担保の機能を検討』 

   
 

以上 
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ド
又

は
そ

の
他

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
措

置
が

法
律

に
よ

り
特

定
さ

れ
て

い
な

い
場

合
、
関

税

局
長

官
は

、
財

務
省

指
令

16
5
号

改
正
（

T.
D

. 5
36

54
, 1

9 
FR

 7
24

1,
 1

95
4

年
11

月
 6

日
) 

に
よ

り
、
税

関
長

に
規
則

又
は

特
別

指
令

に
基

づ
き

関
税

を
確

保
し

又
は

該
当

す
る

法
律

、
規

則
又

は
指

令
を

遵
守

す
る

た
め

ボ
ン

ド
又

は
そ

の
他

の
保

全
処

置
を

必
要

と
す

る
た

め
の

権

限
を

与
え

る
。

 

 

§ 
11

3.
11

  
 

B
on

d 
ap

pr
ov

al
. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Ea
ch

 p
er

so
n 

w
ho

 is
 re

qu
ire

d 
by

 la
w,

 re
gu

la
tio

n,
 o

r s
pe

ci
fic

 in
st

ru
ct

io
n 

to
 p

os
t 

a 
bo

nd
 to

 s
ec

ur
e 

a 
C

us
to

m
s 

tra
ns

ac
tio

n 
or

 m
ul

tip
le

 tr
an

sa
ct

io
ns

 m
us

t s
ub

m
it 

th
e 

bo
nd

 o
n 

C
us

to
m

s 
Fo

rm
 3

01
. I

f t
he

 tr
an

sa
ct

io
n(

s)
 w

ill
 o

cc
ur

 a
t o

ne
 

C
us

to
m

s 
po

rt,
 th

e 
bo

nd
 s

ha
ll 

be
 fi

le
d 

w
ith

 a
nd

 a
pp

ro
ve

d 
by

 th
e 

di
re

ct
or

 o
f 

th
at

 p
or

t w
he

re
 th

e 
tra

ns
ac

tio
n(

s)
 w

ill
 ta

ke
 p

la
ce

. I
f t

he
 tr

an
sa

ct
io

ns
 w

ill
 o

cc
ur

 

in
 m

or
e 

th
an

 o
ne

 p
or

t t
he

 b
on

d 
m

ay
 b

e 
fil

ed
 w

ith
 a

nd
 a

pp
ro

ve
d 

by
 a

ny
 p

or
t 

di
re

ct
or

. O
nl

y 
on

e 
co

nt
in

uo
us

 b
on

d 
fo

r a
 p

ar
tic

ul
ar

 a
ct

iv
ity

 w
ill

 b
e 

au
th

or
iz

ed
 

fo
r e

ac
h 

pr
in

ci
pa

l. 
Th

e 
po

rt 
di

re
ct

or
 w

ill
 d

et
er

m
in

e 
w

he
th

er
 th

e 
bo

nd
 is

 in
 

pr
op

er
 fo

rm
 a

nd
 p

ro
vi

de
s 

ad
eq

ua
te

 s
ec

ur
ity

 fo
r t

he
 tr

an
sa

ct
io

n(
s)

. A
 b

on
d 

re
la

tin
g 

to
 re

pa
ym

en
t o

f a
n 

er
ro

ne
ou

s 
dr

aw
ba

ck
 p

ay
m

en
t c

on
ta

in
in

g 
th

e 

bo
nd

 c
on

di
tio

ns
 s

et
 fo

rth
 in

 §
11

3.
65

 s
ha

ll 
be

 fi
le

d 
w

ith
 th

e 
ap

pr
op

ria
te

 

dr
aw

ba
ck

 o
ffi

ce
 fo

r a
pp

ro
va

l. 

ボ
ン

ド
の

承
認

 

税
関

の
手

続
を

保
全

す
る

た
め

法
律

、
規

則
又

は
特

別
指

令
に

よ
り

ボ
ン

ド
を

設
定

す
る

者
は

税
関

書
式

30
1
に

よ
り

ボ
ン

ド
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

税
関

手
続

が
特

定
の

一
港

で
行

な
わ

れ
る

場
合

は
、
当

該
港

の
税

関
長

へ
ボ

ン
ド

を
申

請
し

承
認

を
受

け
る

。
業

務
が

複

数
の

港
に

ま
た

が
る

場
合

は
、
い

ず
れ

か
の

港
の

税
関

長
へ

申
請

し
承

認
を

受
け

る
こ

と
が

で

き
る

。
特

定
の

活
動
に

対
し

一
継

続
ボ

ン
ド

の
み

が
各

主
体

者
（

輸
入

者
）
に

対
し

て
承

認
さ

れ
る

。
税

関
長

は
ボ
ン

ド
が

書
式

上
適

正
で

あ
り

当
該

取
引
（

手
続

）
に

対
し

て
充

分
な

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

を
提

供
し

て
い

る
か

を
確

認
す

る
。

§1
13

.6
5
に

規
定

さ
れ

た
条

件
に

基
づ

く
ド

ロ

ー
バ

ッ
ク
（

関
税

払
戻

）
支

払
い

の
誤

り
関

す
る

再
支

払
い

に
つ

い
て

の
ボ

ン
ド

は
ド

ロ
ー

バ

ッ
ク

事
務

所
の

承
認

を
受

け
る

。
 

 

§ 
11

3.
12

  
B

on
d 

ap
pl

ic
at

io
n.

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
ボ

ン
ド

の
申

請
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概

要
 

(a
) S

in
gl

e 
en

try
 b

on
d 

ap
pl

ic
at

io
n.

 In
 o

rd
er

 to
 in

su
re

 th
at

 th
e 

re
ve

nu
e 

is
 

ad
eq

ua
te

ly
 p

ro
te

ct
ed

 th
e 

po
rt 

di
re

ct
or

 m
ay

 re
qu

ire
 a

 p
er

so
n 

w
ho

 w
ill

 b
e 

en
ga

ge
d 

in
 a

 s
in

gl
e 

C
us

to
m

s 
tra

ns
ac

tio
n 

re
la

tin
g 

to
 th

e 
im

po
rta

tio
n 

or
 e

nt
ry

 

of
 m

er
ch

an
di

se
 to

 fi
le

 a
 w

rit
te

n 
bo

nd
 a

pp
lic

at
io

n 
w

hi
ch

 m
ay

 b
e 

in
 th

e 
fo

rm
 o

f 

a 
le

tte
r. 

Th
e 

ap
pl

ic
at

io
n 

sh
al

l i
de

nt
ify

 th
e 

va
lu

e 
an

d 
na

tu
re

 o
f t

he
 

m
er

ch
an

di
se

 in
vo

lv
ed

 in
 th

e 
tra

ns
ac

tio
n 

to
 b

e 
se

cu
re

d.
 W

he
n 

th
e 

pr
op

er
 

bo
nd

 in
 a

 s
uf

fic
ie

nt
 a

m
ou

nt
 is

 fi
le

d 
w

ith
 th

e 
en

try
 s

um
m

ar
y 

or
 w

ith
 th

e 
en

try
, 

or
 w

he
n 

th
e 

en
try

 s
um

m
ar

y 
is

 fi
le

d 
at

 th
e 

tim
e 

of
 e

nt
ry

, a
n 

ap
pl

ic
at

io
n 

w
ill

 n
ot

 

be
 re

qu
ire

d.
 

(b
) C

on
tin

uo
us

 b
on

d 
ap

pl
ic

at
io

n.
 If

 a
 p

er
so

n 
w

an
ts

 to
 s

ec
ur

e 
m

ul
tip

le
 

tra
ns

ac
tio

ns
 re

la
tin

g 
to

 th
e 

im
po

rta
tio

n 
or

 e
nt

ry
 o

f m
er

ch
an

di
se

 o
r t

he
 

op
er

at
io

n 
of

 a
 b

on
de

d 
sm

el
tin

g 
or

 re
fin

in
g 

w
ar

eh
ou

se
, a

 b
on

d 
ap

pl
ic

at
io

n,
 

w
hi

ch
 m

ay
 b

e 
in

 th
e 

fo
rm

 o
f a

 le
tte

r, 
sh

al
l b

e 
su

bm
itt

ed
 to

 th
e 

po
rt 

di
re

ct
or

. 

(1
) I

nf
or

m
at

io
n 

re
qu

ire
d.

 T
he

 a
pp

lic
at

io
n 

sh
al

l c
on

ta
in

 th
e 

fo
llo

w
in

g 

in
fo

rm
at

io
n:

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

(i)
 T

he
 g

en
er

al
 c

ha
ra

ct
er

 o
f t

he
 m

er
ch

an
di

se
 to

 b
e 

en
te

re
d;

 a
nd

  
  

  
  

  
  

(ii
) T

he
 to

ta
l a

m
ou

nt
 o

f o
rd

in
ar

y 
C

us
to

m
s 

du
tie

s 
(in

cl
ud

in
g 

an
y 

ta
xe

s 

re
qu

ire
d 

by
 la

w
 to

 b
e 

tre
at

ed
 a

s 
du

tie
s)

 a
cc

ru
in

g 
on

 a
ll 

m
er

ch
an

di
se

 

im
po

rte
d 

by
 th

e 
pr

in
ci

pa
l d

ur
in

g 
th

e 
ca

le
nd

ar
 y

ea
r p

re
ce

di
ng

 th
e 

da
te

 o
f t

he
 

ap
pl

ic
at

io
n,

 p
lu

s 
th

e 
es

tim
at

ed
 a

m
ou

nt
 o

f a
ny

 o
th

er
 ta

x 
or

 ta
xe

s 
on

 th
e 

m
er

ch
an

di
se

 to
 b

e 
co

lle
ct

ed
 b

y 
C

us
to

m
s.

 T
he

 to
ta

l a
m

ou
nt

 o
f d

ut
ie

s 
an

d 

ta
xe

s 
sh

al
l b

e 
th

at
 w

hi
ch

 w
ou

ld
 h

av
e 

be
en

 re
qu

ire
d 

to
 b

e 
de

po
si

te
d 

ha
d 

th
e 

m
er

ch
an

di
se

 b
ee

n 
en

te
re

d 
fo

r c
on

su
m

pt
io

n 
ev

en
 th

ou
gh

 s
om

e 
or

 a
ll 

of
 th

e 

m
er

ch
an

di
se

 m
ay

 h
av

e 
be

en
 e

nt
er

ed
 u

nd
er

 b
on

d.
 If

 th
e 

va
lu

e 
or

 n
at

ur
e 

of
 

(a
) 
シ

ン
グ

ル
・

エ
ン

ト
リ

ィ
ボ

ン
ド

（
単

一
ボ

ン
ド

）
の

申
請

 

関
税

の
回

収
を

確
保

す
る

た
め

税
関

長
は

商
品

の
単

一
輸

入
手

続
に

か
か

わ
る

者
に

対
し

て

手
紙

形
式

で
ボ

ン
ド

の
申

請
を

要
請

す
る

。
申

請
書

に
は

手
続

保
全

の
た

め
価

格
、
商

品
の

性

質
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

充
分

な
金

額
の

ボ
ン

ド
が

納
税

申
告

書
（

En
tr

y 

Su
m

m
ar

y）
や

申
告

書
と

と
も

に
提

出
さ

れ
る

か
、

又
は

申
告

の
際

に
納

税
申

告
書

が
提

出

さ
れ

る
場

合
は

ボ
ン

ド
の

申
請

は
必

要
な

い
。

 

   (b
) 
継

続
ボ

ン
ド

の
申

請
 

 
輸

入
又

は
保

税
製

錬
倉

庫
な

ど
の

運
営

に
関

し
て

複
数

の
手

続
を

行
う

場
合

は
、
手

紙
形

式

で
ボ

ン
ド

の
申

請
書
を

税
関

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 (1
) 
必

要
な

情
報

。
申
請

書
に

は
次

の
情

報
を

記
載

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 (i)
 申

告
す

る
商

品
の
概

要
；

及
び

 

(ii
) 
申

請
時

の
前

歴
年

に
輸

入
者

に
よ

り
輸

入
さ

れ
た

す
べ

て
の

商
品

に
課

税
さ

れ
た

通
常

の
関

税
（

関
税

と
み

な
さ

れ
る

税
金

を
含

む
）
の

総
額

、
及

び
税

関
に

よ
り

徴
収

さ
れ

る
商

品

に
対

す
る

そ
の

他
の
税

金
の

予
想

額
。
関

税
と

税
金

の
合

計
額

は
、
商

品
の

一
部

又
は

す
べ

て

が
保

税
の

ま
ま

輸
入
さ

れ
た

と
し

て
も

、
輸

入
の

際
納

め
る

こ
と

が
必

要
と

さ
れ

る
金

額
を

い

う
。
商

品
の

価
格

と
材
質

が
翌

年
変

更
に

な
る

場
合

は
そ

の
変

更
を

明
確

に
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
申

請
の

前
年

度
に

輸
入

が
な

か
っ

た
場

合
は

本
年

度
の

予
想

関
税

及
び

税
額

の
見

積
書

を
提

出
し

な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。
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概

要
 

th
e 

m
er

ch
an

di
se

 to
 b

e 
im

po
rte

d 
w

ill
 c

ha
ng

e 
in

 a
ny

 m
at

er
ia

l r
es

pe
ct

 d
ur

in
g 

th
e 

ne
xt

 y
ea

r t
he

 c
ha

ng
e 

sh
al

l b
e 

id
en

tif
ie

d.
 If

 n
o 

im
po

rts
 w

er
e 

m
ad

e 
du

rin
g 

th
e 

ca
le

nd
ar

 y
ea

r p
rio

r t
o 

th
e 

ap
pl

ic
at

io
n,

 a
 s

ta
te

m
en

t o
f t

he
 d

ut
ie

s 
an

d 
ta

xe
s 

it 
is

 e
st

im
at

ed
 w

ill
 a

cc
ru

e 
on

 a
ll 

im
po

rta
tio

ns
 d

ur
in

g 
th

e 
cu

rr
en

t y
ea

r s
ha

ll 
be

 

su
bm

itt
ed

.
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

(2
) A

pp
lic

at
io

n 
up

da
te

s.
 If

 th
e 

po
rt 

di
re

ct
or

 a
pp

ro
ve

s 
a 

bo
nd

 b
as

ed
 u

po
n 

th
e 

ap
pl

ic
at

io
n,

 w
he

ne
ve

r t
he

re
 is

 a
 s

ig
ni

fic
an

t c
ha

ng
e 

in
 th

e 
in

fo
rm

at
io

n 

pr
ov

id
ed

 u
nd

er
 th

is
 p

ar
ag

ra
ph

, t
he

 p
rin

ci
pa

l o
n 

th
e 

bo
nd

 s
ha

ll 
su

bm
it 

a 
ne

w
 

ap
pl

ic
at

io
n 

co
nt

ai
ni

ng
 a

n 
up

da
te

 o
f t

he
 in

fo
rm

at
io

n 
re

qu
ire

d 
by

 p
ar

ag
ra

ph
 

(b
)(1

) o
f t

hi
s 

se
ct

io
n.

 T
he

 n
ew

 a
pp

lic
at

io
n 

sh
al

l b
e 

fil
ed

 n
o 

la
te

r t
ha

n 
30

 d
ay

s 

af
te

r t
he

 n
ew

 fa
ct

s 
be

co
m

e 
kn

ow
n 

to
 th

e 
pr

in
ci

pa
l. 

(c
) C

er
tif

ic
at

io
n.

 A
ny

 a
pp

lic
at

io
n 

su
bm

itt
ed

 u
nd

er
 th

is
 s

ec
tio

n 
sh

al
l b

e 
si

gn
ed

 

by
 th

e 
ap

pl
ic

an
t a

nd
 c

on
ta

in
 th

e 
fo

llo
w

in
g 

ce
rti

fic
at

io
n:

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

I c
er

tif
y 

th
at

 th
e 

fa
ct

ua
l i

nf
or

m
at

io
n 

co
nt

ai
ne

d 
in

 th
is

 a
pp

lic
at

io
n 

is
 

tru
e 

an
d 

ac
cu

ra
te

 a
nd

 a
ny

 in
fo

rm
at

io
n 

pr
ov

id
ed

 w
hi

ch
 is

 b
as

ed
 u

po
n 

es
tim

at
es

 is
 b

as
ed

 u
po

n 
th

e 
be

st
 in

fo
rm

at
io

n 
av

ai
la

bl
e 

on
 th

e 
da

te
 o

f 

th
is

 a
pp

lic
at

io
n.

 

    (2
) 
申

請
の

更
新

 

税
関

長
が

申
請

に
基

づ
い

て
ボ

ン
ド

を
承

認
し

た
後

、
提

出
し

た
情

報
に

大
き

な
変

更
が

あ
っ

た
場

合
ボ

ン
ド

の
当

事
者

は
本

節
の

(b
((1

)項
で

定
め

ら
れ

た
最

新
情

報
を

含
む

新
た

な
申

請

書
を

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。
新

た
な

申
請

書
の

提
出

は
当

事
者

が
新

た
な

事
実

を
知

っ

た
後

30
日

以
内

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
  

  (c
) 
証

明
 

本
節

に
基

づ
き

提
出

さ
れ

た
申

請
書

は
申

請
者

の
署

名
と

以
下

の
証

明
が

必
要

で
あ

る
。

 

原
文

参
照

。
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A

m
ou

nt
 o

f b
on

d 

(a
) M

in
im

um
 a

m
ou

nt
 o

f b
on

d.
 T

he
 a

m
ou

nt
 o

f a
ny

 C
us

to
m

s 
bo

nd
 s

ha
ll 

no
t b

e 

le
ss

 th
an

 $
10

0,
 e

xc
ep

t w
he

n 
th

e 
la

w
 o

r r
eg

ul
at

io
n 

ex
pr

es
sl

y 
pr

ov
id

es
 th

at
 a

 

le
ss

er
 a

m
ou

nt
 m

ay
 b

e 
ta

ke
n.

 F
ra

ct
io

na
l p

ar
ts

 o
f a

 d
ol

la
r s

ha
ll 

be
 d

is
re

ga
rd

ed
 

in
 c

om
pu

tin
g 

th
e 

am
ou

nt
 o

f a
 b

on
d.

 T
he

 b
on

d 
al

w
ay

s 
sh

al
l b

e 
st

at
ed

 a
s 

th
e 

ne
xt

 h
ig

he
st

 d
ol

la
r. 

(b
) G

ui
de

lin
es

 fo
r d

et
er

m
in

in
g 

am
ou

nt
 o

f b
on

d.
 In

 d
et

er
m

in
in

g 
w

he
th

er
 th

e 

ボ
ン

ド
の

額
 

(a
) 
ボ

ン
ド

の
最

低
金

額
 

法
律

又
は

規
則

が
よ

り
低

い
金

額
を

容
認

す
る

場
合

を
除

き
、

税
関

ボ
ン

ド
は

10
0
ド

ル
を

下
回

っ
て

は
な

ら
な

い
。
ド

ル
以

下
の

端
数

は
ボ

ン
ド

の
計

算
に

あ
た

り
切

り
捨

て
。
ボ

ン
ド

は
次

の
ド

ル
単

位
に

切
り

上
げ

る
。

 

 (b
) 
ボ

ン
ド

額
決

定
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
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CF
R 

原
文

 
概

要
 

am
ou

nt
 o

f a
 b

on
d 

is
 s

uf
fic

ie
nt

, t
he

 p
or

t d
ire

ct
or

 o
r d

ra
w

ba
ck

 o
ffi

ce
 in

 th
e 

ca
se

 

of
 a

 b
on

d 
re

la
tin

g 
to

 re
pa

ym
en

t o
f e

rro
ne

ou
s 

dr
aw

ba
ck

 p
ay

m
en

t (
se

e 

§1
13

.1
1)

 s
ho

ul
d 

at
 le

as
t c

on
si

de
r: 

(1
) T

he
 p

rio
r r

ec
or

d 
of

 th
e 

pr
in

ci
pa

l i
n 

tim
el

y 
pa

ym
en

t o
f d

ut
ie

s,
 ta

xe
s,

 a
nd

 

ch
ar

ge
s 

w
ith

 re
sp

ec
t t

o 
th

e 
tra

ns
ac

tio
n(

s)
 in

vo
lv

in
g 

su
ch

 p
ay

m
en

ts
; 

(2
) T

he
 p

rio
r r

ec
or

d 
of

 th
e 

pr
in

ci
pa

l i
n 

co
m

pl
yi

ng
 w

ith
 C

us
to

m
s 

de
m

an
ds

 fo
r 

re
de

liv
er

y,
 th

e 
ob

lig
at

io
n 

to
 h

ol
d 

un
ex

am
in

ed
 m

er
ch

an
di

se
 in

ta
ct

, a
nd

 o
th

er
 

re
qu

ire
m

en
ts

 re
la

tin
g 

to
 e

nf
or

ce
m

en
t a

nd
 a

dm
in

is
tra

tio
n 

of
 C

us
to

m
s 

an
d 

ot
he

r l
aw

s 
an

d 
re

gu
la

tio
ns

; 

(3
) T

he
 v

al
ue

 a
nd

 n
at

ur
e 

of
 th

e 
m

er
ch

an
di

se
 in

vo
lv

ed
 in

 th
e 

tra
ns

ac
tio

n(
s)

 to
 

be
 s

ec
ur

ed
; 

(4
) T

he
 d

eg
re

e 
an

d 
ty

pe
 o

f s
up

er
vi

si
on

 th
at

 C
us

to
m

s 
w

ill
 e

xe
rc

is
e 

ov
er

 th
e 

tra
ns

ac
tio

n(
s)

; 

(5
) T

he
 p

rio
r r

ec
or

d 
of

 th
e 

pr
in

ci
pa

l i
n 

ho
no

rin
g 

bo
nd

 c
om

m
itm

en
ts

, i
nc

lu
di

ng
 

th
e 

pa
ym

en
t o

f l
iq

ui
da

te
d 

da
m

ag
es

; a
nd

 

(6
) A

ny
 a

dd
iti

on
al

 in
fo

rm
at

io
n 

co
nt

ai
ne

d 
in

 a
ny

 a
pp

lic
at

io
n 

fo
r a

 b
on

d.
 

(c
) P

er
io

di
c 

re
vi

ew
 o

f b
on

d 
su

ffi
ci

en
cy

. T
he

 p
or

t d
ire

ct
or

s 
an

d 
dr

aw
ba

ck
 

of
fic

es
 s

ha
ll 

pe
rio

di
ca

lly
 re

vi
ew

 e
ac

h 
bo

nd
 fi

le
d 

in
 th

ei
r r

es
pe

ct
iv

e 
po

rt 
or

 

dr
aw

ba
ck

 o
ffi

ce
 in

 th
e 

ca
se

 o
f a

 b
on

d 
re

la
tin

g 
to

 re
pa

ym
en

t o
f e

rro
ne

ou
s 

dr
aw

ba
ck

 p
ay

m
en

t (
se

e 
§1

13
.1

1)
 to

 d
et

er
m

in
e 

w
he

th
er

 th
e 

bo
nd

 is
 

ad
eq

ua
te

 to
 p

ro
te

ct
 th

e 
re

ve
nu

e 
an

d 
in

su
re

 c
om

pl
ia

nc
e 

w
ith

 th
e 

la
w

 a
nd

 

re
gu

la
tio

ns
. I

f t
he

 p
or

t d
ire

ct
or

 o
r d

ra
w

ba
ck

 o
ffi

ce
 d

et
er

m
in

es
 th

at
 th

e 
bo

nd
 is

 

in
ad

eq
ua

te
, t

he
 p

rin
ci

pa
l s

ha
ll 

be
 im

m
ed

ia
te

ly
 n

ot
ifi

ed
 in

 w
rit

in
g.

 T
he

 

pr
in

ci
pa

l s
ha

ll 
ha

ve
 3

0 
da

ys
 fr

om
 th

e 
da

te
 o

f n
ot

ifi
ca

tio
n 

to
 re

m
ed

y 
th

e 

ボ
ン

ド
の

金
額

が
十

分
で

あ
る

か
の

決
定

に
際

し
て

税
関

長
又

は
ド

ロ
ー

バ
ッ

ク
誤

支
払

い

の
再

支
払

い
（

§1
13

.1
1
参

照
）
に

際
す

る
ド

ロ
ー

バ
ッ

ク
事

務
所

は
以

下
を

考
慮

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
：

 

(1
) 
輸

入
者

が
税

関
手
続

に
関

し
関

税
、

税
金

お
よ

び
諸

掛
を

期
限

内
に

支
払

っ
た

記
録

；
 

 (2
) 
輸

入
者

が
税

関
の
要

求
に

し
た

が
っ

て
貨

物
を

回
収

し
た

記
録

、
未

検
査

貨
物

を
そ

の
ま

ま
イ

ン
タ

ク
ト

で
保
管

す
る

義
務

、
そ

の
他

税
関

及
び

関
連

法
規

の
施

行
に

か
か

わ
る

要
件

遵

守
の

記
録

；
 

 (3
) 
保

全
す

べ
き

手
続

に
関

与
す

る
商

品
の

価
格

と
性

質
；

 

 (4
) 
手

続
に

関
し

税
関

が
行

使
す

る
監

督
の

程
度

と
種

類
；

 

 (5
) 
輸

入
者

の
損

害
賠

償
額

の
支

払
い

を
含

む
ボ

ン
ド

条
件

の
遵

守
の

記
録

；
 

 (6
) 
ボ

ン
ド

の
申

請
書

に
含

ま
れ

て
い

る
追

加
情

報
。

 

(c
) 
ボ

ン
ド

の
有
効

性
に

つ
い

て
の

定
期

的
な

見
直

し
。

 

税
関

長
と

ド
ロ

ー
バ

ッ
ク

事
務

所
は

該
当

す
る

港
又

は
ド

ロ
ー

バ
ッ

ク
誤

支
払

い
の

再
支

払

い
（

§1
13

.1
1
参

照
）
に

関
し

ド
ロ

ー
バ

ッ
ク

事
務

所
に

お
い

て
ボ

ン
ド

が
十

分
関

税
収

入
を

保
護

し
法

律
と

規
則

の
遵

守
を

確
保

し
て

い
る

か
に

つ
い

て
確

認
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
税

関
長

又
は

ド
ロ

ー
バ
ッ

ク
事

務
所

が
当

該
ボ

ン
ド

が
不

充
分

と
決

定
し

た
場

合
、
輸

入
者

は
直

ち
に

書
面

で
通

知
さ
れ

る
。
輸

入
者

は
そ

の
通

知
か

ら
30

日
以

内
に

不
備

を
改

善
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。
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概

要
 

de
fic

ie
nc

y.
 

(d
) A

dd
iti

on
al

 s
ec

ur
ity

. N
ot

w
ith

st
an

di
ng

 th
e 

pr
ov

is
io

ns
 o

f t
hi

s 
se

ct
io

n 
or

 a
ny

 

ot
he

r p
ro

vi
si

on
 o

f t
hi

s 
ch

ap
te

r, 
if 

a 
po

rt 
di

re
ct

or
 o

r d
ra

w
ba

ck
 o

ffi
ce

 b
el

ie
ve

s 

th
at

 a
cc

ep
ta

nc
e 

of
 a

 tr
an

sa
ct

io
n 

se
cu

re
d 

by
 a

 c
on

tin
uo

us
 b

on
d 

w
ou

ld
 p

la
ce

 

th
e 

re
ve

nu
e 

in
 je

op
ar

dy
 o

r o
th

er
w

is
e 

ha
m

pe
r t

he
 e

nf
or

ce
m

en
t o

f C
us

to
m

s 

la
w

s 
or

 re
gu

la
tio

ns
, h

e 
sh

al
l r

eq
ui

re
 a

dd
iti

on
al

 s
ec

ur
ity

. 

 (d
) 
追

加
の

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

 

本
節

又
は

そ
の

他
の

本
章

の
規

定
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
税

関
長

又
は

ド
ロ

ー
バ

ッ
ク

事
務

所
が

継
続

ボ
ン

ド
に

よ
る

手
続

の
受

理
が

関
税

収
入

を
確

保
で

き
な

い
又

は
税

関
法

規
の

執
行

が

阻
害

さ
れ

る
と

判
断

す
る

場
合

、
当

該
税

関
長

又
は

ド
ロ

ー
バ

ッ
ク

事
務

所
は

追
加

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
を

要
求

す
る

。
 

§ 
11

3.
62

 
B

as
ic

 im
po

rt
at

io
n 

an
d 

en
tr

y 
bo

nd
 c

on
di

tio
ns

. 

A
 b

on
d 

fo
r b

as
ic

 im
po

rta
tio

n 
an

d 
en

try
 s

ha
ll 

co
nt

ai
n 

th
e 

co
nd

iti
on

s 
lis

te
d 

in
 

th
is

 s
ec

tio
n 

an
d 

m
ay

 b
e 

ei
th

er
 a

 s
in

gl
e 

en
try

 o
r a

 c
on

tin
uo

us
 b

on
d.

 

B
as

ic
 Im

po
rta

tio
n 

an
d 

E
nt

ry
 B

on
d 

C
on

di
tio

ns
 

(a
) A

gr
ee

m
en

t t
o 

P
ay

 D
ut

ie
s,

 T
ax

es
, a

nd
 C

ha
rg

es
. (

1)
 If

 m
er

ch
an

di
se

 is
 

im
po

rte
d 

an
d 

re
le

as
ed

 fr
om

 C
us

to
m

s 
cu

st
od

y 
or

 w
ith

dr
aw

n 
fro

m
 a

 C
us

to
m

s 

bo
nd

ed
 w

ar
eh

ou
se

 in
to

 th
e 

co
m

m
er

ce
 o

f, 
or

 fo
r c

on
su

m
pt

io
n 

in
, t

he
 U

ni
te

d 

S
ta

te
s,

 o
r u

nd
er

 §
18

1.
53

 o
f t

hi
s 

ch
ap

te
r i

s 
w

ith
dr

aw
n 

fro
m

 a
 d

ut
y-

de
fe

rr
al

 

pr
og

ra
m

 fo
r e

xp
or

ta
tio

n 
to

 C
an

ad
a 

or
 M

ex
ic

o 
or

 fo
r e

nt
ry

 in
to

 a
 d

ut
y-

de
fe

rr
al

 

pr
og

ra
m

 in
 C

an
ad

a 
or

 M
ex

ic
o,

 th
e 

ob
lig

or
s 

(p
rin

ci
pa

l a
nd

 s
ur

et
y,

 jo
in

tly
 a

nd
 

se
ve

ra
lly

) a
gr

ee
 to

: 

(i)
 D

ep
os

it,
 w

ith
in

 th
e 

tim
e 

pr
es

cr
ib

ed
 b

y 
la

w
 o

r r
eg

ul
at

io
n,

 a
ny

 d
ut

ie
s,

 ta
xe

s,
 

an
d 

ch
ar

ge
s 

im
po

se
d,

 o
r e

st
im

at
ed

 to
 b

e 
du

e,
 a

t t
he

 ti
m

e 
of

 re
le

as
e 

or
 

w
ith

dr
aw

al
; a

nd
 

(ii
) P

ay
, a

s 
de

m
an

de
d 

by
 C

us
to

m
s,

 a
ll 

ad
di

tio
na

l d
ut

ie
s,

 ta
xe

s,
 a

nd
 c

ha
rg

es
 

su
bs

eq
ue

nt
ly

 fo
un

d 
du

e,
 le

ga
lly

 fi
xe

d,
 a

nd
 im

po
se

d 
on

 a
ny

 e
nt

ry
 s

ec
ur

ed
 b

y 

th
is

 b
on

d.
 

(2
) I

f t
he

 p
rin

ci
pa

l e
nt

er
s 

an
y 

m
er

ch
an

di
se

 in
to

 a
 C

us
to

m
s 

bo
nd

ed
 

基
本

的
な

輸
入

と
エ

ン
ト

リ
ィ

ボ
ン

ド
の

条
件

 

基
本

的
な

輸
入

と
エ

ン
ト

リ
ィ

の
た

め
の

ボ
ン

ド
は

本
節

に
記

載
し

た
条

件
を

含
み

シ
ン

グ

ル
エ

ン
ト

リ
ィ

か
継

続
ボ

ン
ド

の
い

ず
れ

か
で

あ
る

。
 

基
本

的
な

輸
入

と
エ

ン
ト

リ
ィ

ボ
ン

ド
の

条
件

 

(a
) 
関

税
、

税
金

と
諸

掛
を

支
払

う
合

意
 

(1
) 
商

品
が

税
関

管
轄

か
ら

又
は

税
関

保
税

倉
庫

か
ら

米
国

合
衆

国
の

市
場

へ
消

費
の

た
め

輸
入

さ
れ

引
渡

さ
れ

た
場

合
、
又

は
本

章
の

§1
81

.5
3
の

も
と

で
関

税
後

納
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
よ

り
カ

ナ
ダ

や
メ

キ
シ

コ
へ

輸
出

さ
れ

た
場

合
、
又

は
同

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

よ
り

カ
ナ

ダ
や

メ
キ

シ

コ
へ

輸
入

さ
れ

た
場

合
、
債

務
者
（

輸
入

者
と

シ
ュ

ア
テ

ィ
会

社
は

共
同

で
）
は

以
下

に
合

意

す
る

：
 

 (i)
 法

律
や

規
則

で
定

め
ら

れ
た

期
限

内
に

、
す

べ
て

の
課

せ
ら

れ
た

又
は

予
想

さ
れ

る
関

税
、

税
金

と
諸

掛
を

引
渡

し
又

は
蔵

出
し

の
際

積
立

て
る

；
そ

し
て

 

 (ii
) 
税

関
の

要
求

に
し

た
が

い
、
こ

の
ボ

ン
ド

に
よ

り
保

証
さ

れ
た

す
べ

て
の

エ
ン

ト
リ

ィ
に

つ
い

て
満

期
と

な
り

、
法

的
に

確
定

し
た

す
べ

て
の

追
加

関
税

、
税

金
と

諸
掛

を
支

払
う

。
 

 (2
) 
輸

入
者

が
商

品
を

税
関

の
保

税
倉

庫
へ

搬
入

し
た

場
合

、
債

務
者

は
以

下
に

合
意

す
る

；
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概

要
 

w
ar

eh
ou

se
, t

he
 o

bl
ig

or
s 

ag
re

e;
 

(i)
 T

o 
pa

y 
an

y 
du

tie
s,

 ta
xe

s,
 a

nd
 c

ha
rg

es
 fo

un
d 

to
 b

e 
du

e 
on

 a
ny

 o
f t

ha
t 

m
er

ch
an

di
se

 w
hi

ch
 re

m
ai

ns
 in

 th
e 

w
ar

eh
ou

se
 a

t t
he

 e
xp

ira
tio

n 
of

 th
e 

w
ar

eh
ou

si
ng

 ti
m

e 
lim

it 
se

t b
y 

la
w

; a
nd

 

(ii
) T

ha
t t

he
 o

bl
ig

at
io

n 
to

 p
ay

 d
ut

ie
s,

 ta
xe

s,
 a

nd
 c

ha
rg

es
 o

n 
th

e 
m

er
ch

an
di

se
 

ap
pl

ie
s 

w
he

th
er

 it
 is

 p
ro

pe
rly

 w
ith

dr
aw

n 
by

 th
e 

pr
in

ci
pa

l, 
or

 b
y 

th
e 

pr
in

ci
pa

l's
 

tra
ns

fe
re

e,
 o

r i
s 

un
la

w
fu

lly
 re

m
ov

ed
 b

y 
th

e 
pr

in
ci

pa
l o

r a
ny

 o
th

er
 p

er
so

n,
 

w
ith

ou
t r

eg
ar

d 
to

 w
he

th
er

 th
e 

m
er

ch
an

di
se

 is
 m

an
ip

ul
at

ed
, u

nl
es

s 
pa

ym
en

t 

w
as

 m
ad

e 
or

 s
ec

ur
ed

 to
 b

e 
m

ad
e 

by
 s

om
e 

ot
he

r p
er

so
n.

 

(3
) U

nd
er

 th
is

 a
gr

ee
m

en
t, 

th
e 

ob
lig

at
io

n 
to

 p
ay

 a
ny

 a
nd

 a
ll 

du
tie

s,
 ta

xe
s,

 a
nd

 

ch
ar

ge
s 

du
e 

on
 a

ny
 e

nt
ry

 c
ea

se
s 

on
 th

e 
da

te
 th

e 
pr

in
ci

pa
l t

im
el

y 
fil

es
 w

ith
 

th
e 

po
rt 

di
re

ct
or

 a
 b

on
d 

of
 th

e 
ow

ne
r i

n 
w

hi
ch

 th
e 

ow
ne

r a
gr

ee
s 

to
 p

ay
 a

ll 

du
tie

s,
 ta

xe
s,

 a
nd

 c
ha

rg
es

 fo
un

d 
du

e 
on

 th
at

 e
nt

ry
; p

ro
vi

de
d 

a 
de

cl
ar

at
io

n 
of

 

th
e 

ow
ne

r h
as

 a
ls

o 
be

en
 p

ro
pe

rly
 fi

le
d.

 

(b
) A

gr
ee

m
en

t t
o 

M
ak

e 
or

 C
om

pl
et

e 
E

nt
ry

. I
f a

ll 
or

 p
ar

t o
f i

m
po

rte
d 

m
er

ch
an

di
se

 is
 re

le
as

ed
 b

ef
or

e 
en

try
 u

nd
er

 th
e 

pr
ov

is
io

ns
 o

f t
he

 s
pe

ci
al

 

de
liv

er
y 

pe
rm

it 
pr

oc
ed

ur
es

 u
nd

er
 1

9 
U

.S
.C

. 1
44

8(
b)

, r
el

ea
se

d 
be

fo
re

 

co
m

pl
et

io
n 

of
 th

e 
en

try
 u

nd
er

 1
9 

U
.S

.C
. 1

48
4(

a)
, o

r w
ith

dr
aw

n 
fro

m
 

w
ar

eh
ou

se
 u

nd
er

 1
9 

U
.S

.C
. 1

55
7(

a)
 (s

ee
 §

10
.6

2b
 o

f t
hi

s 
ch

ap
te

r),
 th

e 

pr
in

ci
pa

l a
gr

ee
s 

to
 fi

le
 w

ith
in

 th
e 

tim
e 

an
d 

in
 th

e 
m

an
ne

r p
re

sc
rib

ed
 b

y 
la

w
 

an
d 

re
gu

la
tio

n,
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

to
 e

na
bl

e 
C

us
to

m
s 

to
: 

(1
) D

et
er

m
in

e 
w

he
th

er
 th

e 
m

er
ch

an
di

se
 m

ay
 b

e 
re

le
as

ed
 fr

om
 C

us
to

m
s 

cu
st

od
y;

 

(2
) P

ro
pe

rly
 a

ss
es

s 
du

tie
s 

on
 th

e 
m

er
ch

an
di

se
; 

 (i)
 法

律
で

定
め

ら
れ

た
在

庫
期

限
が

満
期

に
な

っ
た

時
保

税
倉

庫
に

蔵
置

さ
れ

て
い

る
す

べ

て
の

商
品

に
つ

い
て

す
べ

て
の

関
税

、
税

金
と

諸
掛

を
支

払
う

；
そ

し
て

 

 (ii
) 
輸

入
者

又
は

輸
入

者
よ

り
譲

渡
を

受
け

た
者

に
よ

り
適

正
に

蔵
出

し
を

さ
れ

た
か

、
又

は

輸
入

者
又

は
他

の
者

に
よ

り
不

法
に

取
り

出
さ

れ
た

か
、
又

は
商

品
が

不
当

に
処

理
さ

れ
た

か

に
か

か
わ

ら
ず

、
他

の
者

に
よ

り
支

払
い

が
な

さ
れ

又
は

保
証

さ
れ

な
い

限
り

商
品

に
対

し
て

す
べ

て
の

関
税

、
税
金

及
び

諸
掛

を
支

払
う

義
務

を
有

す
る

。
 

 (3
) 
こ

の
契

約
の

も
と
で

、
オ

ー
ナ

ー
の

申
告

書
が

正
当

に
届

出
さ

れ
た

こ
と

を
条

件
と

し

て
、
輸

入
者

が
税

関
長

に
対

し
て

ど
の

エ
ン

ト
リ

ィ
に

つ
い

て
も

す
べ

て
の

関
税

、
税

金
と

諸

掛
を

申
告

期
限

内
に
支

払
う

と
す

る
オ

ー
ナ

ー
の

ボ
ン

ド
を

提
出

し
た

日
に

輸
入

者
が

す
べ

て
の

関
税

、
税

金
と
諸

掛
を

支
払

う
義

務
は

終
了

す
る

。
 

 (b
) 
エ

ン
ト

リ
ィ

作
成
に

つ
い

て
の

合
意

 

す
べ

て
又

は
一

部
の
輸

入
商

品
が

特
別

配
達

許
可

の
手

続
19

 U
.S

.C
. 1

44
8(

b)
,の

も
と

で
申

告
す

る
前

に
引

渡
さ

れ
た

場
合

、
19

 U
.S

.C
. 1

48
4(

a)
に

よ
り

申
告

書
が

完
結

す
る

前
に

引

き
渡

さ
れ

た
場

合
、

又
は

19
 U

.S
.C

. 1
55

7(
a)

 (本
章

 §
10

.6
2b

 参
照

),に
よ

り
保

税
倉

庫

か
ら

蔵
出

し
さ

れ
た

場
合

、
輸

入
者

は
法

律
や

規
則

に
規

定
さ

れ
て

い
る

期
限

、
方

法
に

よ
り

税
関

が
以

下
を

行
え

る
よ

う
書

類
を

申
告

す
る

こ
と

に
合

意
す

る
：

 

 (1
) 
商

品
が

税
関

管
轄

か
ら

引
渡

さ
れ

る
か

否
か

を
決

定
す

る
；

 

 (2
) 
商

品
の

関
税

を
適

正
に

査
定

す
る

。
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CF
R 

原
文

 
概

要
 

(3
) C

ol
le

ct
 a

cc
ur

at
e 

st
at

is
tic

s 
w

ith
 re

sp
ec

t t
o 

th
e 

m
er

ch
an

di
se

; a
nd

 

(4
) D

et
er

m
in

e 
w

he
th

er
 a

pp
lic

ab
le

 re
qu

ire
m

en
ts

 o
f l

aw
 a

nd
 re

gu
la

tio
n 

ar
e 

m
et

. 

(c
) A

gr
ee

m
en

t t
o 

P
ro

du
ce

 D
oc

um
en

ts
 a

nd
 E

vi
de

nc
e.

 If
 m

er
ch

an
di

se
 is

 

re
le

as
ed

 c
on

di
tio

na
lly

 to
 th

e 
pr

in
ci

pa
l b

ef
or

e 
al

l r
eq

ui
re

d 
do

cu
m

en
ts

 o
r o

th
er

 

ev
id

en
ce

 is
 p

ro
du

ce
d,

 th
e 

pr
in

ci
pa

l a
gr

ee
s 

to
 fu

rn
is

h 
C

us
to

m
s 

w
ith

 a
ny

 

do
cu

m
en

t o
r e

vi
de

nc
e 

as
 re

qu
ire

d 
by

 la
w

 o
r r

eg
ul

at
io

n,
 a

nd
 w

ith
in

 th
e 

tim
e 

sp
ec

ifi
ed

 b
y 

la
w

 o
r r

eg
ul

at
io

ns
. 

(d
) A

gr
ee

m
en

t t
o 

R
ed

el
iv

er
 M

er
ch

an
di

se
. I

f m
er

ch
an

di
se

 is
 re

le
as

ed
 

co
nd

iti
on

al
ly

 fr
om

 C
us

to
m

s 
cu

st
od

y 
to

 th
e 

pr
in

ci
pa

l b
ef

or
e 

al
l r

eq
ui

re
d 

ev
id

en
ce

 is
 p

ro
du

ce
d,

 b
ef

or
e 

its
 q

ua
nt

ity
 a

nd
 v

al
ue

 a
re

 d
et

er
m

in
ed

, o
r b

ef
or

e 

its
 ri

gh
t o

f a
dm

is
si

on
 in

to
 th

e 
U

ni
te

d 
S

ta
te

s 
is

 d
et

er
m

in
ed

, t
he

 p
rin

ci
pa

l 

ag
re

es
 to

 re
de

liv
er

 ti
m

el
y,

 o
n 

de
m

an
d 

by
 C

us
to

m
s,

 th
e 

m
er

ch
an

di
se

 

re
le

as
ed

 if
 it

: 

(1
) F

ai
ls

 to
 c

om
pl

y 
w

ith
 th

e 
la

w
s 

or
 re

gu
la

tio
ns

 g
ov

er
ni

ng
 a

dm
is

si
on

 in
to

 th
e 

U
ni

te
d 

S
ta

te
s;

 

(2
) M

us
t b

e 
ex

am
in

ed
, i

ns
pe

ct
ed

, o
r a

pp
ra

is
ed

 a
s 

re
qu

ire
d 

by
 1

9 
U

.S
.C

. 

14
99

; o
r 

 (3
) M

us
t b

e 
m

ar
ke

d 
w

ith
 th

e 
co

un
try

 o
f o

rig
in

 a
s 

re
qu

ire
d 

by
 la

w
 o

r 

re
gu

la
tio

n.
 

It 
is

 u
nd

er
st

oo
d 

th
at

 a
ny

 d
em

an
d 

fo
r r

ed
el

iv
er

y 
w

ill
 b

e 
m

ad
e 

no
 la

te
r t

ha
n 

30
 

da
ys

 a
fte

r t
he

 d
at

e 
th

at
 th

e 
m

er
ch

an
di

se
 w

as
 re

le
as

ed
 o

r 3
0 

da
ys

 a
fte

r t
he

 

en
d 

of
 th

e 
co

nd
iti

on
al

 re
le

as
e 

pe
rio

d 
(w

hi
ch

ev
er

 is
 la

te
r).

 (S
ee

 §
14

1.
11

3(
b)

, 

(3
) 
商

品
に

対
す

る
正

確
な

統
計

を
収

集
す

る
；

そ
し

て
 

(4
) 
法

律
と

規
則

の
該

当
す

る
要

件
が

満
た

さ
れ

て
い

る
か

否
か

を
確

認
す

る
。

 

 (c
) 
書

類
と

証
拠
の

提
出

に
つ

い
て

の
合

意
 

商
品

が
す

べ
て

の
必

要
と

さ
れ

る
書

類
と

そ
の

他
の

証
拠

が
提

出
さ

れ
る

前
に

条
件

付
き

で

輸
入

者
に

引
渡

さ
れ

た
場

合
、
輸

入
者

は
法

律
又

は
規

則
で

定
め

ら
れ

た
書

類
と

証
拠

を
、
法

律
又

は
規

則
で

定
め

ら
れ

た
期

限
内

に
税

関
に

提
出

す
る

こ
と

に
合

意
す

る
。

 

 (d
) 
商

品
を

回
収

す
る

合
意

 

す
べ

て
の

必
要

な
証

拠
が

提
出

さ
れ

る
前

、
そ

の
数

量
と

価
格

が
確

認
さ

れ
る

前
、
又

は
米

国

合
衆

国
へ

の
入

国
の

権
利

が
確

認
さ

れ
る

前
に

商
品

が
条

件
付

き
で

引
渡

さ
れ

た
場

合
、
輸

入

者
は

、
以

下
の

場
合

、
税

関
の

要
求

に
従

い
引

渡
さ

れ
た

商
品

を
速

や
か

に
回

収
す

る
こ

と
に

合
意

す
る

：
 

 (1
) 
合

衆
国

へ
の

入
国
を

規
定

す
る

法
律

又
は

規
則

に
違

反
す

る
；

 

 (2
) 
内

容
検

査
、

検
査
又

は
19

 U
.S

.C
. 1

49
9
に

定
め

ら
れ

た
評

価
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

；
又

は
 

 (3
) 
法

律
又

は
規

則
に

定
め

ら
れ

た
原

産
地

を
表

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

回
収

の
要

求
は

商
品

の
引

渡
後

30
日

以
内

又
は

条
件

付
き

引
渡

期
間

が
終

了
す

る
30

日
後

以

内
か

（
い

ず
れ

か
遅

い
方

）
に

な
さ

れ
る

と
解

釈
す

る
。

（
§1

41
.1

13
(b

), 
12

.7
3(

b)
(2

), 
及

び
本

章
の

 1
2.

80
 参

照
。

.) 
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CF
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原
文

 
概

要
 

12
.7

3(
b)

(2
), 

an
d 

12
.8

0 
of

 th
is

 c
ha

pt
er

.) 

(e
) A

gr
ee

m
en

t t
o 

R
ec

tif
y 

A
ny

 N
on

-C
om

pl
ia

nc
e 

w
ith

 P
ro

vi
si

on
s 

of
 A

dm
is

si
on

. 

If 
m

er
ch

an
di

se
 is

 re
le

as
ed

 c
on

di
tio

na
lly

 to
 th

e 
pr

in
ci

pa
l b

ef
or

e 
its

 ri
gh

t o
f 

ad
m

is
si

on
 in

to
 th

e 
U

ni
te

d 
S

ta
te

s 
is

 d
et

er
m

in
ed

, t
he

 p
rin

ci
pa

l, 
af

te
r 

no
tif

ic
at

io
n,

 a
gr

ee
s 

to
 m

ar
k,

 c
le

an
, f

um
ig

at
e,

 d
es

tro
y,

 e
xp

or
t o

r d
o 

an
y 

ot
he

r 

th
in

g 
to

 th
e 

m
er

ch
an

di
se

 in
 o

rd
er

 to
 c

om
pl

y 
w

ith
 th

e 
la

w
 a

nd
 re

gu
la

tio
ns

 

go
ve

rn
in

g 
its

 a
dm

is
si

on
 in

to
 th

e 
U

ni
te

d 
S

ta
te

s 
w

ith
in

 th
e 

tim
e 

pe
rio

d 
se

t i
n 

th
e 

no
tif

ic
at

io
n.

 

(f)
 A

gr
ee

m
en

t f
or

 E
xa

m
in

at
io

n 
of

 M
er

ch
an

di
se

. I
f t

he
 p

rin
ci

pa
l o

bt
ai

ns
 

pe
rm

is
si

on
 to

 h
av

e 
an

y 
m

er
ch

an
di

se
 e

xa
m

in
ed

 e
ls

ew
he

re
 th

an
 a

t a
 w

ha
rf 

or
 

ot
he

r p
la

ce
 in

 c
ha

rg
e 

of
 a

 C
us

to
m

s 
of

fic
er

, t
he

 p
rin

ci
pa

l a
gr

ee
s 

to
: 

(1
) H

ol
d 

th
e 

m
er

ch
an

di
se

 a
t t

he
 p

la
ce

 o
f e

xa
m

in
at

io
n 

un
til

 th
e 

m
er

ch
an

di
se

 

is
 p

ro
pe

rly
 re

le
as

ed
; 

(2
) T

ra
ns

fe
r t

he
 m

er
ch

an
di

se
 to

 a
no

th
er

 p
la

ce
 o

n 
re

ce
ip

t o
f i

ns
tru

ct
io

ns
 fr

om
 

C
us

to
m

s 
m

ad
e 

be
fo

re
 re

le
as

e;
 a

nd
 

(3
) K

ee
p 

an
y 

C
us

to
m

s 
se

al
 o

r c
or

di
ng

 o
n 

th
e 

m
er

ch
an

di
se

 in
ta

ct
 u

nt
il 

th
e 

m
er

ch
an

di
se

 is
 e

xa
m

in
ed

 b
y 

C
us

to
m

s.
 

(g
) R

ei
m

bu
rs

em
en

t a
nd

 E
xo

ne
ra

tio
n 

of
 th

e 
U

ni
te

d 
S

ta
te

s.
 T

he
 o

bl
ig

or
s 

ag
re

e 
to

: 

 (1
) P

ay
 th

e 
co

m
pe

ns
at

io
n 

an
d 

ex
pe

ns
es

 o
f a

ny
 C

us
to

m
s 

of
fic

er
, a

s 
re

qu
ire

d 

by
 la

w
 o

r r
eg

ul
at

io
n;

 a
nd

 

(2
) E

xo
ne

ra
te

 th
e 

U
ni

te
d 

St
at

es
 a

nd
 it

s 
of

fic
er

s 
fro

m
 a

ny
 ri

sk
, l

os
s,

 o
r 

ex
pe

ns
e 

ar
is

in
g 

ou
t o

f p
rin

ci
pa

l's
 im

po
rta

tio
n,

 e
nt

ry
, o

r w
ith

dr
aw

al
 o

f 

 (e
) 
入

国
の

規
定

違
反

を
改

正
す

る
合

意
 

商
品

が
合

衆
国

へ
の

入
国

の
権

利
が

決
定

さ
れ

る
前

に
条

件
付

き
で

輸
入

者
に

引
渡

さ
れ

た

場
合

、
輸

入
者

は
、
通

知
を

受
領

の
後

、
マ

ー
ク

を
し

、
掃

除
を

し
、
燻

蒸
し

、
廃

棄
し

、
輸

出
す

る
な

ど
通

知
書

に
記

載
さ

れ
た

期
間

内
に

合
衆

国
へ

の
入

国
を

規
定

す
る

法
律

及
び

規

則
を

遵
守

す
る

た
め

そ
の

他
の

措
置

を
講

じ
る

こ
と

に
合

意
す

る
。

 

  (f)
 商

品
検

査
の

合
意

 

輸
入

者
が

税
関

職
員

が
管

轄
す

る
埠

頭
又

は
そ

の
他

の
場

所
以

外
の

場
所

で
商

品
の

検
査

を

受
け

る
許

可
を

受
け

た
場

合
、

輸
入

者
は

以
下

に
つ

き
合

意
す

る
：

 

(1
) 
商

品
が

正
当

に
引

渡
さ

れ
る

ま
で

商
品

を
検

査
場

に
留

め
置

く
；

 

 (2
) 
引

渡
す

前
に

税
関

か
ら

指
示

を
受

け
次

第
商

品
を

他
の

場
所

へ
移

動
さ

せ
る

；
 

そ
し

て
、

 

(3
) 
税

関
に

よ
り

商
品

の
検

査
が

行
わ

れ
る

ま
で

商
品

へ
の

税
関

の
シ

ー
ル

や
コ

ー
ド

を
そ

の
ま

ま
に

し
て

お
く

。
 

(g
) 
合

衆
国

の
弁
償

と
免

責
 

債
務

者
は

以
下

に
合

意
す

る
：

 

 (1
) 
法

律
又

は
規

則
に

規
定

さ
れ

た
税

関
職

員
へ

の
報

酬
と

支
出

を
支

払
う

；
そ

し
て

 

 (2
) 
合

衆
国

と
職

員
を

輸
入

者
の

輸
入

、
納

税
、

蔵
出

申
告

か
ら

発
生

す
る

す
べ

て
の

危
険

、

損
失

又
は

支
出

か
ら

免
責

す
る

。
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t p
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ut
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an
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re
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ce
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ra
te
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ut
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 a
s 

pe
rm

itt
ed

 u
nd
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 th

e 
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w
, t
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 p

rin
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l 

ag
re

es
: 

(1
) T

o 
us
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an
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ha

nd
le

 th
e 

m
er

ch
an

di
se

 in
 th
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an
ne
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r t

he
 p

ur
po
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en
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g 
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 d
ut

y-
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sh
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o 
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rig
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pp
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ve
d 

ap
pl

ic
at

io
n 
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C
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4 

ho
ur

s 
on
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ar
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ito
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 o
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o 
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th

at
 a

ny
 m

er
ch

an
di

se
 e

nt
er
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 o
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w
ith

dr
aw
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de
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ny
 la

w
 p

er
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in
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du
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ea
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co
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(4
) T
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ke

ep
 s

af
el

y 
al

l w
ith

dr
aw

n 
be

ve
ra

ge
s 

re
m

ai
ni

ng
 o

n 
bo

ar
d 

w
hi

le
 th

e 

ve
ss

el
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 p

or
t, 
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 m

ay
 b

e 
re

qu
ire
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 C
us

to
m
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(i)
 A

gr
ee

m
en

t t
o 

co
m

pl
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w
ith

 C
us
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m
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 C

us
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m
s 

se
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y 

ar
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f a

cc
es

s 
to

 th
e 

C
us

to
m

s 
se
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y 
ar

ea
s 
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 a

irp
or
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is
 d

es
ire

d,
 th

e 
pr

in
ci

pa
l (

in
cl

ud
in

g 
its

 e
m

pl
oy

ee
s,

 a
ge

nt
s,

 a
nd

 c
on

tra
ct

or
s)

 

ag
re

es
 to

 c
om

pl
y 

w
ith

 th
e 

C
us

to
m

s 
R

eg
ul

at
io

ns
 in

 th
is

 c
ha

pt
er

 a
pp

lic
ab

le
 to

 

C
us

to
m

s 
se

cu
rit

y 
ar

ea
s 

at
 a

irp
or

ts
. I

f t
he

 p
rin

ci
pa

l d
ef

au
lts

, t
he

 o
bl

ig
or

s 

(p
rin

ci
pa

l a
nd

 s
ur

et
y,

 jo
in

t a
nd

 s
ev

er
al

ly
) a

gr
ee

 to
 p

ay
 li

qu
id

at
ed

 d
am

ag
es

 o
f 

$1
00

0 
fo

r e
ac

h 
de

fa
ul

t o
r s

uc
h 

ot
he

r a
m

ou
nt

 a
s 

m
ay

 b
e 

au
th

or
iz

ed
 b

y 
la

w
 o

r 

re
gu

la
tio

n.
 

(j)
 T

he
 p

rin
ci

pa
l a

gr
ee

s 
to

 c
om

pl
y 

w
ith

 a
ll 

Im
po

rte
r S

ec
ur

ity
 F

ilin
g 

 (h
) 
免

税
申

告
又
は
蔵

出
申

告
に

つ
い

て
の

合
意

 

法
律

の
許

可
に

従
い

、
関

税
や

税
金

を
支

払
う

こ
と

な
く

、
又

は
減

額
さ

れ
た

率
で

関
税

や
税

金
を

支
払

う
場

合
、

輸
入

者
は

以
下

に
合

意
す

る
：

 

 (1
) 
関

税
フ

リ
ー

の
処

理
と

同
様

な
方

法
で

商
品

を
取

扱
う

；
 

 (2
) 
漁

船
の

場
合

は
漁

業
航

海
か

ら
米

国
の

領
域

へ
都

着
す

る
24

時
間

前
に

税
関

に
認

可
申

請
書

の
原

本
を

提
示

す
る

。
 

 (3
) 
関

税
フ

リ
ー

の
処

理
を

認
め

る
法

律
の

も
と

で
商

品
を

申
告

又
は

蔵
出

し
た

証
拠

を
税

関
に

提
示

す
る

；
そ

し
て

 

 (4
) 
税

関
の

要
求

に
従

い
、

輸
入

し
た

飲
料

を
本

船
が

港
に

停
泊

し
て

い
る

間
安

全
に

保
つ

：
 

 (i)
 空

港
の

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

地
域

に
適

用
す

る
税

関
規

則
を

遵
守

す
る

合
意

 

税
関

の
空

港
の

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

地
域

へ
の

ア
ク

セ
ス

を
望

む
場

合
、

輸
入

者
（

そ
の

従
業

員
、

代
理

人
、
下

請
け

を
含

む
）
は

税
関

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
地

域
に

適
用

す
る

本
章

の
税

関
規

則
を

遵
守

す
る

こ
と

に
合

意
す

る
。
輸

入
者

が
違

反
し

た
場

合
は

債
務

者
（

輸
入

者
と

シ
ュ

ア
テ

ィ
、

共
同

し
単

独
で

）
は

一
違

反
1,

00
0
ド

ル
又

は
法

律
や

規
則

で
認

め
ら

れ
る

損
害

賠
償

額
を

支

払
う

こ
と

に
合

意
す
る

。
 

  (j)
 輸

入
者

は
本

章
の

14
9
節

に
定

め
た

規
則

に
規

定
さ

れ
た

方
法

と
期

限
に

基
づ

き
セ

キ
ュ

資料編
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 p

ar
t 1

49
 o

f t
hi

s 
ch

ap
te

r i
nc

lu
di

ng
 b

ut
 n

ot
 li

m
ite

d 
to

 

pr
ov

id
in

g 
se

cu
rit

y 
fil
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n 
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e 

pr
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ci
pa

l 

de
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 re
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 a
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at

io
n,

 th
e 
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ci
pa

l a
nd

 s
ur

et
y 

(jo
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tly
 a
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se
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lly
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gr
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 to

 p
ay

 li
qu

id
at

ed
 d

am
ag

es
 o
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5,

00
0 

fo
r e

ac
h 

vi
ol

at
io

n.
 

(k
) A

gr
ee

m
en

t t
o 

co
m

pl
y 

w
ith

 e
le

ct
ro

ni
c 

en
try

 a
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/o
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 c

ar
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fil
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qu
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 th
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pr
in

ci
pa

l i
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 p

ro
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fo
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14
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hi
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pr
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l 
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re

es
 to

 c
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pl
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w
ith

 a
ll 

co
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iti
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se

t f
or
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 p
ar

t 1
43

 a
nd
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en
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d 

ac
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le
ct
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m
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s 

w
ith

ou
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he
 n

ec
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si
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 o
f p

ap
er

 c
op
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s.

 

(2
) I

f t
he

 p
rin

ci
pa

l e
le

ct
s 
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 p

ro
vi

de
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dv
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ce
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w
ar
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ai

r o
r t
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 c
ar
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n 
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 C
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m
s 

an
d 

B
or
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r P

ro
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ct
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(C

B
P
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ct
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, t
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pr
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ci
pa

l a
gr
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 p

ro
vi

de
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uc
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ca
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 C
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l d
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 p
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r p
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ob
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at

io
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to
 e
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w
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in

 1
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w
or

ki
ng
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ay

s 
of

 

re
le

as
e 

of
 th

e 
m

er
ch

an
di

se
, a

nd
 e

st
ab

lis
h 

to
 th

e 
sa

tis
fa

ct
io

n 
of
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B

P
, t

ha
t t

he
 

リ
テ

ィ
の

申
告

情
報

を
CB

P
に

提
供

す
る

す
べ

て
の

輸
入

者
の

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

申
告
（

IS
F）

の
要

件
を

遵
守

す
る

こ
と

に
合

意
す

る
。

輸
入

者
が

如
何

な
る

義
務

に
違

反
し

た
場

合
で

も
、

輸
入

者
と

シ
ュ

ア
テ

ィ
（

共
同

か
つ

個
別

に
）
は

一
違

反
に

対
し

5,
00

0
ド

ル
の

損
害

賠
償

額

を
支

払
う

こ
と

に
合
意

す
る

。
 

 (k
) 
電

子
申

告
お

よ
び

事
前

貨
物

情
報

の
申

告
遵

守
に

つ
い

て
の

合
意

 

(1
) 
輸

入
者

が
本

章
の
第

14
3
節

に
基

づ
き

電
子

申
告

の
使

用
資

格
が

あ
る

場
合

、
輸

入
者

は

第
14

3
節

に
規

定
さ
れ

た
す

べ
て

の
条

件
を

遵
守

す
る

こ
と

に
合

意
し

紙
に

よ
る

コ
ピ

ー
を

必
要

と
す

る
こ

と
な

く
電

子
送

信
を

し
受

信
を

す
る

こ
と

に
合

意
す

る
。

 

 (2
) 
輸

入
者

が
CB

P
に

事
前

に
電

子
的

に
輸

入
の

航
空

又
は

ト
ラ

ッ
ク

貨
物

の
情

報
を

提
供

す
る

場
合

、
輸

入
者

は
、

本
章

の
§1

22
.4

8a
 又

は
 1

23
.9

2
に

基
づ

き
規

定
さ

れ
た

方
法

と

期
限

に
よ

り
そ

の
貨

物
情

報
を

C
B

P
に

提
出

す
る

こ
と

に
合

意
す

る
。

輸
入

者
が

こ
れ

ら
の

義
務

に
違

反
し

た
場
合

、
輸

入
者

と
シ

ュ
ア

テ
ィ

は
（

共
同

で
か

つ
個

別
に

）
各

違
反

に
つ

い

て
5,

00
0
ド

ル
の

損
害

賠
償

額
を

支
払

う
こ

と
に

合
意

す
る

。
 

  (1
) 
ソ

フ
ト

ウ
ッ

ド
木

材
の

輸
出

許
可

証
の

発
行

と
輸

出
料

金
の

徴
収

に
か

か
わ

る
合

意
 

カ
ナ

ダ
か

ら
の

ソ
フ

ト
ウ

ッ
ド

木
材

製
品

の
輸

入
に

つ
い

て
は

カ
ナ

ダ
政

府
が

ソ
フ

ト
ウ

ッ

ド
木

材
協

定
に

よ
り

輸
出

許
可

証
を

発
行

す
る

要
件

に
基

づ
く

こ
と

と
な

っ
て

い
る

。
輸

入
者

は
、
本

章
の

§1
2.

14
0 

の
規

定
に

従
い

、
貨

物
の

引
渡

後
10

日
以

内
に

該
当

す
る

輸
出

許
可

が
カ

ナ
ダ

政
府

か
ら
発

行
さ

れ
C

B
P
の

了
承

を
得

た
た

こ
と

を
確

認
す

る
義

務
を

負
う

こ
と

に
合

意
す

る
。
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j),
 (k

)(
2)

, o
r (

l) 

of
 th

is
 s

ec
tio

n 
th

e 
ob

lig
or

s 
ag

re
e 

to
 p

ay
 li

qu
id

at
ed

 d
am

ag
es

 e
qu

al
 to

 th
e 

va
lu

e 
of

 th
e 

m
er

ch
an

di
se

 in
vo

lv
ed

 in
 th

e 
de

fa
ul

t, 
or

 th
re

e 
tim

es
 th

e 
va

lu
e 

of
 

th
e 

m
er

ch
an

di
se

 in
vo

lv
ed

 in
 th

e 
de

fa
ul

t i
f t

he
 m

er
ch

an
di

se
 is

 re
st

ric
te

d 
or

 

pr
oh

ib
ite

d 
m

er
ch

an
di

se
 o

r a
lc

oh
ol

ic
 b

ev
er

ag
es

, o
r s

uc
h 

ot
he

r a
m

ou
nt

 a
s 

m
ay

 b
e 

au
th

or
iz

ed
 b

y 
la

w
 o

r r
eg

ul
at

io
n.

 

(2
) I

t i
s 

un
de

rs
to

od
 a

nd
 a

gr
ee

d 
th

at
 w

he
th

er
 th

e 
de

fa
ul

t i
nv

ol
ve

s 

m
er

ch
an

di
se

 is
 d

et
er

m
in

ed
 b

y 
C

us
to

m
s 

an
d 

th
at

 th
e 

am
ou

nt
 to

 b
e 

co
lle

ct
ed

 

un
de

r t
he

se
 c

on
di

tio
ns

 s
ha

ll 
be

 b
as

ed
 u

po
n 

th
e 

qu
an

tit
y 

an
d 

va
lu

e 
of

 th
e 

m
er

ch
an

di
se

 a
s 

de
te

rm
in

ed
 b

y 
C

us
to

m
s.

 V
al

ue
 a

s 
us

ed
 in

 th
es

e 
pr

ov
is

io
ns

 

m
ea

ns
 v

al
ue

 a
s 

de
te

rm
in

ed
 u

nd
er

 1
9 

U
.S

.C
. 1

40
1a

. 

(3
) I

f t
he

 p
rin

ci
pa

l d
ef

au
lts

 o
n 

ag
re

em
en

ts
 in

 th
is

 c
on

di
tio

n 
ot

he
r t

ha
n 

co
nd

iti
on

s 
(a

) o
r (

g)
 a

nd
 th

e 
de

fa
ul

t d
oe

s 
no

t i
nv

ol
ve

 m
er

ch
an

di
se

, t
he

 

ob
lig

or
s 

ag
re

e 
to

 p
ay

 li
qu

id
at

ed
 d

am
ag

es
 o

f $
1,

00
0 

fo
r e

ac
h 

de
fa

ul
t o

r s
uc

h 

ot
he

r a
m

ou
nt

 a
s 

m
ay

 b
e 

au
th

or
iz

ed
 b

y 
la

w
 o

r r
eg

ul
at

io
n.

 

(4
) I

f t
he

 p
rin

ci
pa

l d
ef

au
lts

 o
n 

ag
re

em
en

ts
 in

 th
e 

co
nd

iti
on

 s
et

 fo
rth

 in
 

pa
ra

gr
ap

h 
(a

)(
1)

(i)
 o

f t
hi

s 
se

ct
io

n 
on

ly
, t

he
 o

bl
ig

or
s 

(p
rin

ci
pa

l a
nd

 s
ur

et
y,

 

jo
in

tly
 a

nd
 s

ev
er

al
ly

) a
gr

ee
 to

 p
ay

 li
qu

id
at

ed
 d

am
ag

es
 e

qu
al

 to
 tw

o 
tim

es
 th

e 

un
pa

id
 d

ut
ie

s,
 ta

xe
s 

an
d 

ch
ar

ge
s 

es
tim

at
ed

 to
 b

e 
du

e 
or

 $
1,

00
0,

 w
hi

ch
ev

er
 

is
 g

re
at

er
. A

 d
ef

au
lt 

on
 th

e 
co

nd
iti

on
 s

et
 fo

rth
 in

 p
ar

ag
ra

ph
 (a

)(1
)(i

) o
f t

hi
s 

se
ct

io
n 

sh
al

l b
e 

pr
es

um
ed

 if
 a

ny
 m

on
et

ar
y 

in
st

ru
m

en
t a

ut
ho

riz
ed

 fo
r t

he
 

pa
ym

en
t o

f e
st

im
at

ed
 d

ut
ie

s,
 ta

xe
s 

an
d 

ch
ar

ge
s 

by
 §

24
.1

(a
) o

f t
hi

s 
ch

ap
te

r 

 (m
) 
不

履
行

の
結

果
 

(1
) 
輸

入
者

が
本

節
の

(a
), 

(g
), 

(i)
, (

j),
 (k

)(
2)

, 
又
は

 (
l)の

各
項

の
条

件
と

異
な

る
当

条
件

の
合

意
に

違
反

す
る
場

合
は

、
債

務
者

は
違

反
に

か
か

わ
る

商
品

の
価

格
と

同
等

な
損

害
賠

償

額
、

又
は

商
品

が
制

限
又

は
禁

止
商

品
又

は
ア

ル
コ

ー
ル

飲
料

の
場

合
は

商
品

の
3
倍

、
又

は
法

律
や

規
則

で
認

め
ら

れ
る

そ
の

他
の

金
額

を
支

払
う

こ
と

に
合

意
す

る
。

 

  (2
) 
違

反
が

商
品

を
含

む
か

に
つ

い
て

は
税

関
に

よ
り

決
定

さ
れ

そ
し

て
こ

れ
ら

の
条

件
の

も
と

で
徴

収
さ

れ
る

べ
き

金
額

は
商

品
の

品
質

と
価

格
に

よ
り

税
関

が
決

定
す

る
も

の
と

理

解
し

合
意

す
る

。
こ

れ
ら

の
規

定
に

使
用

さ
れ

る
価

格
は

19
 U

.S
.C

. 1
40

1a
の

も
と

で
決

定

さ
れ

る
価

格
を

い
う
。

 

 (3
) 
輸

入
者

が
 (

a)
 又

は
 (

g)
 の

条
件

以
外

の
条

件
の

合
意

に
違

反
し

た
場

合
、

そ
し

て
そ

の
違

反
が

商
品

を
含

ま
な

い
場

合
、
債

務
者

は
各

違
反

に
対

し
て

1,
00

0
ド

ル
又

は
法

律
や

規

則
で

認
め

ら
れ

た
他

の
金

額
の

損
害

賠
償

額
を

支
払

う
こ

と
に

合
意

す
る

。
 

 (4
) 
輸

入
者

が
本

節
の

(a
)(1

)(i
)項

に
の

み
規

定
さ

れ
た

条
件

の
合

意
に

違
反

し
た

場
合

、
債

務
者
（

輸
入

者
及

び
シ

ュ
ア

テ
ィ

、
共

同
で

か
つ

個
々

に
）
は

未
払

い
関

税
、
税

金
又

は
諸

掛

の
2
倍

に
相

当
す

る
損

害
賠

償
額

又
は

1,
00

0
ド

ル
の

い
ず

れ
か

の
大

き
い

方
の

損
害

賠
償

額
を

支
払

う
こ

と
に
合

意
す

る
。
本

章
の

§2
4.

1(
a)
項

に
よ

る
予

想
関

税
、
税

金
及

び
諸

掛
の

支
払

い
に

承
認

さ
れ

た
支

払
い

 
 
手

段
が

銀
行

に
よ

り
支

払
い

不
能

で
返

却
さ

れ
た

場
合

、

又
は

自
動

支
払

い
（

本
章

の
§2

4.
25

参
照

）
の

も
と

で
承

認
さ

れ
た

支
払

い
が

期
限

内
に

電

子
的

に
税

関
へ

送
信
さ

れ
な

い
場

合
、

本
節

の
(a

)(1
)(i

)項
に

規
定

さ
れ

た
条

件
の

違
反

と
み
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CF
R 

原
文

 
概

要
 

is
 re

tu
rn

ed
 u

np
ai

d 
by

 a
 fi

na
nc

ia
l i

ns
tit

ut
io

n,
 o

r i
f a
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ay

m
en

t a
ut

ho
riz

ed
 u

nd
er

 

A
ut

om
at

ed
 C

le
ar

in
gh

ou
se

 (s
ee

 §
24

.2
5 

of
 th

is
 c

ha
pt

er
) i

s 
no

t t
ra

ns
m

itt
ed

 

el
ec

tro
ni

ca
lly

 to
 C

us
to

m
s 

in
 a

 ti
m

el
y 

m
an

ne
r. 

If 
th

e 
pr

in
ci

pa
l d

ef
au

lts
 o

n 

ag
re

em
en

ts
 in

 b
ot

h 
of

 th
e 

co
nd

iti
on

s 
as

 s
et

 fo
rth

 in
 p

ar
ag

ra
ph

s 
(a

)(1
)(i

) a
nd

 

(b
) o

f t
hi

s 
se

ct
io

n,
 th

e 
m

ea
su

re
 o

f l
iq

ui
da

te
d 

da
m

ag
es

 a
ss

es
se

d 
sh

al
l b

e 
as

 

pr
ov

id
ed

 in
 p

ar
ag

ra
ph

 (m
)(1

) o
f t

hi
s 

se
ct

io
n 

fo
r a

 d
ef

au
lt 

of
 th

e 
ag

re
em

en
ts

 in
 

th
e 

co
nd

iti
on

 s
et

 fo
rth

 in
 p

ar
ag

ra
ph

 (b
) o

f t
hi

s 
se

ct
io

n.
 F

or
 p

ur
po

se
s 

of
 th

is
 

pa
ra

gr
ap

h,
 th

e 
ph

ra
se

 “u
np

ai
d 

du
tie

s,
 ta

xe
s 

an
d 

ch
ar

ge
s”

 s
ha

ll 
in

cl
ud

e 
an

y 

ap
pr

op
ria

te
 a

d 
va

lo
re

m
 fe

es
 d

es
cr

ib
ed

 in
 §

24
.2

3 
of

 th
is

 c
ha

pt
er

, f
ee

s 
re

la
tin

g 

to
 d

ut
ia

bl
e 

m
ai

l d
es

cr
ib

ed
 in

 §
24

.2
2(

f) 
of

 th
is

 c
ha

pt
er

, a
nd

 h
ar

bo
r 

m
ai

nt
en

an
ce

 fe
es

 d
es

cr
ib

ed
 in

 §
24

.2
4(

e)
(3

) (
i) 

an
d 

(ii
) o

f t
hi

s 
ch

ap
te

r. 

(5
) I

f t
he

 p
rin

ci
pa

l d
ef

au
lts

 o
n 

ag
re

em
en

ts
 in

 th
e 

co
nd

iti
on

 s
et

 fo
rth

 in
 

pa
ra

gr
ap

h 
(l)

 o
f t

hi
s 

se
ct

io
n 

on
ly

, t
he

 o
bl

ig
or

s 
ag

re
e 

to
 p

ay
 li

qu
id

at
ed

 

da
m

ag
es

 e
qu

al
 to

 $
10

0 
pe

r t
ho

us
an

d 
bo

ar
d 

fe
et

 o
f t

he
 im

po
rte

d 
lu

m
be

r. 

な
さ

れ
る

。
輸

入
者
が

(a
)(1

)(i
)項

及
び

本
節

の
(b

)に
定

め
ら

れ
た

双
方

の
条

件
に

違
反

し
た

場
合

、
査

定
さ

れ
る

損
害

賠
償

額
は

本
節

の
(b

)項
に

規
定

さ
れ

た
条

件
の

合
意

の
違

反
に

対

し
て

定
め

ら
れ

た
本

節
の

(m
)(

1)
項

の
規

定
に

基
づ

き
査

定
さ

れ
る

。
本

項
に

お
い

て
、
“

未

払
い

関
税

、
税

金
と
諸

掛
”

と
は

本
章

の
§2

4.
23

の
規

定
に

相
当

す
る

従
価

税
、

本
章

§2
4.

22
(f)
に

規
定

の
課

税
郵

便
、

及
び

本
章

§2
4.

24
(e

)(3
) (

i) 
及

び
 (

ii)
に

規
定

の
ハ

ー
バ

ー
・

メ
イ

ン
テ

ナ
ン
ス

・
フ

ィ
ー

を
含

む
。

 

     (5
) 
輸

入
者

が
本

節
の
第

(1
) 
項

に
規

定
さ

れ
た

条
件

の
合

意
の

み
に

違
反

す
る

場
合

は
、

債

務
者

は
輸

入
木

材
の
千

ボ
ー

ド
フ

ィ
ー

ト
10

0
ド

ル
に

相
当

す
る

損
害

賠
償

額
の

支
払

い
に

合
意

す
る

。
 

出
所
：

Co
de

 o
f F

ed
er

al
 R

eg
ul

at
io

ns
（

平
田

義
章

試
訳

）
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Title 19: Customs Duties （目次） 

（ http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=c8ac755d65f53db0a6fde1f1ffe9a7a8&rgn=div5&vie
w=text&node=19:1.0.1.1.17&idno=19） 

PART 113—CUSTOMS BONDS 

 

Section Contents 

§ 113.0   Scope. 

Subpart A—General Provisions 

 
§ 113.1   Authority to require security or execution of bond. 
§ 113.2   Powers of Commissioner of Customs relating to bonds. 
§ 113.3   Liability of surety on a terminated bond. 
§ 113.4   Bonds and carnets. 

Subpart B—Bond Application and Approval of Bond 

 
§ 113.11   Bond approval. 
§ 113.12   Bond application. 
§ 113.13   Amount of bond. 
§ 113.14   Approved form of bond inadequate. 
§ 113.15   Retention of approved bonds. 

Subpart C—Bond Requirements 

 
§ 113.21   Information required on the bond. 
§ 113.22   Witnesses required. 
§ 113.23   Changes made on the bond. 
§ 113.24   Riders. 
§ 113.25   Seals. 
§ 113.26   Effective dates of bonds and riders. 
§ 113.27   Effective dates of termination of bond. 

Subpart D—Principals and Sureties 

 
§ 113.30   Information pertaining to principals and sureties on the bond. 
§ 113.31   Same party as principal and surety; attorney in fact. 
§ 113.32   Partnerships as principals. 
§ 113.33   Corporations as principals. 
§ 113.34   Co-principals. 
§ 113.35   Individual sureties. 
§ 113.36   Partner acting as surety on behalf of a partner or on behalf of a partnership. 
§ 113.37   Corporate sureties. 
§ 113.38   Delinquent sureties. 
§ 113.39   Procedure to remove a surety from Treasury Department Circular 570. 
§ 113.40   Acceptance of cash deposits or obligations of the United States in lieu of sureties on bonds. 

Subpart E—Production of Documents 
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§ 113.41   Entry made prior to production of documents.§ 113.42   Time period for production of documents. 
§ 113.43   Extension of time period. 
§ 113.44   Assent of sureties to an extension of a bond. 
§ 113.45   Charge for production of a missing document made against a continuous bond. 

Subpart F—Assessment of Damages and Cancellation of Bond 

 
§ 113.51   Cancellation of bond or charge against the bond. 
§ 113.52   Failure to satisfy the bond. 
§ 113.53   Waiver of Customs requirement supported by a bond. 
§ 113.54   Cancellation of erroneous charges. 
§ 113.55   Cancellation of export bonds. 

Subpart G—Customs Bond Conditions 

 
§ 113.61   General. 
§ 113.62   Basic importation and entry bond conditions. 
§ 113.63   Basic custodial bond conditions. 
§ 113.64   International carrier bond conditions. 
§ 113.65   Repayment of erroneous drawback payment bond conditions. 
§ 113.66   Control of containers and instruments of international traffic bond conditions. 
§ 113.67   Commercial gauger and commercial laboratory bond conditions. 
§ 113.68   Wool and fur products labeling acts and fiber products identification act bond conditions. 
§ 113.69   Production of bills of lading bond conditions. 
§ 113.70   Bond condition to indemnify United States for detention of copyrighted material. 
§ 113.71   Bond condition to observe neutrality. 
§ 113.72   Bond condition to pay court costs (condemned goods). 
§ 113.73   Foreign trade zone operator bond conditions.§ 113.74   Bond conditions to indemnify a complainant 
under section 337 of Tariff Act of 1930, as amended. 
§ 113.75   Bond conditions for deferral of duty on large yachts imported for sale at United States boat shows. 
Appendix A to Part 113—Airport Customs Security Area Bond 
Appendix B to Part 113—Bond To Indemnify Complainant Under Section 337, Tariff Act of 1930, as Amended 
Appendix C to Part 113—Bond for Deferral of Duty on Large Yachts Imported for Sale at United States Boat Shows 
Appendix D to Part 113—Importer Security Filing Bond 

 

−124−

貿易の円滑化と税関手続等に関する研究会 報告書



2012 年 6 月 6 日 

平田義章 

 

わが国の VMI にかかわる法規制（参考メモ） 

 

◍ 税関事務管理人 

 関税法第 95 条  添付 

 

◍ 納税管理人 

 国税通則法第 117 条  添付 

 国税通則法基本通達第 117 条関係納税管理人  添付 

 

◍ 通関業者 

 通関業務の委任関係を証するもの  添付 

 関税法第 13 条の 3（関税の納付不足がある場合の補完的納税義務）  添付 

 

注： 

わが国の非居住者による輸入通関の制度はアメリカの非居住者通関（19 CFR 141.18  

Entry by nonresident corporation）を参考にして制定されたものと思われるが、わが国の場合、

関税の追徴などをどのようにして保証するか不明確である。アメリカではボンドにより最終的に

保証される。 

なお、通関業者は非居住輸入者から正式に委任状を取得していれば追加関税を含め関税や税金

を支払う義務はない。また、独立した税関事務管理人は輸入業務には精通していないため関税の

査定などについて輸入者を代弁することは難しい。したがって、国税通則法基本通達の第 117 条

関係の 2 の(3)に規定された「国税の納付および還付金額等の受領」の意味が明確ではない。 
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＜関税法＞ 

（税関事務管理人）  

第九十五条  個人である申告者等（税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。）が

本邦に住所及び居所（事務所及び事業所を除く。）を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本

邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有

せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項（以下この項及

び第三項において「税関関係手続等」という。）を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関

係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所（法人にあつては、本店又は主たる事務所）を有す

る者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなけれ

ばならない。  

２  申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該

税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長にその旨を届け出なければならない。その税関

事務管理人を解任したときも、また同様とする。  

３  税関関係手続等を処理した税関事務管理人は、当該税関関係手続等に係る申告者等が第七条の

九第一項及び第六十七条の八第一項（帳簿の備付け等）並びに前条第一項（同条第二項において準

用する場合を含む。）の規定により保存すべきこととされている帳簿書類について、税関長から提示を

求められた場合には、当該税関長に当該帳簿書類を提示しなければならない。この場合において、当

該申告者等は、当該税関事務管理人に対して、その提示のため必要な便宜を与えなければならな

い。  

４  第一項及び第二項において「税関関係手続」とは、輸入申告その他この法律又は関税定率法 その

他の関税に関する法律の規定に基づく手続（本邦に入国する者又は本邦から出国する者がその入国

又は出国の際に行うものその他政令で定めるものを除く。）をいう。  

−126−

貿易の円滑化と税関手続等に関する研究会 報告書



国税通則法 

（昭和三十七年四月二日法律第六十六号） 

（納税管理人）  

第百十七条  個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所（事務所及び事業所を除く。）を

有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しな

い法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないことと

なる場合において、納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その

者は、当該事項を処理させるため、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で当該事項の処理

につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。  

２  納税者は、前項の規定により納税管理人を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を

所轄する税務署長（保税地域からの引取りに係る消費税等に関する事項のみを処理させるため、納

税管理人を定めたときは、当該消費税等の納税地を所轄する税関長）にその旨を届け出なければな

らない。その納税管理人を解任したときも、また同様とする。  
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＜国税通則法基本通達＞ 

第 9 章 雑則 

第 117 条関係 納税管理人 

（納税者） 

1 この条第 1 項の「納税者」には、国税に関する法律の規定により還付を受けるための申告書または確

定損失申告書を提出することができる者も含まれる。 

（納税管理人の事務範囲） 

2 この条第 1 項の「納税申告書の提出その他国税に関する事項」とは、次に掲げる事項をいう。ただし、

不服申立てに関する事項は含まれない。 

 なお、次に掲げる事項の一部だけの管理は認められない。 

(1) 国税に関する法令に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の作成ならびに提出 

(2) 税務署長等（その所属の職員を含む。）が発する書類の受領 

(3) 国税の納付および還付金等の受領 
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通関業務の委任関係を証するもの 
 
１、通関業法第２条 （定義） 
  通関業務について定義している。 
 
２、通関業法第２２条 （記帳・届出・報告等） 
  通関業者の記帳義務等について定めている。 
 
３、通関業法施行令第８条 （記帳及び書類の保存） 
  第８条２項第２号 
  通関業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類 
 
４、通関業法基本通達 第一章 総則 
  ２－１（委任関係の取扱い） 

・ ・・（前段略）通関業者は法第２２条第１項及び政令第８条２項第２号の規定により通関

業務に関し、依頼者から依頼を受けたことを証する書類（包括的なものであってもさし

つかえない）を保存しなければならない。  
 
以上の根拠に基づいて「通関委任状」を発行するものである。 

資料編

−129−



＜関税法＞ 

（関税の納付不足がある場合の補完的納税義務）  

第十三条の三  輸入の許可又は第七十三条第一項（輸入の許可前における貨物の引取り）の規定に

よる税関長の承認を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があつた場合にお

いて、当該許可若しくは承認の際当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又

はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立てた場合であつて、かつ、当該貨物の輸入に際し

てその通関業務を取り扱つた通関業者（通関業法第二条第三号 （定義）に規定する通関業者をいう。

以下同じ。）が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかつたときは、当該通関業

者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。  
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CFR TITLE 19 CUSTOMS DUTIES（目次） 
 

PART 141—ENTRY OF MERCHANDISE 
（http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=5c6daf30c22cc721d8d1b0d73be7c6ea&rgn=di
v5&view=text&node=19:2.0.1.1.1&idno=19） 
 
Contents 
§ 141.0 Scope. 
§ 141.0a Definitions. 

 
Subpart A—Liability for Duties and Requirement To Enter Merchandise 

§ 141.1 Liability of importer for duties. 
§ 141.2 Liability for duties on reimportation. 
§ 141.3 Liability for duties includes liability for taxes. 
§ 141.4 Entry required. 
§ 141.5 Time limit for entry. 
 

Subpart B—Right To Make Entry and Declarations on Entry 

§ 141.11 Evidence of right to make entry for importations by common carrier. 
§ 141.12 Right to make entry of importations by other than common carrier. 
§ 141.13 Right to make entry of abandoned or salvaged merchandise. 
§ 141.14 Deceased or insolvent consignees and court-appointed administrators. 
§ 141.15 Bond for production of bill of lading or air waybill. 
§ 141.16 Disposition of documents. 
§ 141.17 Entry by nonresident consignee. 
§ 141.18 Entry by nonresident corporation. 
§ 141.19 Declaration of entry. 
§ 141.20 Actual owner's declaration and superseding bond of actual owner. 
 

Subpart C—Powers of Attorney 

§ 141.31 General requirements and definitions. 
§ 141.32 Form for power of attorney. 
§ 141.33 Alternative form for noncommercial shipment. 
§ 141.34 Duration of power of attorney. 
§ 141.35 Revocation of power of attorney. 
§ 141.36 Nonresident principals in general. 
§ 141.37 Additional requirements for nonresident corporations. 
§ 141.38 Resident corporations. 
§ 141.39 Partnerships. 
§ 141.40 Trusteeships. 
§ 141.41 Surety on Customs bonds. 
§ 141.42 Protests. 
§ 141.43 Delegation to subagents. 
§ 141.44 Designation of Customs ports in which power of attorney is valid. 
§ 141.45 Certified copies of power of attorney. 
§ 141.46 Power of attorney retained by customhouse broker. 
 

Subpart D—Quantity of Merchandise To Be Included in an Entry 

§ 141.51 Quantity usually required to be in one entry. 
§ 141.52 Separate entries for different portions. 
§ 141.53 Procedure for separate entries. 
§ 141.54 Separate entries for consolidated shipments. 
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§ 141.55 Single entry summary for shipments arriving under one transportation entry. 
§ 141.56 Single entry summary for multiple transportation entries consigned to the same 
consignee. 
§ 141.57 Single entry for split shipments. 
§ 141.58 Single entry for separately arriving portions of unassembled or disassembled entities. 
 

Subpart E—Presentation of Entry Papers 

§ 141.61 Completion of entry and entry summary documentation. 
§ 141.62 Place and time of filing. 
§ 141.63 Submission of entry summary documentation for preliminary review. 
§ 141.64 Review and correction of entry and entry summary documentation. 
§ 141.65 [Reserved] 
§ 141.66 Bond for missing documents. 
§ 141.67 Recall of documentation. 
§ 141.68 Time of entry. 
§ 141.69 Applicable rates of duty. 
 

Subpart F—Invoices 

§ 141.81 Invoice for each shipment. 
§ 141.82 Invoice for installment shipments arriving within a period of 10 days. 
§ 141.83 Type of invoice required. 
§ 141.84 Photocopies of invoice for separate entries of same shipment. 
§ 141.85 Pro forma invoice. 
§ 141.86 Contents of invoices and general requirements. 
§ 141.87 Breakdown on component materials. 
§ 141.88 Computed value. 
§ 141.89 Additional information for certain classes of merchandise. 
§ 141.90 Notation of tariff classification and value on invoice. 
§ 141.91 Entry without required invoice. 
§ 141.92 Waiver of invoice requirements. 
 

Subpart G—Deposit of Estimated Duties 

§ 141.101 Time of deposit. 
§ 141.102 When deposit of estimated duties, estimated taxes, or both not required. 
§ 141.103 Amount to be deposited. 
§ 141.104 Computation of duties. 
§ 141.105 Voluntary deposit of additional duties. 
 

Subpart H—Release of Merchandise 

§ 141.111 Carrier's release order. 
§ 141.112 Liens for freight, charges, or contribution in general average. 
§ 141.113 Recall of merchandise released from Customs and Border Protection custody. 
 

 
PART 142—ENTRY PROCESS 

（http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=5c6daf30c22cc721d8d1b0d73be7c6ea&rgn=di
v5&view=text&node=19:2.0.1.1.2&idno=19） 
 
Section Contents 
§ 142.0 Scope. 

Subpart A—Entry Documentation 
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§ 142.1 Definitions. 
§ 142.2 Time for filing entry. 
§ 142.3 Entry documentation required. 
§ 142.3a Entry numbers. 
§ 142.4 Bond requirements. 
§ 142.5 [Reserved] 
§ 142.6 Invoice requirements. 
§ 142.7 Examination of merchandise. 
§ 142.8 Failure to file entry timely. 
 

Subpart B—Entry Summary Documentation 

§ 142.11 Entry summary form. 
§ 142.12 Time for filing or submission for preliminary review. 
§ 142.13 When entry summary must be filed at time of entry. 
§ 142.14 Delinquent payment of Customs bills. 
§ 142.15 Failure to file entry summary timely. 
§ 142.16 Entry summary documentation. 
§ 142.17 One entry summary for multiple entries. 
§ 142.17a One consolidated entry summary for multiple ultimate consignees. 
§ 142.18 Entry summary not required for prohibited merchandise. 
§ 142.19 Release of merchandise under the entry summary. 
 

Subpart C—Special Permit for Immediate Delivery 

PROHIBITED MERCHANDISE, NO OTHER ENTRY FILED 

§ 142.21 Merchandise eligible for special permit for immediate delivery. 
§ 142.22 Application for special permit for immediate delivery. 
§ 142.23 Time limit for filing documentation after release. 
§ 142.24 Special permit. 
§ 142.25 Discontinuance of immediate delivery privileges. 
§ 142.26 Delinquent payment of Customs bills. 
§ 142.27 Failure to file documentation timely. 
§ 142.28 Withdrawal or entry summary not required for prohibited merchandise. 
§ 142.29 Other procedures applicable. 
 

Subpart D—Line Release 

§ 142.41 Line Release. 
§ 142.42 Application for Line Release processing. 
§ 142.43 Line Release application approval process. 
§ 142.44 Entry number range. 
§ 142.45 Use of bar code by entry filer. 
§ 142.46 Presentation of invoice and assignment of entry number. 
§ 142.47 Examinations of Line Release transactions. 
§ 142.48 Release procedure. 
§ 142.49 Deletion of C-4 Code. 
§ 142.50 Line Release data base corrections or changes. 
§ 142.51 Changing election of entry or immediate delivery. 
§ 142.52 Port-wide and multiple port acceptance of Line Release. 
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